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授業料の改定が行われた場合は、全学年同時に新授業料を適用します。 
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島根県立大学大学院学則 

島根県立大学規程第２号 
平成１５年４月１日制定 
 

目次 
第１章 総則（第１条） 
第２章 組織（第２条・第３条） 
第３章 職員組織（第４条） 
第４章 修業年限、在学年限及び学年（第５条・第６条） 
第５章 入学、再入学、進学及び転専攻（第７条－第１０条） 
第６章 教育方法、授業科目、履修方法等（第１１条－第１７条） 
第７章 修了及び学位（第１８条－第２０条） 
第８章 特別研究学生（第２１条） 
第９章 雑則（第２２条・第２３条） 
附則 

 
第１章 総則 

（目的） 
第１条 島根県立大学の大学院（以下「本学大学院」という。）は、教育基本法（昭和 22 年

法律第 25 号）及び学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）の趣旨に基づき、学術の理論及

び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うため

の深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とし、島根県立大

学学則（以下「大学学則」という。）第３条に規定する大学院に関し、必要な事項を定め

る。 
 
 第２章 組織 

 （課程） 
第２条 本学大学院の課程に、博士課程を置く。 
２ 博士課程は、これを前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の

課程（以下「博士後期課程」という。）に区分する。 
３ 博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。 
（研究科、専攻及び定員等） 

第３条 本学大学院の研究科に置く専攻の入学定員及び収容定員は次のとおりとする。 
研 究 科 専  攻 課  程 入学

定員 
収容

定員 
北東アジア開発研究科 北東アジア専

攻 
博士前期課程 

５人 １０

人 
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島根県立大学大学院学則 

島根県立大学規程第２号 
平成１５年４月１日制定 
 

目次 
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第１章 総則 

（目的） 
第１条 島根県立大学の大学院（以下「本学大学院」という。）は、教育基本法（昭和 22 年

法律第 25 号）及び学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）の趣旨に基づき、学術の理論及

び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うため

の深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とし、島根県立大

学学則（以下「大学学則」という。）第３条に規定する大学院に関し、必要な事項を定め

る。 
 
 第２章 組織 

 （課程） 
第２条 本学大学院の課程に、博士課程を置く。 
２ 博士課程は、これを前期２年の課程（以下「博士前期課程」という。）及び後期３年の

課程（以下「博士後期課程」という。）に区分する。 
３ 博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。 

（研究科、専攻及び定員等） 
第３条 本学大学院の研究科に置く専攻の入学定員及び収容定員は次のとおりとする。 

研 究 科 専  攻 課  程 入学

定員 
収容

定員 
北東アジア開発研究科 北東アジア専

攻 
博士前期課程 

５人 １０

人 

 

地域開発政策

専攻 
５人 １０

人 
北東アジア超

域専攻 
博士後期課程 ２人  ６

人 
看護学研究科 看護学専攻 博士前期課程 

研究者養成コース 
高度実践者養成コース 

８人 １６

人 

博士後期課程 ２人 ６人 
 （各専攻における人材養成の目的） 
第３条の２ 各専攻における人材養成の目的は、次のとおりとする。 

専攻名 人材養成の目的 
北東アジア開発研究科 
北東アジア専攻 
博士前期課程 

①現代の北東アジア地域の政治・経済・歴史・社会・文化に

関する高度で広範な知識や、北東アジア地域言語の基本的運

用能力を生かした現地での体験、それらに裏付けられた独自

の問題意識をもって、この地域に共通して存在する問題を発

見し、国際関係論や地域研究などの従来の方法論を越えた新

たな研究手法の開拓に取り組み、さらに博士後期課程に進学

して北東アジアに関する学問の深奥を極め、それを次世代に

教授できる大学教員や、この地域を専門に研究する機関の研

究者をめざす人材。 
②北東アジア地域の特に政治と経済、社会に関する深い興味

と北東アジア地域言語の運用能力を背景とする問題意識をも

って地域社会と国際社会両面にわたる広い知識を身につけ、

この地域に存在する現実の問題を日本との現実との関係で広

く捉えた実践的な研究を行い、それを活かして、各国の行政

機関、日本を含む北東アジアの地域社会を支える企業や、北

東アジア地域において国際的に展開する企業、国際交流を支

援・推進する公的機関、NGO や NPO 等の新たな組織で活

躍できる人材。 
北東アジア開発研究科 
地域開発政策専攻 
博士前期課程 

①地方分権、地域間格差、少子化・高齢化・過疎化、環境問

題、人間の安全保障（社会福祉・介護、年金問題、医療・健

康保険問題）等の地域における政策課題群について、社会諸

科学を学際的に用いて分析し、政策を立案し、かつ、政策の

実施に際してリーダーシップを発揮できる人材。 
②グローバル化と情報技術の高度化が地域社会に与えたイン

パクトについて十分に理解し、また、情報技術を地域社会の

分析や地域社会のための政策形成に応用できる能力を持ち、
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政府・NPO・民間の間の協働システムの中で、海外での活動

も視野に入れて活躍できる人材。 
③地域開発に関する国際的な比較研究などを行うことによ

り、北東アジア地域における地域開発施策に関する研究能力

を高めて博士後期課程に進学し、北東アジア社会における地

域社会システムの開発に関する研究を極め、それを次世代に

教授できる大学教員や研究者をめざす人材。 
北東アジア開発研究科 
北東アジア超域専攻 
博士後期課程 

日本を含む北東アジア地域の政治・経済・歴史・社会・文化

等の諸事情に関し、自らの現地体験や調査に裏付けられた広

範かつ高度で深い理解と知識を持ち、当該地域の複数の言語

に通じることによって、既存の複数の学問・方法論は言うま

でもなく、新しい有効な学問・方法論を創出して適用する実

践的諸科学総合の超域的研究方法を持して、一国一地域を越

えて遍在する超域的問題群の研究に取り組み、大学・研究機

関において北東アジア地域の研究に従事する教員・研究者を

めざす人材や、各国の行政機関、日本を含む北東アジアの地

域社会を支える企業、北東アジア地域において国際的に展開

する企業、国際交流を支援・推進する公的機関、NGO や NPO 
等の新たな組織において、的確な対策を提言・策定・実行で

きる高度な研究能力と問題解決能力を身につけたトップリー

ダーとして活躍できる人材。 
看護学研究科 
看護学専攻 
博士前期課程 

島根県の健康課題を深く理解し、保健・医療・福祉の質の向

上に向けて、主体的に探求できる研究能力を備え、地域医療

を牽引する優れた看護実践者。 
看護学研究科 
看護学専攻 
博士後期課程 

中山間地域・離島地域を抱え、過疎高齢化及び少子化の先

行する島根県の健康課題は日本の縮図であり、これらの課題

に積極的に対応し他地域に先駆けて新たなケア開発ができれ

ば、全国に応用することが可能である。また国外に目を広げ

れば、今後、先進国やアジア諸国も日本と同様の問題に直面

することが予想され、これらの課題解決の先駆となる日本の

動向が注目されている。このように地域医療の課題は将来の

グローバルな課題にもつながっており、日本が世界に先駆け

て解決策を示す意義は大きい。このような社会的背景に基づ

く人材育成の要請に対し、公立大学として地域課題解決に貢

献する使命を有する島根県立大学において、島根県の健康課

題を深く理解し、保健・医療･福祉の質の向上に向けて、高い

水準の専門知識・研究分析能力、総合的・複合的な視点を養
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等の新たな組織において、的確な対策を提言・策定・実行で

きる高度な研究能力と問題解決能力を身につけたトップリー

ダーとして活躍できる人材。 
看護学研究科 
看護学専攻 
博士前期課程 

島根県の健康課題を深く理解し、保健・医療・福祉の質の向
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に積極的に対応し他地域に先駆けて新たなケア開発ができれ

ば、全国に応用することが可能である。また国外に目を広げ

れば、今後、先進国やアジア諸国も日本と同様の問題に直面

することが予想され、これらの課題解決の先駆となる日本の

動向が注目されている。このように地域医療の課題は将来の

グローバルな課題にもつながっており、日本が世界に先駆け

て解決策を示す意義は大きい。このような社会的背景に基づ

く人材育成の要請に対し、公立大学として地域課題解決に貢

献する使命を有する島根県立大学において、島根県の健康課
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い、これからの地域医療や保健を牽引するための研究に自立

して取り組むことのできる教育・研究者。 
 
  第３章 職員組織 
 （職員） 
第４条 本学大学院に、教授及び准教授を置く。 
２ 本学に、前項に規定するもののほか、必要に応じ講師、助教、助手その他必要な職員を

置くことができる。 
 （教育内容改善のための組織的な研修等） 
第４条の２ 本学大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な

研修及び研究を実施するものとする。 
 
  第４章 修業年限、在学年限及び学年 
 （修業年限） 
第５条 博士前期課程の修業年限は、２年とする。 
２ 博士後期課程の修業年限は、３年とする。 
 （長期履修学生） 
第５条の２ 前条の規定にかかわらず、職業を有している等の事情により、標準修業年限を

超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する

学生（以下「長期履修学生」という。）がその旨を申し出たときは、その計画的な履修を

認めることができる。 
２ 長期履修学生について必要な事項は、別に定める。 
 （在学年限） 
第６条 博士前期課程の学生（長期履修学生も含む。）は、４年を超えて在学することがで

きない。 
２ 博士後期課程の学生（長期履修学生も含む。）は、６年を超えて在学することができな

い。 
３ 前３項の規定にかかわらず、第８条の規定に基づき入学した学生は、第９条の規定によ

り定められた在学すべき年数の２倍に相当する年数を超えて在学することはできない。 
 （学年） 
第６条の２ 本学大学院の春学期入学生の学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終

わる。秋学期入学生の学年は、１０月１日に始まり、翌年９月３０日に終わる。 
 
  第５章 入学、再入学、進学及び転専攻 
 （入学の資格） 
第７条 博士前期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。 
（１）学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 83 条に定める大学を卒業した者 
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（２）学校教育法第 104 条第４項の規定により学士の学位を授与された者 
（３）外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 
（４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者 
（５）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16

年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制

度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了した者 
（６）専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定

める日以後に修了した者 
（７）文部科学大臣の指定した者 
（８）本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で、22 歳に達した者 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、本学大学院に

おいて、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認める者を、博士前期課程に入学

させることができる。 

（１） 大学に３年以上在学した者 

（２） 外国において学校教育における１５年の課程を修了した者 

（３） 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における１５年の課程を修了した者 

３ 博士後期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
（１）修士の学位を有する者 
（２）外国において修士の学位に相当する学位を授与された者 
（３）文部科学大臣の指定した者 
（４）本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上

の学力があると認めた者で、24 歳に達した者 
（５）その他本学大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた

者 
（出願手続） 
第７条の２ 入学を志望する者は、志願票その他別に定める書類に入学検定料を添えて、 

所定の期間中に出願手続きをしなければならない。 
 （再入学） 
第８条 学長は、本学大学院を修了し、又は退学した者で本学大学院に再入学を志願する者

があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することができ

る。 
 （再入学の場合の取扱い） 
第９条 前条の規定に基づき入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単
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（２）学校教育法第 104 条第４項の規定により学士の学位を授与された者 
（３）外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 
（４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより

当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者 
（５）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16

年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制

度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当

該課程を修了した者 
（６）専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定

める日以後に修了した者 
（７）文部科学大臣の指定した者 
（８）本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で、22 歳に達した者 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者であって、本学大学院に

おいて、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認める者を、博士前期課程に入学

させることができる。 

（１） 大学に３年以上在学した者 

（２） 外国において学校教育における１５年の課程を修了した者 

（３） 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することによ

り当該外国の学校教育における１５年の課程を修了した者 

３ 博士後期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
（１）修士の学位を有する者 
（２）外国において修士の学位に相当する学位を授与された者 
（３）文部科学大臣の指定した者 
（４）本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上

の学力があると認めた者で、24 歳に達した者 
（５）その他本学大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた

者 
（出願手続） 
第７条の２ 入学を志望する者は、志願票その他別に定める書類に入学検定料を添えて、 

所定の期間中に出願手続きをしなければならない。 
 （再入学） 
第８条 学長は、本学大学院を修了し、又は退学した者で本学大学院に再入学を志願する者

があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することができ

る。 
 （再入学の場合の取扱い） 
第９条 前条の規定に基づき入学を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単

 

位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学長が決定する。 
 （進学） 
第 10条 本学大学院の博士前期課程を修了し、博士後期課程に進学を志願する者について

は、選考のうえ、進学を許可することができる。 
 （転専攻） 
第 10条の２ 本学大学院の博士前期課程に在籍し、課程の中途で転専攻を志望する者につ

いては、別に定めるところにより、転専攻を許可することができる。 
 
  第６章 教育方法、授業科目、履修方法等 
 （教育方法） 
第 11条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下

「研究指導」という。）によって行うものとする。 
 （授業科目） 
第 12条 本学大学院の授業科目の種類及び単位数は、別表第１のとおりとする。 
２ 前項の授業科目の履修方法その他必要な事項は、別に定める。 
 （単位の授与） 
第 13条 授業科目を履修し、その試験に合格した学生には、所定の単位を与える。 
 （単位の計算方法） 
第 14 条 授業科目の単位数は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をも

って構成することを標準とし、授業方法に応じて、次の基準により計算するものとする。 
（１）講義及び演習については、15 時間から 30 時間までをもって１単位とする。 
（２）実習及び実技については、30 時間から 45 時間までをもって１単位とする。 
（３）一つの授業科目について、講義、演習、実習及び実技のうち２以上の方法の併用によ

り学修を行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組合せに応じ、前２号の規定

を考慮して研究科長が定める時間の授業をもって１単位とする。 
 （他の大学院における履修及び修得単位数の認定） 
第 15条 本学大学院が教育上有益と認めるときは、学生に他大学の大学院の授業科目を履

修させることができる。 
２ 前項の規定により学生が修得した単位については、15 単位を超えない範囲内で第 18 条

に規定する修了の要件となる単位数として認めることができる。 
３ 前項の規定は、第 22 条において準用する島根県立大学学則第 25 条の規定により学生

が外国の大学の大学院に留学して修得した単位について準用する。この場合において、本

学大学院が修了要件と認めることができる単位数は、前項の規定により認める単位数と

合わせて 15 単位を越えないものとする。 
 （他の大学の大学院等における研究指導） 
第 16条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、他大学の大学院又は研究所等と

あらかじめ協議の上、学生が、当該他大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導

を受けることを認めることができる。ただし、博士前期課程の学生（長期履修学生も含む。）
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については、当該研究指導を受ける期間は、１年を超えないものとする。 
 （入学前の既修得単位等の認定） 
第 17条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前

に本学大学院又は他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位

（大学院設置基準（昭和 49 年文部省令第 28 号）第 15 条に規定する科目等履修生として

修得した単位を含む。）を、本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履

修により修得したものとみなすことができる。 
２ 前項の規定に基づき修得したものとみなすことができる単位数は、本学大学院におい

て修得した単位以外の単位については、合わせて 15 単位を超えないものとする。 
３ 前項の規定に基づき修得したものとみなすことができる単位数は、第 15 条の規定に基

づき修了要件と認めることができる単位数と合わせて 20 単位を超えないものとする。 

 
  第７章 修了及び学位 
 （修了） 
第 18条 博士前期課程の学生（長期履修学生も含む。）については、当該課程に２年（第８

条の規定に基づき入学した学生については、第９条の規定により定められた在学すべき

年数。）以上在学し、別表第１に定める授業科目の履修及び別表第２に定める単位数の修

得をし、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成

果の審査及び試験に合格した学生に対し、学長が修了を認定する。ただし、在学期間に関

しては、優れた業績を上げた者（長期履修学生を除く。）については、当該課程に１年以

上在学すれば足りるものとする。 
２ 前項に規定する特定の課題についての研究の成果の審査について必要な事項は、研究

科長が別に定める。 
３ 博士後期課程の学生（長期履修学生も含む。）については、博士後期課程に３年以上在

学し、単位修得を含む必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格した学

生に対し、学長が修了を認定する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げ

た者（長期履修学生を除く。）については、博士後期課程に１年以上在学すれば足りるも

のとする。 
４ 本学大学院及び他の大学の大学院において、優れた業績を上げて１年以上の在学期間

をもって博士前期課程を修了した博士後期課程の学生については、前項ただし書中「１年」

とあるのは「３年（博士前期課程における在学期間を含む。）」と読み替えて、前項の規定

を適用する。 
５ 学位論文の提出期日は、研究科の定めるところによる。 
第 18 条の２ 第 17 条の規定により博士前期課程の学生が入学前に本学大学院及び他の大

学院において修得した単位（入学資格を有した後、修得したものに限る。）を本学大学院

において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の博士

前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期

間その他を勘案して１年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみな
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については、当該研究指導を受ける期間は、１年を超えないものとする。 
 （入学前の既修得単位等の認定） 
第 17条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前

に本学大学院又は他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位

（大学院設置基準（昭和 49 年文部省令第 28 号）第 15 条に規定する科目等履修生として

修得した単位を含む。）を、本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履

修により修得したものとみなすことができる。 
２ 前項の規定に基づき修得したものとみなすことができる単位数は、本学大学院におい

て修得した単位以外の単位については、合わせて 15 単位を超えないものとする。 
３ 前項の規定に基づき修得したものとみなすことができる単位数は、第 15 条の規定に基

づき修了要件と認めることができる単位数と合わせて 20 単位を超えないものとする。 

 
第７章 修了及び学位 

 （修了） 
第 18条 博士前期課程の学生（長期履修学生も含む。）については、当該課程に２年（第８

条の規定に基づき入学した学生については、第９条の規定により定められた在学すべき

年数。）以上在学し、別表第１に定める授業科目の履修及び別表第２に定める単位数の修

得をし、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究の成

果の審査及び試験に合格した学生に対し、学長が修了を認定する。ただし、在学期間に関

しては、優れた業績を上げた者（長期履修学生を除く。）については、当該課程に１年以

上在学すれば足りるものとする。 
２ 前項に規定する特定の課題についての研究の成果の審査について必要な事項は、研究

科長が別に定める。 
３ 博士後期課程の学生（長期履修学生も含む。）については、博士後期課程に３年以上在

学し、単位修得を含む必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格した学

生に対し、学長が修了を認定する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げ

た者（長期履修学生を除く。）については、博士後期課程に１年以上在学すれば足りるも

のとする。 
４ 本学大学院及び他の大学の大学院において、優れた業績を上げて１年以上の在学期間

をもって博士前期課程を修了した博士後期課程の学生については、前項ただし書中「１年」

とあるのは「３年（博士前期課程における在学期間を含む。）」と読み替えて、前項の規定

を適用する。 
５ 学位論文の提出期日は、研究科の定めるところによる。 
第 18 条の２ 第 17 条の規定により博士前期課程の学生が入学前に本学大学院及び他の大

学院において修得した単位（入学資格を有した後、修得したものに限る。）を本学大学院

において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の博士

前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期

間その他を勘案して１年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみな

 

すことができる。ただし、博士前期課程については、当該課程に少なくとも１年以上在学

するものとする。 
 （論文の審査等） 
第 19条 学位論文の審査（修士論文における特定の課題についての研究の成果の審査を含

む。）及び試験（以下「審査等」という。）は、研究科委員会において選出された委員で組

織された論文審査委員会が行う。 
２ 論文の審査及び試験にあっては、他大学の大学院又は研究所等の教員等の協力を得る

ことができる。 
３ 審査等についての合格又は不合格の認定は、研究科委員会が論文審査委員会の報告に

基づいて行う。 
４ 論文審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。 
 （学位） 
第 20条 博士前期課程又は博士後期課程を修了した者には、次の表の左欄に掲げる専攻の

区分に応じ、同表の右欄に掲げる学位を授与する。  
専  攻 学  位 

北東アジア専攻 修士（社会学） 
地域開発政策専攻 修士（開発研究） 
北東アジア超域専攻 博士（社会学） 
看護学専攻 
 

修士（看護学） 
博士（看護学） 

２ 前項に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。 
 
  第８章 特別研究学生 
 （特別研究学生） 
第 21条 学長は、既に修士の学位または博士の学位を取得した者で、特定の専門事項につ

いて研究することを志願する者があるときは、特別研究学生として入学を許可すること

ができる。また、国外も含む他の大学の大学院の学生で本学において特定の専門事項につ

いて研究することを志願する者があるときは、当該他の大学の大学院との協議に基づき、

特別研究学生として入学を許可することができる。 
２ 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。 
 
  第９章 雑則 
 （大学学則の準用） 
第 22条 大学学則第７条、第８条、第 11 条、第 12 条、第６章（第 16 条及び第 18 条から

第 20 条までを除く。）、第７章（第 29 条、第 30 条及び第 32 条から第 36 条までを除く。）、

第 38 条、第９章（第 44 条を除く。）、第９章の２から第 14 章までの規定は、本学大学院

に準用する。この場合において、これらの規定中「本学」とあるのは「本学大学院」と読
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み替えるほか、次の表の左欄に掲げる大学学則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
 

規  定 読み替えられる字句 読み替える字句 
第 24 条 大学等 大学の大学院 
第 25 条第 1 項 大学等 大学の大学院 
第 25 条第 2 項 第 37 条 島根県立大学大学院学則第 18 条 

卒業の要件 修了の要件 
第 26 条の 3 第 2 項 ４年 ２年（博士後期課程にあっては、３年） 
第 26 条の 3 第 3 項 第 14 条 島根県立大学大学院学則第 6 条 
第 27 条 第 26 条又は第 26 条

の 2 
島根県立大学大学院学則第 22 条にお

いて準用する大学学則第 26 条又は第

26 条の 2 
第 28 条第 1 項第 1 号 第 14 条 島根県立大学大学院学則第 6 条 
第 28 条第 1 項第 2 号 第 26 条の 3 第 1 項又

は第 2 項 
島根県立大学大学院学則第 22 条にお

いて準用する大学学則第 26 条の 3 第

1 項及び第 2 項 
第 38 条 卒業 修了 
第 47 条の 2 第 2 項 学則 大学院学則 
第 49 条第 1 項 学則 大学院学則 

 （委任） 
第 23条 この学則の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。 
 
   附 則 

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 
附 則 

この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 
附 則 

（施行期日） 
１ この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この学則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日に本学大学院に在学する学生に

対しては、改正前の島根県立大学大学院学則（以下「改正前の学則」という。）は、なお

効力を有する。 
３ 改正前の学則第３条に規定する北東アジア研究科及び開発研究科の収容定員は、同条

の規定にかかわらず、次のとおりとする。 
研究科 専 攻 課 程 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度以降 
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み替えるほか、次の表の左欄に掲げる大学学則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 
 

規  定 読み替えられる字句 読み替える字句 
第 24 条 大学等 大学の大学院 
第 25 条第 1 項 大学等 大学の大学院 
第 25 条第 2 項 第 37 条 島根県立大学大学院学則第 18 条 

卒業の要件 修了の要件 
第 26 条の 3 第 2 項 ４年 ２年（博士後期課程にあっては、３年） 
第 26 条の 3 第 3 項 第 14 条 島根県立大学大学院学則第 6 条 
第 27 条 第 26 条又は第 26 条

の 2 
島根県立大学大学院学則第 22 条にお

いて準用する大学学則第 26 条又は第

26 条の 2 
第 28 条第 1 項第 1 号 第 14 条 島根県立大学大学院学則第 6 条 
第 28 条第 1 項第 2 号 第 26 条の 3 第 1 項又

は第 2 項 
島根県立大学大学院学則第 22 条にお

いて準用する大学学則第 26 条の 3 第

1 項及び第 2 項 
第 38 条 卒業 修了 
第 47 条の 2 第 2 項 学則 大学院学則 
第 49 条第 1 項 学則 大学院学則 

 （委任） 
第 23条 この学則の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。 
 
   附 則 

この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 
附 則 

この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 
附 則 

（施行期日） 
１ この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この学則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日に本学大学院に在学する学生に

対しては、改正前の島根県立大学大学院学則（以下「改正前の学則」という。）は、なお

効力を有する。 
３ 改正前の学則第３条に規定する北東アジア研究科及び開発研究科の収容定員は、同条

の規定にかかわらず、次のとおりとする。 
研究科 専 攻 課 程 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度以降 

 

北 東 ア ジ

ア研究科 
北 東 ア ジ

ア専攻 
博士前期課程 ６人 ０人 ０人 
博士後期課程 １２人 ６人 ０人 

開 発 研 究

科 
開発専攻 修士課程 １０人 ０人 ０人 

 
附 則 

この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 
   附 則 

この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 
附 則 

この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 
附 則 

この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 
   附 則 

 この学則は、平成３１年４月１日から施行する。 
   附 則 

 この学則は、平成３２年４月１日から施行する。 
附 則 

 この学則は、令和２年４月１日から施行する。 
附 則 

 この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この学則は、令和５年 10 月５日から施行する。 

   附 則 

この学則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、令和５年４月１日以前に入学し

た者に係る授業科目の種類及び単位数については、第 12 条の規定にかかわらず、なお

従前のとおりとする。 

 

 
別表第１（第 12 条関係） 
（１）北東アジア開発研究科 北東アジア専攻 博士前期課程 

授業科目の名称 
配当 
年次 

単位数又は時間数 
備  考 

必修 選択 自由 
ス

キ

 
 

英語特別演習Ⅰ 1 春  1  秋学期入学生については

秋学期開講科目の配当年英語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
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ル

科

目 

国

際

言

語

演

習

科

目 

中国語特別演習Ⅰ 1 春  1  次を 2 年次とする場合あ

り。 中国語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
韓国語特別演習Ⅰ 1 春  1  
韓国語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
ロシア語特別演習Ⅰ 1 春  1  
ロシア語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
モンゴル語特別演習Ⅰ 1 春  1  
モンゴル語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
日本語特別演習Ⅰ 1 春  1  
日本語特別演習Ⅱ 1 秋  1  

情

報

解

析

科

目 

社会統計学Ⅰ 1 春  1  
社会統計学Ⅱ 1 秋  1  
社会調査手法演習 1 春  1  
フィールド調査演習 1 春  1  
ＧＩＳ研究 1 春  1  
ＧＩＳ特別演習 1 秋  1  

専門 
導入 
科目 

北東アジア超域研究総論 1 春 2    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専 
門 
科 

北東アジア専門講義 1 1･2 秋  2   
北東アジア専門講義 2 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 3 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 4 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 5 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 6 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 7 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 8 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 9 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 10 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 11 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 12 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 13 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 14 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 15 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 16 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 17 1･2 春  2  

 

目 北東アジア専門講義 18 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 19 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 20 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 21 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 1 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 2 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 3 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 4 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 5 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 6 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 7 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 8 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 9 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 10 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 11 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 12 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 13 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 14 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 15 1･2 春  2  

研究 
指導 
科目 

北東アジア研究指導Ⅰ 1 春･秋 2    
北東アジア研究指導Ⅱ 1 春･秋 2   
北東アジア研究指導Ⅲ 2 春･秋 4   
北東アジア研究指導Ⅳ 2 春･秋 4   

【注】自由科目とは、その単位を修得しても修了に必要な単位数には算入されない科目である。 
 
（２）北東アジア開発研究科 地域開発政策専攻 博士前期課程 

授業科目の名称 
配当 
年次 

単位数又は時間数 
備  考 

必修 選択 自由 

ス

キ

ル

科

目 

 
 
国

際

言

語

演

習

英語特別演習Ⅰ 1 春  1  秋学期入学生については

秋学期開講科目の配当年

次を 2 年次とする場合あ

り。 

英語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
中国語特別演習Ⅰ 1 春  1  
中国語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
韓国語特別演習Ⅰ 1 春  1  
韓国語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
ロシア語特別演習Ⅰ 1 春  1  
ロシア語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
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目 北東アジア専門講義 18 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 19 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 20 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 21 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 1 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 2 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 3 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 4 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 5 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 6 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 7 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 8 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 9 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 10 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 11 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 12 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 13 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 14 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 15 1･2 春  2  

研究 
指導 
科目 

北東アジア研究指導Ⅰ 1 春･秋 2    
北東アジア研究指導Ⅱ 1 春･秋 2   
北東アジア研究指導Ⅲ 2 春･秋 4   
北東アジア研究指導Ⅳ 2 春･秋 4   

【注】自由科目とは、その単位を修得しても修了に必要な単位数には算入されない科目である。 
 
（２）北東アジア開発研究科 地域開発政策専攻 博士前期課程 

授業科目の名称 
配当 
年次 

単位数又は時間数 
備  考 

必修 選択 自由 

ス

キ

ル

科

目 

 
 
国

際

言

語

演

習

英語特別演習Ⅰ 1 春  1  秋学期入学生については

秋学期開講科目の配当年

次を 2 年次とする場合あ

り。 

英語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
中国語特別演習Ⅰ 1 春  1  
中国語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
韓国語特別演習Ⅰ 1 春  1  
韓国語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
ロシア語特別演習Ⅰ 1 春  1  
ロシア語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
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科

目 
モンゴル語特別演習Ⅰ 1 春  1  
モンゴル語特別演習Ⅱ 1 秋  1  
日本語特別演習Ⅰ 1 春  1  
日本語特別演習Ⅱ 1 秋  1  

情

報

解

析

科

目 

社会統計学Ⅰ 1 春  1  
社会統計学Ⅱ 1 秋  1  
社会調査手法演習 1 春  1  
フィールド調査演習 1 春  1  
ＧＩＳ研究 1 春  1  
ＧＩＳ特別演習 1 秋  1  

専門 
導入 
科目 

開発政策総論 1 春 2    

 
 
 
 
 
 
 
 

専 
門 
科 
目 

地域開発政策専門講義 1 1･2 秋  2   
地域開発政策専門講義 2 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 3 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 4 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 5 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 6 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 7 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 8 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 9 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 10 1･2 春  2  
地域開発政策専門講義 11 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 12 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 13 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 14 1･2 秋  2  
地域開発政策専門講義 15 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 1 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 2 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 3 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 4 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 5 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 6 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 7 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 8 1･2 秋  2  

 

北東アジア専門講義 9 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 10 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 11 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 12 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 13 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 14 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 15 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 16 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 17 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 18 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 19 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 20 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 21 1･2 春  2  

研究 
指導 
科目 

地域開発政策研究指導Ⅰ 1 春･秋 2    
地域開発政策研究指導Ⅱ 1 春･秋 2   
地域開発政策研究指導Ⅲ 2 春･秋 4   
地域開発政策研究指導Ⅳ 2 春･秋 4   

【注】自由科目とは、その単位を修得しても修了に必要な単位数には算入されない科目である。 
 
（３）北東アジア開発研究科 北東アジア超域専攻 博士後期課程 

授業科目の名称 配当年次 
単位数又は時間数 

備 考 
必修 選択 自由 

博士後期 
課程設置 
科目 

北東アジア超域研究指導Ⅰ 1 6    
特別研究活動 2 4    
北東アジア超域研究指導Ⅱ 3 6    

 
（４）看護学研究科 看護学専攻 博士前期課程［研究者養成コース］ 

授業科目の名称 
配当 
年次 

単位数又は時間数 
備 考 

必修 選択 自由 
 
 
基

盤

科

目 

看護理論 1 春  2   
看護倫理特論 1 秋 2    
コンサルテーション論 1 秋  2   
看護研究方法論Ⅰ 1 春  2   
看護研究方法論Ⅱ 1 春 2    
地元創成看護学特論Ⅰ 1 春 2    
保健医療福祉政策論Ⅰ 1 秋  2   
健康栄養特論Ⅰ 1 秋  2   
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北東アジア専門講義 9 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 10 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 11 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 12 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 13 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 14 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 15 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 16 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 17 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 18 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 19 1･2 春  2  
北東アジア専門講義 20 1･2 秋  2  
北東アジア専門講義 21 1･2 春  2  

研究 
指導 
科目 

地域開発政策研究指導Ⅰ 1 春･秋 2    
地域開発政策研究指導Ⅱ 1 春･秋 2   
地域開発政策研究指導Ⅲ 2 春･秋 4   
地域開発政策研究指導Ⅳ 2 春･秋 4   

【注】自由科目とは、その単位を修得しても修了に必要な単位数には算入されない科目である。 
 
（３）北東アジア開発研究科 北東アジア超域専攻 博士後期課程 

授業科目の名称 配当年次 
単位数又は時間数 

備 考 
必修 選択 自由 

博士後期 
課程設置 
科目 

北東アジア超域研究指導Ⅰ 1 6    
特別研究活動 2 4    
北東アジア超域研究指導Ⅱ 3 6    

 
（４）看護学研究科 看護学専攻 博士前期課程［研究者養成コース］ 

授業科目の名称 
配当 
年次 

単位数又は時間数 
備 考 

必修 選択 自由 
 
 
基

盤

科

目 

看護理論 1 春  2   
看護倫理特論 1 秋 2    
コンサルテーション論 1 秋  2   
看護研究方法論Ⅰ 1 春  2   
看護研究方法論Ⅱ 1 春 2    
地元創成看護学特論Ⅰ 1 春 2    
保健医療福祉政策論Ⅰ 1 秋  2   
健康栄養特論Ⅰ 1 秋  2   
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データサイエンス論 1 春  2   
疫学・保健統計学特論 1 秋  2   

専

門

科

目 

専

攻

領

域 

精神看護学特論Ⅰ 1 春  2   
精神看護学特論Ⅱ 1 秋  2   
成人・老年看護学特論Ⅰ 1 春  2   
成人・老年看護学特論Ⅱ 1 秋  2   
地域看護学特論Ⅰ 1 春  2   
地域看護学特論Ⅱ 1 秋  2   
母性・小児看護学特論Ⅰ 1 春  2   
母性・小児看護学特論Ⅱ 1 秋  2   
看護教育学特論Ⅰ 1 春  2   
看護教育学特論Ⅱ 1 秋  2   
健康データサイエンス特論Ⅰ 1 春  2   
健康データサイエンス特論Ⅱ 1 秋  2   
専門演習 1 秋 2    

研

究 
特別研究Ⅰ 1 通 2    
特別研究Ⅱ 2 通 8    

 
（４－２）看護学研究科 看護学専攻 博士前期課程［高度実践者養成コース（助産学領域）］ 

授業科目の名称 
配当 

年次 

単位数又は

時間数 備考 

必修 選択 

基
盤
科
目 

 

看護理論 1 春  2  

看護倫理特論 1 秋 2   

コンサルテーション論 1 秋  2  

看護研究方法論Ⅰ 1 春 2   

看護研究方法論Ⅱ 1 春 2   

地元創成看護学特論Ⅰ 1 春 2   

保健医療福祉政策論Ⅰ 1 秋  2  

健康栄養特論Ⅰ 1 秋 2   

データサイエンス論 1 春  2  

疫学・保健統計学特論 1 秋  2  

        

専

門

精神看護学特論Ⅰ 1 春  2  

成人・老年看護学特論Ⅰ 1 春  2  

地域看護学特論Ⅰ 1 春 2   

 

科

目

看護教育学特論Ⅰ 1 春  2 
看護教育学特論Ⅱ 1 秋  2 
母性・小児看護学特論Ⅰ 1 春 2  
母性・小児看護学特論Ⅱ 1 秋 2  
専門演習 1 秋  2 
助産学特論Ⅰ（概論） 1 春 2  
助産学特論Ⅱ（女性の解剖と機能・薬理） 1 春 2  
助産学特論Ⅲ（母子・家族の心理と社会） 1 春 2  
助産診断技術学演習Ⅰ（妊婦の助産診断とケア） 1 通 3  
助産診断技術学演習Ⅱ（産婦の助産診断とケア） 1 通 3  
助産診断技術学演習Ⅲ 

（褥婦・新生児の助産診断とケア） 

1 秋 2  

助産診断技術学演習Ⅳ 

（ハイリスク妊産褥婦・新生児の診断技術） 

1 秋 1  

助産診断技術学演習Ⅴ 

（フィジカルイグザミネーション） 

1 秋 2  

専

門

科

目 

助産診断技術学演習Ⅵ 

（ヘルスプロモーション方法論） 

2 春 2  

助産診断技術学演習Ⅶ 

（次世代育成支援） 

2 春 1  

助産管理 2 秋 2  
助産学実習Ⅰ（正常症例助産ケア実習） 1 秋 11  
助産学実習Ⅱ（異常症例助産ケア実習） 2 春 2  
助産学実習Ⅲ（助産ケア統合実習） 2 春 2  
研究 課題研究 1～2 通 4  

 
（４－３）看護学研究科 看護学専攻 博士前期課程［高度実践者養成コース診療看護師 (Ｎ

Ｐ)プライマリ・ケア領域］ 

授業科目の名称 
配当 

年次 

単位数又は

時間数 備考 

必修 選択

基

盤

看護理論 1 春  2 
看護倫理特論 1 秋 2  
コンサルテーション論 1 秋  2 
看護研究方法論Ⅰ 1 春 2  
看護研究方法論Ⅱ 1 春 2  
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科

目 

看護教育学特論Ⅰ 1 春  2  

看護教育学特論Ⅱ 1 秋  2  

母性・小児看護学特論Ⅰ 1 春 2   

母性・小児看護学特論Ⅱ 1 秋 2   

専門演習 1 秋  2  

助産学特論Ⅰ（概論） 1 春 2   

助産学特論Ⅱ（女性の解剖と機能・薬理） 1 春 2   

助産学特論Ⅲ（母子・家族の心理と社会） 1 春 2   

助産診断技術学演習Ⅰ（妊婦の助産診断とケア） 1 通 3   

助産診断技術学演習Ⅱ（産婦の助産診断とケア） 1 通 3   

助産診断技術学演習Ⅲ 

（褥婦・新生児の助産診断とケア） 

1 秋 2   

助産診断技術学演習Ⅳ 

（ハイリスク妊産褥婦・新生児の診断技術） 

1 秋 1   

助産診断技術学演習Ⅴ 

（フィジカルイグザミネーション） 

1 秋 2   

専

門

科

目 

助産診断技術学演習Ⅵ 

（ヘルスプロモーション方法論） 

2 春 2   

助産診断技術学演習Ⅶ 

（次世代育成支援） 

2 春 1   

助産管理 2 秋 2   

助産学実習Ⅰ（正常症例助産ケア実習） 1 秋 11   

助産学実習Ⅱ（異常症例助産ケア実習） 2 春 2   

助産学実習Ⅲ（助産ケア統合実習） 2 春 2   

研究 課題研究 1～2 通 4   

 
（４－３）看護学研究科 看護学専攻 博士前期課程［高度実践者養成コース診療看護師 (Ｎ

Ｐ)プライマリ・ケア領域］ 

授業科目の名称 
配当 

年次 

単位数又は

時間数 備考 

必修 選択 

   

 

 

基

盤

看護理論 1 春  2  

看護倫理特論 1 秋 2   

コンサルテーション論 1 秋  2  

看護研究方法論Ⅰ 1 春 2   

看護研究方法論Ⅱ 1 春 2   
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科

目 

地元創成看護学特論Ⅰ 1 春 2   

保健医療福祉政策論Ⅰ 1 秋 2   

健康栄養特論Ⅰ 1 秋  2  

データサイエンス論 1 春  2  

疫学・保健統計学特論 1 秋  2  

 

 

 

 

専

門

科

目 

プライマリ・ケア看護学特論 1 秋 2   

精神看護学特論Ⅰ 1 春  2  

成人・老年看護学特論Ⅰ 1 春  2  

地域看護学特論Ⅰ 1 春  2  

母性・小児看護学特論Ⅰ 1 春  2  

看護教育学特論Ⅰ 1 春  2  

ＮＰ論 1 春 2   

統合医療安全・特定行為実践特論 1 春 1   

統合臨床病態生理学・疾病特論 1 春 2   

フィジカルアセスメント特論Ⅰ 1 春 1   

フィジカルアセスメント特論Ⅱ 1 秋 1   

臨床推論 1 春 1   

臨床薬理学特論Ⅰ 1 春 1   

臨床薬理学特論Ⅱ 2 春 1   

特定行為共通科目統合演習 1 春 1   

プライマリ・ケア看護学演習Ⅰ 2 春 1   

プライマリ・ケア看護学演習Ⅱ 2 春 1   

プライマリ・ケア看護学演習Ⅲ 2 春 1   

プライマリ・ケア看護学演習Ⅳ 2 春 2   

プライマリ・ケア看護学演習Ⅴ 2 春 2   

プライマリ・ケア看護学演習Ⅵ 2 春 1   

ＮＰ活動見学実習 1 春 1   

プライマリ・ケア看護学実習 2 秋 14   

プライマリ・ケア看護学探求セミナー 2 秋 1   

研究 課題研究 1～2 通 4   

 
（５）看護学研究科 看護学専攻 博士後期課程 

授業科目の名称 
配当 
年次 

単位数又は時間数 
備 考 

必修 選択 自由 
基盤

科目 
看護研究特論Ⅰ 1 春 2    
看護研究特論Ⅱ 1 春 2    

 

看護教育学研究 2 春 2    
地元創成看護学特論Ⅱ 1 春  2   
保健医療福祉政策論Ⅱ 2 春  2   
健康栄養特論Ⅱ 2 春  2   

専門

科目 
看護教育学特論Ⅲ   1 通  2   
精神看護学特論Ⅲ 1 通  2   
成人・老年看護学特論Ⅲ 1 通  2   
地域看護学特論Ⅲ 1 通  2   
母性・小児看護学特論Ⅲ 1 通  2   

研究

科目 
後期特別研究 

1･2･3 通 6    

 
別表２（第 18 条関係） 
【北東アジア開発研究科 北東アジア専攻 博士前期課程の修了に必要な単位数】 

区 分 配当単位数 
修了要件単位数 

備  考 
必修 選択 計 

スキル科目 18  4 4 
国際言語演習科目又は情報解析科目の中か

ら４単位を修得すること。 
専門導入科目 2 2  2  
専門科目 72  12 12  

研究指導科目 12 12  12  
合  計 104 14 16 30  

 
【北東アジア開発研究科 地域開発政策専攻 博士前期課程の修了に必要な単位数】 

区 分 配当単位数 
修了要件単位数 

備  考 
必修 選択 計 

スキル科目 18  4 4 
国際言語演習科目又は情報解析科目の中か

ら４単位を修得すること。 
専門導入科目 2 2  2  
専門科目 72  12 12  

研究指導科目 12 12  12  
合  計 104 14 16 30  

 
【北東アジア開発研究科 北東アジア超域専攻 博士後期課程の修了に必要な単位数】 

区 分 配当単位数 
修了要件単位数 

備  考 
必修 選択 計 

博士後期課程 16 16    
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看護教育学研究 2 春 2    
地元創成看護学特論Ⅱ 1 春  2   
保健医療福祉政策論Ⅱ 2 春  2   
健康栄養特論Ⅱ 2 春  2   

専門

科目 
看護教育学特論Ⅲ   1 通  2   
精神看護学特論Ⅲ 1 通  2   
成人・老年看護学特論Ⅲ 1 通  2   
地域看護学特論Ⅲ 1 通  2   
母性・小児看護学特論Ⅲ 1 通  2   

研究

科目 
後期特別研究 

1･2･3 通 6    

 
別表２（第 18 条関係） 
【北東アジア開発研究科 北東アジア専攻 博士前期課程の修了に必要な単位数】 

区 分 配当単位数 
修了要件単位数 

備  考 
必修 選択 計 

スキル科目 18  4 4 
国際言語演習科目又は情報解析科目の中か

ら４単位を修得すること。 
専門導入科目 2 2  2  

専門科目 72  12 12  
研究指導科目 12 12  12  

合  計 104 14 16 30  
 
【北東アジア開発研究科 地域開発政策専攻 博士前期課程の修了に必要な単位数】 

区 分 配当単位数 
修了要件単位数 

備  考 
必修 選択 計 

スキル科目 18  4 4 
国際言語演習科目又は情報解析科目の中か

ら４単位を修得すること。 
専門導入科目 2 2  2  

専門科目 72  12 12  
研究指導科目 12 12  12  

合  計 104 14 16 30  
 
【北東アジア開発研究科 北東アジア超域専攻 博士後期課程の修了に必要な単位数】 

区 分 配当単位数 
修了要件単位数 

備  考 
必修 選択 計 

博士後期課程 16 16    
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設置科目 
 
【看護学研究科 看護学専攻 博士前期課程［研究者養成コース］の修了に必要な単位数】 

区 分 配当単位数 
修了要件単位数 

備  考 
必修 選択 計 

基盤科目 20 6 6 12 
選択科目には、選択必修科目 2 単位（健康デ

ータサイエンス領域を専攻する者は 4 単位）

を含む。 
専門科目 36 12 6 18  
合  計 56 18 12 30  

 
【看護学研究科 看護学専攻 博士前期課程［高度実践者養成コース（助産学領域）］の修

了に必要な単位数】 

区 分 配当単位数 
修了要件単位数 

備  考 
必修 選択 計 

基盤科目 20 10 2 12  
専門科目 57 47 2 49  
合  計 77 57 4 61  

 
【看護学研究科 看護学専攻 博士前期課程［高度実践者養成コース診療看護師(ＮＰ)プラ

イマリ・ケア領域］の修了に必要な単位数】 

区 分 配当単位数 
修了要件単位数 

備  考 
必修 選択 計 

基盤科目 20 10 2 12  
専門科目 51 41 4 45  
合  計 71 51 6 57  

 
【看護学研究科 看護学専攻 博士後期課程の修了に必要な単位数】 

区 分 配当単位数 
修了要件単位数 

備  考 
必修 選択 計 

基盤科目 12 6 4 10  
専門科目 10  2 2  
研究科目 6 6  6  
合  計 28 12 6 18  
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島根県立大学学則 

平成１２年４月１日制定 

島根県立大学規程第１号 

目次 

第１章 総則（第１条－第１条の２） 

第２章 組織（第２条－第５条） 

第３章 職員組織等（第６条－第９条の２） 

第４章 学年、学期及び休業日（第１０条－第１２条） 

第５章  修業年限、在学年限及び在籍期間（第１３条－第１４条の２） 

第６章 入学、編入学、退学、転学、留学、休学等（第１５条－第２８条） 

第７章 授業科目、履修方法等（第２９条－第３６条） 

第８章 卒業（第３７条－第４１条の３） 

第９章 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生等（第４２条－第４７条） 

第９章の２ 特別の課程（第４７条の２） 

第１０章 賞罰（第４８条・第４９条） 

第１１章 福利厚生施設（第５０条） 

第１２章 入学検定料、入学料、授業料及び学生寮使用料（第５１条） 

第１３章 開放事業（第５２条） 

第１４章  自己点検・評価（第５３条） 

第１５章 雑則（第５４条） 

 附則 

 

   第１章 総則 

 （目的）  

第１条 島根県立大学（以下「本学」という。）は、豊かな教養と高い専門知識及び技術を備え、

北東アジアをはじめとする国際的な視野を持ちつつ地域に貢献し、創造性豊かで実践力のある

人材を育成するとともに、地域に知の還元を行うことで、地域社会の活性化及び発展に寄与し、

さらに国際社会に貢献することを目的とする。 

（人材の育成に関する目的その他の教育研究上の目的） 

第１条の２ 本学の学部の人材の育成に関する目的その他の教育研究上の目的は、次のとおりと

する。 

⑴ 国際関係学部 

環日本海に位置する本学の地理的条件を活かして、世界に開かれた地域社会の実現と国際社

会の平和的発展に寄与する教育研究を推進するとともに、多文化共生や地球規模の諸課題に対

する深い洞察力を備え、多様な世界観が併存する北東アジアをはじめとする国際社会に平和と

安定をもたらすために尽力する人材を育成し、その成果を広く社会に還元することを目的とす

る。 

⑵ 地域政策学部 

  地域の自律的・持続的発展に寄与する教育研究を推進することとし、地域社会やその関連す

る領域において、さまざまな地域の関係者とコミュニケーションをとりながら協力・協働し、

企業や自治体、社会などの問題解決に貢献する人材を育成するとともに、地域政策に関する基

礎的な研究及び実践的な研究を地域と連携しつつ進め、教育研究の成果を幅広く地域社会に還

元することを目的とする。 

⑶ 看護栄養学部 

市民的な教養を教授するとともに、看護学・栄養学における高度な知識と技術を教授・研究

し、深い人間愛と倫理観を基盤としたヒューマンケアの基本と実践能力を身につけた専門職を

育成する。また、看護学・栄養学の教育研究活動を通して地域社会における健康課題を明らか

にし、その改善のための研究を行い、研究成果を保健・医療・福祉分野はもとより広く社会に
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還元することを目的とする。 

⑷ 人間文化学部 

人間形成及び人間によって歴史的に創出・形成されてきた文化について探究し、地域社会と

連携した実践的で学術的な教育研究を推進する。地域における文化の発見と継承、再生に取り

組み、地域で活躍できる実践力を兼ね備えた人材を育成することを通して、関連する学術分野

の進展と地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

   第２章 組織 

 （学部、学科及び学生定員） 

第２条 本学の各学部に置く学科及びその学生定員は、次の表のとおりとする。 

学  部 学  科 入学定員 
３年次 

編入学定員 
収容定員 

国際関係学部 国際関係学科 ９０人 ４人 ３６８人 

地域政策学部 地域政策学科 １４０人 ６人 ５７２人 

看護栄養学部 
看護学科 ８０人 ６人以内 ３３２人 

健康栄養学科 ４０人 ３人以内 １６６人 

人間文化学部 
保育教育学科 ４０人 ４人以内 １６８人 

地域文化学科 ７０人 ５人以内 ２９０人 

２ 国際関係学部国際関係学科に国際関係コース及び国際コミュニケーションコースの２コース

並びに地域政策学部地域政策学科に地域経済経営コース、地域公共コース及び地域づくりコー

スの３コースを置く。 

（別科助産学専攻） 

第２条の２ 本学に、別科助産学専攻を置く。 

２ 別科助産学専攻に関し、この学則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 （大学院） 

第３条 本学に大学院を置く。 

２ 大学院に関し、この学則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

（附置研究所） 

第４条  本学の浜田キャンパスに、附置研究所として北東アジア地域研究センターを置く。 

 （附属施設） 

第５条 本学の浜田キャンパスに、附属施設としてメディアセンター及び交流センターを置く。 

２ 本学の出雲キャンパス及び松江キャンパスに、附属施設として図書館を置く。 

（附属機関） 

第５条の２ 本学の出雲キャンパスに、附属機関として、看護栄養交流センターを置く。 

２ 本学の松江キャンパスに、附属機関として、しまね地域共生センターを置く。 

    第３章 職員組織等 

 （職員） 

第６条 本学に学長、副学長、学部長、教授、准教授及び事務職員を置く。 

２ 本学に、前項に規定するもののほか、必要に応じ講師、助教、助手その他必要な職員を置く

ことができる。 

 （客員研究員） 

第７条 本学に、本学の教授、准教授、講師若しくは助教に相当する身分又は研究能力を有する

者を客員研究員として置くことができる。 

 （客員教授） 

第８条 本学に、特定の分野に特に優れた知識及び経験を有する者を客員教授として置くことが

できる。 

（名誉教授） 

第９条 本学の学長、副学長、教授、准教授、助教授、講師又は助教として多年にわたり勤務し、



− 79 −

還元することを目的とする。 

⑷ 人間文化学部 

人間形成及び人間によって歴史的に創出・形成されてきた文化について探究し、地域社会と

連携した実践的で学術的な教育研究を推進する。地域における文化の発見と継承、再生に取り

組み、地域で活躍できる実践力を兼ね備えた人材を育成することを通して、関連する学術分野

の進展と地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

   第２章 組織 

 （学部、学科及び学生定員） 

第２条 本学の各学部に置く学科及びその学生定員は、次の表のとおりとする。 

学  部 学  科 入学定員
３年次 

編入学定員
収容定員

国際関係学部 国際関係学科 ９０人 ４人 ３６８人

地域政策学部 地域政策学科 １４０人 ６人 ５７２人

看護栄養学部 
看護学科 ８０人 ６人以内 ３３２人

健康栄養学科 ４０人 ３人以内 １６６人

人間文化学部 
保育教育学科 ４０人 ４人以内 １６８人

地域文化学科 ７０人 ５人以内 ２９０人

２ 国際関係学部国際関係学科に国際関係コース及び国際コミュニケーションコースの２コース

並びに地域政策学部地域政策学科に地域経済経営コース、地域公共コース及び地域づくりコー

スの３コースを置く。 

（別科助産学専攻） 

第２条の２ 本学に、別科助産学専攻を置く。 

２ 別科助産学専攻に関し、この学則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 （大学院） 

第３条 本学に大学院を置く。 

２ 大学院に関し、この学則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

（附置研究所） 

第４条  本学の浜田キャンパスに、附置研究所として北東アジア地域研究センターを置く。 

 （附属施設） 

第５条 本学の浜田キャンパスに、附属施設としてメディアセンター及び交流センターを置く。 

２ 本学の出雲キャンパス及び松江キャンパスに、附属施設として図書館を置く。 

（附属機関） 

第５条の２ 本学の出雲キャンパスに、附属機関として、看護栄養交流センターを置く。 

２ 本学の松江キャンパスに、附属機関として、しまね地域共生センターを置く。 

    第３章 職員組織等 

 （職員） 

第６条 本学に学長、副学長、学部長、教授、准教授及び事務職員を置く。 

２ 本学に、前項に規定するもののほか、必要に応じ講師、助教、助手その他必要な職員を置く

ことができる。 

 （客員研究員） 

第７条 本学に、本学の教授、准教授、講師若しくは助教に相当する身分又は研究能力を有する

者を客員研究員として置くことができる。 

 （客員教授） 

第８条 本学に、特定の分野に特に優れた知識及び経験を有する者を客員教授として置くことが

できる。 

（名誉教授） 

第９条 本学の学長、副学長、教授、准教授、助教授、講師又は助教として多年にわたり勤務し、

教育上又は学術上特に功績のあった者に対して、名誉教授の称号を授与することができる。 

（教育内容等の改善のための組織的研修等） 

第９条の２ 本学は、授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するも

のとする。 

   第４章 学年、学期及び休業日 

 （学年） 

第１０条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 （学期） 

第１１条 学年を分けて、次の２学期とする。 

 春学期 ４月１日から９月３０日まで 

 秋学期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

 （休業日） 

第１２条 本学の休業日は、次のとおりとする。 

⑴ 日曜日及び土曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日 

⑶ 春季休業日 

⑷ 夏季休業日 

⑸ 冬季休業日 

２ 前項第３号から第５号までの休業日の期間については、学長が別に定める。 

３ 学長は、前２項の規定にかかわらず臨時に休業日を設け、又は休業日を変更することができ

る。 

４ 学長は、必要と認めるときは、前３項に規定する休業日においても授業を行うことができる。    

第５章  修業年限、在学年限及び在籍期間 

 （修業年限） 

第１３条 本学の修業年限は、４年とする。 

２ 第１８条から第２０条までの規定に基づき入学を許可された者の在学すべき年数については、

学長が定める。 

  （在学年限） 

第１４条 学生は、８年を超えて在学することができない。ただし、第１８条から第２０条まで

の規定に基づき入学した学生にあっては、前条第２項の規定により定められた在学すべき年数

の２倍に相当する年数を超えて在学することができないものとする。 

（在籍期間） 

第１４条の２ 第２２条に規定する入学許可を受けた者の在籍する期間は、前条に規定する在学

年限と第２６条の３に規定する休学期間をあわせた期間とする。 

   第６章 入学、編入学、退学、転学、留学、休学等 

 （入学の時期） 

第１５条 入学の時期は、学期の初めとする。 

 （入学資格） 

第１６条 本学に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

⑴ 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

⑵ 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相

当する学校教育を修了した者を含む。） 

⑶ 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科

学大臣の指定したもの 

⑷ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の

当該課程を修了した者 

⑸ 専修学校の高等課程（修学年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後

に修了した者 
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⑹ 文部科学大臣の指定した者 

⑺ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程に

よる大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

⑻ その他本学において、相当年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者 

 （入学志願等） 

第１７条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添えて学長に提出しなけ

ればならない。 

２ 学長は、前項に規定する書類等を提出した者について、入学者選抜試験を行うものとする。 

 （編入学） 

第１８条 学長は、次の各号に掲げる編入学志願者があるときは、選考を行うことができる。 

⑴ 国際関係学部及び地域政策学部にあっては、次のイからニまでのいずれかに該当する者 

イ 他の大学を卒業し、又は退学した者 

ロ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

ハ 文部科学大臣の定める基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者 

ニ その他本学において、イからハまでに掲げる者と同等以上の学力があると認めた者 

⑵ 看護栄養学部看護学科にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する者 

イ 島根県内の短期大学の看護に関する学科を卒業した者 

ロ 島根県内の修業年限を３年以上とする専修学校の看護に関する専門課程を修了した者 

⑶ 看護栄養学部健康栄養学科にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する者 

イ 栄養士法第２条第１項に規定する厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設のうち、大学

若しくは短期大学を卒業した者 

ロ 栄養士法第２条第１項に規定する厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設のうち、文部

科学大臣の定める基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者 

 ⑷ 人間文化学部保育教育学科にあっては、次のイかつロに該当する者またはハに該当する者 

  イ 児童福祉法に規定する保育士資格を有する者 

  ロ 教育職員免許法ならびに教育職員免許法施行規則に規定する幼稚園教諭免許状（二種、

一種あるいは専修）を有する者 

ハ 本学短期大学部保育学科に在学中かつ卒業見込みの者で、「保育士資格」及び「幼稚園

教諭免許状」を有する見込みがあり、別に定める要件を満たす者 

 ⑸ 人間文化学部地域文化学科にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する者 

イ 本学短期大学部総合文化学科又は文化情報学科を卒業した者で、別に定める要件を満たす者 

ロ 本学短期大学部文化情報学科に在学中かつ卒業見込みの者で、別に定める要件を満たす者 

 （転入学） 

第１９条 学長は、他の大学から転入学を志願する者があるときは、欠員がある場合に限り、選

考を行うことができる。 

 （再入学） 

第２０条 学長は、本学を退学した者で、本学を退学し同一学部同一学科への再入学を志願する

者があるときは、欠員がある場合に限り、選考を行うことができる。 

 （入学手続） 

第２１条 第１７条第２項の入学者選抜試験に合格した者及び第１８条から第２０条までの

規定により選考された者は、所定の期間内に本学所定の書類を学長に提出するとともに入

学料を納付しなければならない。ただし、入学料納付の猶予を受ける者の入学料の納付につ

いては、この限りでない。 

 （入学許可） 

第２２条 学長は、前条の手続きをした者について、入学を許可するものとする。 

（退学） 

第２３条 学生は、本学を退学しようとするときは、学長に願い出てその許可を受けなければな

らない。 
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⑹ 文部科学大臣の指定した者 

⑺ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程に

よる大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

⑻ その他本学において、相当年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者 

 （入学志願等） 

第１７条 本学に入学を志願する者は、本学所定の書類に入学検定料を添えて学長に提出しなけ

ればならない。 

２ 学長は、前項に規定する書類等を提出した者について、入学者選抜試験を行うものとする。 

 （編入学） 

第１８条 学長は、次の各号に掲げる編入学志願者があるときは、選考を行うことができる。 

⑴ 国際関係学部及び地域政策学部にあっては、次のイからニまでのいずれかに該当する者 

イ 他の大学を卒業し、又は退学した者 

ロ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

ハ 文部科学大臣の定める基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者 

ニ その他本学において、イからハまでに掲げる者と同等以上の学力があると認めた者 

⑵ 看護栄養学部看護学科にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する者 

イ 島根県内の短期大学の看護に関する学科を卒業した者 

ロ 島根県内の修業年限を３年以上とする専修学校の看護に関する専門課程を修了した者 

⑶ 看護栄養学部健康栄養学科にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する者 

イ 栄養士法第２条第１項に規定する厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設のうち、大学

若しくは短期大学を卒業した者 

ロ 栄養士法第２条第１項に規定する厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設のうち、文部

科学大臣の定める基準を満たす専修学校の専門課程を修了した者 

 ⑷ 人間文化学部保育教育学科にあっては、次のイかつロに該当する者またはハに該当する者 

  イ 児童福祉法に規定する保育士資格を有する者 

  ロ 教育職員免許法ならびに教育職員免許法施行規則に規定する幼稚園教諭免許状（二種、

一種あるいは専修）を有する者 

ハ 本学短期大学部保育学科に在学中かつ卒業見込みの者で、「保育士資格」及び「幼稚園

教諭免許状」を有する見込みがあり、別に定める要件を満たす者

 ⑸ 人間文化学部地域文化学科にあっては、次のイ又はロのいずれかに該当する者 

イ 本学短期大学部総合文化学科又は文化情報学科を卒業した者で、別に定める要件を満たす者 

ロ 本学短期大学部文化情報学科に在学中かつ卒業見込みの者で、別に定める要件を満たす者 

 （転入学） 

第１９条 学長は、他の大学から転入学を志願する者があるときは、欠員がある場合に限り、選

考を行うことができる。 

 （再入学） 

第２０条 学長は、本学を退学した者で、本学を退学し同一学部同一学科への再入学を志願する

者があるときは、欠員がある場合に限り、選考を行うことができる。 

 （入学手続） 

第２１条 第１７条第２項の入学者選抜試験に合格した者及び第１８条から第２０条までの

規定により選考された者は、所定の期間内に本学所定の書類を学長に提出するとともに入

学料を納付しなければならない。ただし、入学料納付の猶予を受ける者の入学料の納付につ

いては、この限りでない。

 （入学許可） 

第２２条 学長は、前条の手続きをした者について、入学を許可するものとする。 

（退学） 

第２３条 学生は、本学を退学しようとするときは、学長に願い出てその許可を受けなければな

らない。 

 （転学） 

第２４条 学生は、他の大学等に転学しようとするときは、学長に願い出てその許可を受けなけ

ればならない。 

（転学部及び転学科） 

第２４条の２ 学長は、本学の他の学部又は同一学部の他の学科に転学部又は転学科を志願する

者があるときは、別に定めるところにより、これを許可することができる。 

２ 前項の規定により、転学部又は転学科を志願する学生は、在籍のまま志願することができる。 

 （留学） 

第２５条 学生は、外国の大学等に留学しようとするときは、学長に願い出てその許可を受けな

ければならない。 

２ 前項の許可を受けて留学した期間は、第３７条に規定する卒業の要件となる年数に算入する

ことができる。 

 （休学の許可） 

第２６条 学生は、疾病その他やむを得ない事由により３月以上修学することができないときは、

学長の許可を受けて休学することができる。 

（休学の命令） 

第２６条の２ 学長は、疾病その他やむを得ない事由のため修学することが適当でないと認めら

れる学生に対して、期間を定めて休学を命ずることができる。 

 （休学期間） 

第２６条の３ 休学期間は、１年を超えることができない。ただし、学長は、特別の事由がある

と認めるときは、１年を限度として休学期間を延長することができる。 

２ 休学期間は通算して４年を超えることができない。 

３ 休学期間は、第１４条に規定する年数に算入しない。 

（復学） 

第２７条 第２６条又は第２６条の２の規定により休学した学生は、休学期間が満了したとき又

は休学期間内においてその事由が消滅したときは、学長の許可を受けて復学することができる。 

（除籍） 

第２８条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を除籍することができる。 

⑴ 第１４条に規定する在学年限を超えた者 

⑵ 第２６条の３第１項又は第２項の休学期間を超えてなお修学できない者 

⑶ 所定の期日までに入学料を納付しない者（第２１条のただし書きを適用して入学を許可し

た者に限る。） 

⑷ 授業料の納付を怠り、督促後も納付しない者 

⑸ 死亡した者又は長期にわたり行方不明の者 

   第７章 授業科目、履修方法等 

 （授業科目及び履修方法） 

第２９条 授業科目の種類、単位数及び履修方法は、別表１のとおりとする。 

２ 別表１に定めるもののほか、履修方法に関し必要な事項は、別に定める。 

３ 授業は本学の教室等での対面授業のほか、多様なメディアを高度に利用した遠隔授業として

当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

４ 前項の規定により学生が修得した単位については、第３３条から第３６条の規定により認め

る単位数と合わせて、６０単位を超えることはできない。 

５ 第１８条から第２０条までの規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単

位数の取り扱いについては、学長が定める。 

 （単位の授与） 

第３０条 授業科目を履修し、その試験に合格した学生には、所定の単位を与える。ただし、第

３２条第３項に規定する卒業研究については、適切な方法により学修の成果を評価して所定の

単位を与える。 

 （試験の評価） 
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第３１条 試験の評価は、秀、優、良、可又は不可をもって表し、秀、優、良及び可を合格とす

る。 

 （単位の計算方法） 

第３２条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもっ

て構成することを標準とし、授業方法に応じて、次の基準により計算する。 

⑴ 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲の授業をもって１単位とする。 

⑵ 実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、一の授業科目について、講義、演習、実習又は実技のうち、二以

上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前

項各号に規定する基準を考慮して学部が定める時間の授業をもって１単位とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、卒業研究は４単位とする。 

 （他の大学等又は本学の他の学部等における授業科目の履修及び修得単位の認定） 

第３３条 本学が教育上有益と認めるときは、学生に他の大学若しくは短期大学又は本学の他の

学部若しくは同一学部の他の学科の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により学生が他の大学若しくは短期大学において修得した単位については、６０

単位を超えない範囲内で、本学で履修したとみなし、単位を認定することができる。 

３ 前項の規定は、第２５条の規定により学生が外国の大学又は短期大学に留学して修得した単

位について準用する。この場合において、本学が認めることができる単位数は、前項の規定に

より認める単位数と合わせて、６０単位を超えることはできない。 

 （大学以外の教育施設等における学修及び単位の認定） 

第３４条 本学が教育上有益と認めるときは、学生に短期大学又は高等専門学校の専攻科におけ

る学修その他文部科学大臣が定める学修を行なわせることができる。 

２ 前項の規定により学生が修得した学修については、本学における授業科目の履修とみなし、

単位を与えることができる。 

３ 前項の規定に基づき与えることができる単位数は、前条第２項及び第３項の規定に基づき本

学において修得したものとみなす単位数と合わせて、６０単位を超えることはできない。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第３５条 本学が教育上有益と認めるときは、編入学、転入学、転学部、転学科及び再入学の場

合を除き、学生が本学に入学する前に他の大学及び短期大学において履修した授業科目につい

て修得した単位、又は学生が本学に入学する前に行なった前条第１項に規定する学修を、本学

における授業科目の履修とみなし、単位を認定することができる。 

２ 前項の規定により認めることができる単位数は、合わせて６０単位を超えることはできない。 

 （他の大学等における修得単位等の認定の限度） 

第３６条 第２９条及び前３条の規定により認めることのできる単位数は、編入学、転入学、転

学部、転学科及び再入学の場合を除き、合わせて６０単位を超えることはできない。 

   第８章 卒業 

 （卒業の要件） 

第３７条 学生は、本学を卒業するためには４年（第１８条から第２０条までの規定に基づき入

学した学生にあっては、第１３条第２項の規定により定められた在学すべき年数）以上在学し、

かつ、別表１に掲げる授業科目を履修し、別表３に掲げる所定の単位を修得しなければならな

い。 

 （卒業の時期） 

第３８条 卒業の時期は、学期の終わりとする。 

（卒業の認定及び証書の授与） 

第３９条 学長は、第３７条に規定する卒業の要件を満たした者について、卒業の認定を行うも

のとする。 

２ 学長は、前項の規定により卒業の認定をした者に対し、卒業証書を授与するものとする。 

 （学位） 

第４０条 本学を卒業した者に、次の区分に従い、学士の学位を授与する。 
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第３１条 試験の評価は、秀、優、良、可又は不可をもって表し、秀、優、良及び可を合格とす

る。 

 （単位の計算方法） 

第３２条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもっ

て構成することを標準とし、授業方法に応じて、次の基準により計算する。 

⑴ 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲の授業をもって１単位とする。 

⑵ 実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、一の授業科目について、講義、演習、実習又は実技のうち、二以

上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組み合わせに応じ、前

項各号に規定する基準を考慮して学部が定める時間の授業をもって１単位とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、卒業研究は４単位とする。 

 （他の大学等又は本学の他の学部等における授業科目の履修及び修得単位の認定） 

第３３条 本学が教育上有益と認めるときは、学生に他の大学若しくは短期大学又は本学の他の

学部若しくは同一学部の他の学科の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により学生が他の大学若しくは短期大学において修得した単位については、６０

単位を超えない範囲内で、本学で履修したとみなし、単位を認定することができる。 

３ 前項の規定は、第２５条の規定により学生が外国の大学又は短期大学に留学して修得した単

位について準用する。この場合において、本学が認めることができる単位数は、前項の規定に

より認める単位数と合わせて、６０単位を超えることはできない。 

 （大学以外の教育施設等における学修及び単位の認定） 

第３４条 本学が教育上有益と認めるときは、学生に短期大学又は高等専門学校の専攻科におけ

る学修その他文部科学大臣が定める学修を行なわせることができる。 

２ 前項の規定により学生が修得した学修については、本学における授業科目の履修とみなし、

単位を与えることができる。 

３ 前項の規定に基づき与えることができる単位数は、前条第２項及び第３項の規定に基づき本

学において修得したものとみなす単位数と合わせて、６０単位を超えることはできない。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第３５条 本学が教育上有益と認めるときは、編入学、転入学、転学部、転学科及び再入学の場

合を除き、学生が本学に入学する前に他の大学及び短期大学において履修した授業科目につい

て修得した単位、又は学生が本学に入学する前に行なった前条第１項に規定する学修を、本学

における授業科目の履修とみなし、単位を認定することができる。 

２ 前項の規定により認めることができる単位数は、合わせて６０単位を超えることはできない。 

 （他の大学等における修得単位等の認定の限度） 

第３６条 第２９条及び前３条の規定により認めることのできる単位数は、編入学、転入学、転

学部、転学科及び再入学の場合を除き、合わせて６０単位を超えることはできない。 

   第８章 卒業 

 （卒業の要件） 

第３７条 学生は、本学を卒業するためには４年（第１８条から第２０条までの規定に基づき入

学した学生にあっては、第１３条第２項の規定により定められた在学すべき年数）以上在学し、

かつ、別表１に掲げる授業科目を履修し、別表３に掲げる所定の単位を修得しなければならな

い。 

 （卒業の時期） 

第３８条 卒業の時期は、学期の終わりとする。 

（卒業の認定及び証書の授与） 

第３９条 学長は、第３７条に規定する卒業の要件を満たした者について、卒業の認定を行うも

のとする。 

２ 学長は、前項の規定により卒業の認定をした者に対し、卒業証書を授与するものとする。 

 （学位） 

第４０条 本学を卒業した者に、次の区分に従い、学士の学位を授与する。 

学  部 学  科 学  位 

国際関係学部 国際関係学科 学士（国際関係学） 

地域政策学部 地域政策学科 学士（地域政策学） 

看護栄養学部 
看護学科 学士（看護学） 

健康栄養学科 学士（栄養学） 

人間文化学部 
保育教育学科 学士（保育教育学） 

地域文化学科 学士（地域文化学） 

（免許状等） 

第４１条 別表２に定める必要な授業科目を履修しその単位を修得した者は、次の区分に従い、

教育職員免許状を受ける資格を取得することができる。 

学  部 学  科 教育職員免許状の種類（免許教科） 

看護栄養学部 健康栄養学科 栄養教諭一種免許状 

人間文化学部 保育教育学科 幼稚園教諭一種免許状 

小学校教諭一種免許状 

特別支援学校教諭一種免許状 

地域文化学科 中学校教諭一種免許状（国語） 

中学校教諭一種免許状（英語） 

高等学校教諭一種免許状（国語） 

高等学校教諭一種免許状（英語） 

第４１条の２ 本学において取得することができる免許状及び資格の種類は、次のとおりとする。 

学  部 学  科 免許状及び資格の種類 

看護栄養学部 看護学科 看護師国家試験受験資格 

保健師国家試験受験資格 

健康栄養学科 栄養士免許 

管理栄養士国家試験受験資格 

食品衛生管理者 

食品衛生監視員 

人間文化学部 保育教育学科 保育士資格 

司書教諭資格 

地域文化学科 司書資格 

司書教諭資格 

第４１条の３ 別に定める必要な科目を履修しその単位を修得した者は、しまね地域マイスター

の認定を受ける資格を取得することができる。 

第４１条の４ 別に定める必要な科目を履修しその単位を修得した者は、学校司書の認定を受け

る資格を取得することができる。 

第９章 科目等履修生、聴講生、特別聴講学生、研究生等 

（科目等履修生） 

第４２条 学長は、本学の学生以外の者で、本学において特定の授業科目を履修することを志願

する者があるときは、本学の教育に支障がない限り、科目等履修生としての選考を行うことが

できる。 

 （聴講生） 

第４３条 学長は、本学の学生以外の者で、本学において特定の授業科目を聴講することを志願

する者があるときは、本学の教育に支障がない限り、聴講生としての受講を許可することがで

きる。 

 （特別聴講学生） 

第４４条 学長は、他の大学等の学生で、本学において特定の授業科目を履修することを志願す

る者があるときは、本学の教育に支障がない限り、特別聴講学生としての選考を行うことがで
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きる。 

（研究生） 

第４５条 学長は、本学の学生以外の者で、本学において特定の事項を研究することを志願する

者があるときは、本学の教育研究に支障がない限り、研究生としての選考を行うことができる。 

 （外国人留学生） 

第４６条 学長は、外国人で本学に入学を志願する者があるときは、外国人留学生としての選考

を行うことができる。 

（科目等履修生等の入学手続等） 

第４７条 第４２条及び第４４条から第４６条までの規定により選考された者に係る入学手続及

び入学許可については、第２１条及び第２２条の規定を準用する。 

   第９章の２ 特別の課程 

 （履修証明プログラム） 

第４７条の２ 学長は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０５条に規定する特別の課

程として本学の学生以外の者を対象とした履修証明プログラムを編成し、これを修了した者に

対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。 

２ 履修証明プログラムに関し、この学則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   第１０章 賞罰 

 （表彰） 

第４８条 学長は、学生として表彰に価する行為があった者を表彰することができる。 

 （懲戒） 

第４９条 学長は、学則その他本学の諸規程に反し、又は学生としての本分に反する行為をした

学生を、懲戒することができる。 

２ 前項の懲戒は、退学、停学及び訓告の処分とする。 

３ 退学の処分は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

⑴ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

⑵ 正当の理由がなくして出席が常でない者 

⑶ 本学の秩序を乱し、その他学生の本分に反した者 

   第１１章 福利厚生施設 

 （福利厚生施設） 

第５０条 本学に、学生寮、国際交流会館その他の福利厚生施設を置く。 

   第１２章 入学検定料、入学料、授業料及び学生寮使用料 

 （入学検定料、入学料、授業料及び学生寮使用料） 

第５１条 本学の入学検定料、入学料、授業料及び学生寮使用料について、必要な事項は別に定

める。 

   第１３章 開放事業 

  （開放事業）  

第５２条 本学は、地域と共に歩む大学として地域社会の発展と文化の向上に寄与するため、公

開講座、講演会その他の開放事業を行うことができる。 

   第１４章 自己点検・評価 

 （自己点検・評価） 

第５３条  本学は、本学の教育研究水準の向上を図り、本学設置の目的を達成するため、教育研

究活動等について自己点検・評価を行うものとする。 

２ 前項の点検及び評価を行うため、本学に、自己点検・評価委員会を置く。 

３  第１項の点検及び評価の結果の概要は公表する。 

   第１５章 雑則 

 （委任） 

第５４条 この学則の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

 

  附 則 
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１ この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ 平成１７年４月１日以前に入学した者に係る授業科目の種類、単位数、履修方法及び卒業に

必要な単位数については、第２９条、第３０条及び第３７条の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

３ 平成１８年４月１日以前に入学した者の教育職員免許状を受ける資格に係る授業科目の種類、

単位数及び履修方法については、第４１条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

  附 則 

この学則は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、平成１９年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

 

附 則 

この学則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、平成１９年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、平成２１年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、平成２１年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、平成２１年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、平成２２年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、平成２３年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、平成２４年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、平成２５年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

 附 則 

この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 

 附 則 

この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 
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 附 則 

この学則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、平成２６年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

 附 則 

この学則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、平成２７年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

 附 則 

この学則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、平成２７年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

 附 則 

１ この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年４月１日以前に入学した者に係る別表 1 に掲げる授業科目の種類及び単位数につ

いては、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 平成２８年４月１日以前に入学した者に係る試験の評価については、第３１条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 附 則 

この学則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、平成２９年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、平成２９年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、平成３０年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数及び取得できる教員免許状については、第２９条及び第４１

条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、平成３０年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附  則 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、平成３１年４月１日以前に入学した者

に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

附 則 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正前の島根県立大学学則（以下「改正前の学則」という。）は、改正前の学則第２条に規

定する総合政策学部に在籍する者に対しては、なお効力を有する。 

３ 改正後の島根県立大学学則（以下「改正後の学則」という。）第２条に規定する国際関係学

部及び地域政策学部の編入学定員は、同条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 

学  部 学  科 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度以降 

国際関係学部 国際関係学科 － － 4 人 

地域政策学部 地域政策学科 － － 6 人 
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 附 則 

この学則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、平成２６年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

 附 則 

この学則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、平成２７年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

 附 則 

この学則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、平成２７年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

 附 則 

１ この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年４月１日以前に入学した者に係る別表 1 に掲げる授業科目の種類及び単位数につ

いては、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 平成２８年４月１日以前に入学した者に係る試験の評価については、第３１条の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

 附 則 

この学則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、平成２９年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、平成２９年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、平成３０年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数及び取得できる教員免許状については、第２９条及び第４１

条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則 

この学則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、平成３０年４月１日以前に入学した

者に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附  則 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、平成３１年４月１日以前に入学した者

に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

附 則 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改正前の島根県立大学学則（以下「改正前の学則」という。）は、改正前の学則第２条に規

定する総合政策学部に在籍する者に対しては、なお効力を有する。 

３ 改正後の島根県立大学学則（以下「改正後の学則」という。）第２条に規定する国際関係学

部及び地域政策学部の編入学定員は、同条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。 

学  部 学  科 
令和 

３年度

令和 

４年度

令和 

５年度以降 

国際関係学部 国際関係学科 － － 4 人

地域政策学部 地域政策学科 － － 6 人

４ 改正後の学則第２条に規定する国際関係学部及び地域政策学部の収容定員は、同条の規定に

かかわらず、次の表のとおりとする。 

学  部 学  科 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度以降 

国際関係学部 国際関係学科 90 人 180 人 274 人 368 人 

地域政策学部 地域政策学科 140 人 280 人 426 人 572 人 

５ 改正前の学則第２条に規定する総合政策学部の編入学定員は、同条の規定にかかわらず、次

の表のとおりとする。 

学  部 学  科 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度以降 

総合政策学部 総合政策学科 10 人 10 人 － 

６ 改正前の学則第２条に規定する総合政策学部の収容定員は、同条の規定にかかわらず、次の

表のとおりとする。  

学  部 学  科 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度以

降 

総合政策学部 総合政策学科 680 人 460 人 230 人 0 人 

附 則 

この学則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、令和２年４月１日以前に入学した者

に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則  

この学則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、令和３年４月１日以前に入学した者

に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、令和４年４月１日以前に入学した者

に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

  この学則は、令和５年１０月５日から施行する。 

附 則 

この学則は、令和６年４月１日から施行する。ただし、令和５年４月１日以前に入学した者

に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、令和６年４月１日以前に入学した者

に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

附 則 

この学則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、令和７年４月１日以前に入学した者

に係る授業科目の種類及び単位数については、第２９条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 
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島根県立大学出雲キャンパス学生通則 

平成24年４月１日 

島根県立大学規程第96号 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 入学手続等（第２条－第４条） 

第３章 学生証（第５条・第６条） 

第４章 証明書等（第７条） 

第５章 退学、転学、転学部、転学科、留学、休学、復学等（第８条－第１３条） 

第６章 欠席（第１４条・第１５条） 

第７章 健康診断（第１６条） 

第８章 学生団体（第１７条－第２３条） 

第９章 集会、掲示、配布、募金活動等（第２４条－第３４条） 

第１０章 通学（第３５条・第３６条） 

第１１章 施設等の使用（第３７条－第４０条） 

第１２章 表彰（第４１条） 

第１３章 その他（第４２条－第４５条） 

附則 

第１章  総則  

（目的） 

第１条  この規程は、島根県立大学出雲キャンパス（以下「本学」という。）の 

他の諸規程に特段の定めがある場合を除くほか、本学における学生生活一般に

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

第２章  入学手続等  

（誓約書） 

第２条  入学の許可を受けようとする者は、別に定める期日までに誓約書（様式

第１号）を学長に提出しなければならない。 

（保証書） 

第３条  入学の許可を受けようとする者は、保証人を定め、別に定める期日まで

に保証書（様式第２号）を学長に提出しなければならない。 

２ 保証人は、保護者又は独立の生計を営む成年の者で、保証人としての責務を

果たすことができるものでなければならない。 

３ 保証人は、学長から入学を許可された者（以下「学生」という。）の在学中

の行為及び授業料その他の費用の納入について連帯して一切の責任を負うもの

とする。 

４ 学生は、保証人を変更する場合及び保証人の住所又は氏名が変わった場合は、

保証人等変更届（様式第３号）を速やかに学長に提出しなければならない。 

（学生身上書等） 

第４条  学生は、別に定める期日までに学生身上書（様式第４号または電子媒体

による）を学長に提出しなければならない。 

２ 学生は、氏名、住所、保証人その他の学生身上書の記載事項に異動が生じた

ときは、学生身上書変更届（様式第５号）を速やかに学長に提出しなければな

らない。 

第３章  学生証  

（学生証） 

第５条  学生は、学長が交付する学生証（様式第６号）を常に携帯し、本学の教

職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

２ 学生証を提示しないときは、教室、図書館その他の施設及び設備の使用を禁
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島根県立大学出雲キャンパス学生通則 

平成24年４月１日 

島根県立大学規程第96号 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 入学手続等（第２条－第４条） 

第３章 学生証（第５条・第６条） 

第４章 証明書等（第７条） 

第５章 退学、転学、転学部、転学科、留学、休学、復学等（第８条－第１３条） 

第６章 欠席（第１４条・第１５条） 

第７章 健康診断（第１６条） 

第８章 学生団体（第１７条－第２３条） 

第９章 集会、掲示、配布、募金活動等（第２４条－第３４条） 

第１０章 通学（第３５条・第３６条） 

第１１章 施設等の使用（第３７条－第４０条） 

第１２章 表彰（第４１条） 

第１３章 その他（第４２条－第４５条） 

附則 

第１章 総則

（目的） 

第１条  この規程は、島根県立大学出雲キャンパス（以下「本学」という。）の 

他の諸規程に特段の定めがある場合を除くほか、本学における学生生活一般に

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

第２章 入学手続等

（誓約書） 

第２条  入学の許可を受けようとする者は、別に定める期日までに誓約書（様式

第１号）を学長に提出しなければならない。 

（保証書） 

第３条  入学の許可を受けようとする者は、保証人を定め、別に定める期日まで

に保証書（様式第２号）を学長に提出しなければならない。 

２ 保証人は、保護者又は独立の生計を営む成年の者で、保証人としての責務を

果たすことができるものでなければならない。 

３ 保証人は、学長から入学を許可された者（以下「学生」という。）の在学中

の行為及び授業料その他の費用の納入について連帯して一切の責任を負うもの

とする。 

４ 学生は、保証人を変更する場合及び保証人の住所又は氏名が変わった場合は、

保証人等変更届（様式第３号）を速やかに学長に提出しなければならない。 

（学生身上書等） 

第４条  学生は、別に定める期日までに学生身上書（様式第４号または電子媒体

による）を学長に提出しなければならない。 

２ 学生は、氏名、住所、保証人その他の学生身上書の記載事項に異動が生じた

ときは、学生身上書変更届（様式第５号）を速やかに学長に提出しなければな

らない。 

第３章 学生証

（学生証） 

第５条  学生は、学長が交付する学生証（様式第６号）を常に携帯し、本学の教

職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

２ 学生証を提示しないときは、教室、図書館その他の施設及び設備の使用を禁

止することがある。 

３ 学生証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

４ 学生は、学生証の記載事項に変更が生じたときは、学生証記載事項変更届（様

式第７号）を直ちに学長に提出し、再交付を受けなければならない。 

５ 学生は、学生証を紛失し、若しくは汚損したときは、学生証再交付願（様式

第８号）を直ちに学長に提出し、再交付を受けなければならない。 

（有効期間） 

第６条  学生証の有効期間は、島根県立大学学則（以下「学則」という。）第１

３条、島根県立大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第５条又は島

根県立大学別科学則（以下「別科学則」という。）第５条に規定する修業年限

の範囲内とする。 

２ 学生証の有効期間経過後もなお在学するときは、直ちに学生証を返納し、新

たに交付を受けるものとする。 

３ 前項の規定により新たに交付を受ける学生証の有効期間は、学長が定める。 

４ 学生は、卒業、修了、退学、除籍等により学籍を離れたときは、直ちに学生

証を返還しなければならない。 

第４章  証明書等 

（証明書等） 

第７条  学生は、各種証明書等の交付を受けようとするときは、別表第１の左欄

に掲げる証明書等につき、それぞれ右欄に掲げる申請書を学長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 学生が第１項に掲げる証明書以外の証明書等の交付を希望する場合、又は第

１項の規定による交付が困難な場合は、別表１の右欄に掲げる申請書を学長に

提出しなければならない。 

 

第５章  退学、転学、転学部、転学科、留学、休学、復学等 

（退学） 

第８条  学生は、学則第２３条の規定又は大学院学則第２２条若しくは別科学則

第１５条の準用規定により退学の許可を受けようとするときは、本人及び保証

人が連署した退学願（様式第１２号）を学長に提出しなければならない。 

（転学） 

第９条  学生は、学則第２４条の規定又は大学院学則第２２条の準用規定により

転学の許可を受けようとするときは、本人及び保証人が連署した転学願（様式

第１３号の１）を学長に提出しなければならない。 

（転学部） 

第９条の２  学生は、学則第２４条の２の規定により転学部の許可を受けようと

するときは、本人及び保証人が連署した転学部願（様式第１３号の２）を学長

に提出しなければならない。 

（転学科） 

第９条の３  学生は、学則第２４条の２の規定により転学科の許可を受けようと

するときは、本人及び保証人が連署した転学科願（様式第１３号の３）を学長

に提出しなければならない。 

（留学） 

第１０条  学生は、学則第２５条第１項の規定又は大学院学則第２２条の準用規

定により留学の許可を受けようとするときは、本人及び保証人が連署した留学

願（様式第１４号）を学長に提出しなければならない。 

（休学） 

第１１条  学生は、学則第２６条の規定又は大学院学則第２２条若しくは別科学

則第１５条の準用規定により休学の許可を受け、又は学則第２６条の３の規定

により休学期間延長の承認を受けようとするときは、本人及び保証人が連署し
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た休学願（様式第１５号）を学長に提出しなければならない。ただし、本人が

署名を行うことが不可能な場合は、保証人の署名をもって足りるものとする。 

２ 前項の休学願には、原則として医師の診断書等、休学の理由を証する書類を

添付しなければならない。 

（復学） 

第１２条  学生は、学則第２７条の規定又は大学院学則第２２条若しくは別科学

則第１５条の準用規定により復学の許可を受けようとするときは、本人及び保

証人が連署した復学願（様式第１６号）を学長に提出しなければならない。 

２ 休学の理由が疾病又は負傷によるものであったときは、復学願に医師の診断

書等を添付しなければならない。 

（死亡又は行方不明） 

第１３条  保証人は、学生が死亡し、又は行方不明となったときは、死亡・行方

不明届（様式第１７号）を学長に提出しなければならない。 

第６章  欠席  

（欠席） 

第１４条  学生又は保証人は、学生が疾病又は負傷その他の理由により引き続き

１週間以上欠席するときは、あらかじめ欠席届（様式第１８号）を学長に提出

しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ提出できな

かったときは、当該理由が消失した後速やかに提出するものとする。 

２ 前項の欠席が２週間以上に及ぶ場合で、その理由が疾病又は負傷によるもの

であるときは、医師の診断書等を添付しなければならない。 

（公欠） 

第１５条  次の各号のいずれかに該当する欠席は、公欠として扱うことができる。 

(1) 法令の規定による出席停止 

(2) 別表第２に定める限度日数の範囲内の忌引 

(3) 風水震火災その他の非常災害及び交通機関の事故等の不可抗力による欠席 

(4) その他学長が特に認める欠席 

２ 学生は、公欠の取扱いを受けようとするときは、前条第１項に規定する欠席

届を学長に提出しなければならない。 

第７章  健康診断 

（健康診断） 

第１６条  学生は、本学が定期又は臨時に実施する健康診断を受けなければなら

ない。 

２ 学生は、前項の健康診断の結果に基づく保健指導に従わなければならない。 

第８章  学生団体  

（団体の設立） 

第１７条  学生が学内において団体を設立しようとするときは、団体設立等許可

願（様式第１９号）に当該団体の規約及び構成員名簿を添えて学長に提出し、

許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定に基づく団体の設立に当たっては、本学の専任の教授、准教授、

講師又は助教を顧問として置かなければならない。 

３ 学長は、提出された団体設立許可願に虚偽の記載があったときは、第１項の

規定に基づいて行った許可を取り消すことができる。 

 

（団体設立事項の変更） 

第１８条  前条第１項の規定に基づく許可を受けて設立した団体（以下「学生団

体」という。）が、その設立目的又は規約を変更しようとするときは、団体設

立事項変更承認願（様式第２０号）を学長に提出して、承認を受けなければな

らない。 

２ 学生団体が、その名称、役員、連絡先又は顧問を変更したときは、団体設立
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た休学願（様式第１５号）を学長に提出しなければならない。ただし、本人が

署名を行うことが不可能な場合は、保証人の署名をもって足りるものとする。 

２ 前項の休学願には、原則として医師の診断書等、休学の理由を証する書類を

添付しなければならない。 

（復学） 

第１２条  学生は、学則第２７条の規定又は大学院学則第２２条若しくは別科学

則第１５条の準用規定により復学の許可を受けようとするときは、本人及び保

証人が連署した復学願（様式第１６号）を学長に提出しなければならない。 

２ 休学の理由が疾病又は負傷によるものであったときは、復学願に医師の診断

書等を添付しなければならない。 

（死亡又は行方不明） 

第１３条  保証人は、学生が死亡し、又は行方不明となったときは、死亡・行方

不明届（様式第１７号）を学長に提出しなければならない。 

第６章 欠席

（欠席） 

第１４条  学生又は保証人は、学生が疾病又は負傷その他の理由により引き続き

１週間以上欠席するときは、あらかじめ欠席届（様式第１８号）を学長に提出

しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ提出できな

かったときは、当該理由が消失した後速やかに提出するものとする。 

２ 前項の欠席が２週間以上に及ぶ場合で、その理由が疾病又は負傷によるもの

であるときは、医師の診断書等を添付しなければならない。 

（公欠） 

第１５条  次の各号のいずれかに該当する欠席は、公欠として扱うことができる。 

(1) 法令の規定による出席停止 

(2) 別表第２に定める限度日数の範囲内の忌引 

(3) 風水震火災その他の非常災害及び交通機関の事故等の不可抗力による欠席 

(4) その他学長が特に認める欠席 

２ 学生は、公欠の取扱いを受けようとするときは、前条第１項に規定する欠席

届を学長に提出しなければならない。 

第７章 健康診断 

（健康診断） 

第１６条  学生は、本学が定期又は臨時に実施する健康診断を受けなければなら

ない。 

２ 学生は、前項の健康診断の結果に基づく保健指導に従わなければならない。 

第８章 学生団体

（団体の設立） 

第１７条  学生が学内において団体を設立しようとするときは、団体設立等許可

願（様式第１９号）に当該団体の規約及び構成員名簿を添えて学長に提出し、

許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定に基づく団体の設立に当たっては、本学の専任の教授、准教授、

講師又は助教を顧問として置かなければならない。 

３ 学長は、提出された団体設立許可願に虚偽の記載があったときは、第１項の

規定に基づいて行った許可を取り消すことができる。 

（団体設立事項の変更） 

第１８条  前条第１項の規定に基づく許可を受けて設立した団体（以下「学生団

体」という。）が、その設立目的又は規約を変更しようとするときは、団体設

立事項変更承認願（様式第２０号）を学長に提出して、承認を受けなければな

らない。 

２ 学生団体が、その名称、役員、連絡先又は顧問を変更したときは、団体設立

事項変更届（様式第２１号）を学長に提出しなければならない。 

（団体の継続） 

第１９条  学生団体は、毎年５月末日までに団体設立等許可願（様式第１９号）

を学長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による願の提出がない学生団体は、解散したものとみなす。 

（団体の組織運営等） 

第２０条  学生団体は、自ら円滑な組織運営及び活動に努めるとともに、事故が

発生したときは、速やかにその原因の検証を行って、組織運営及び活動内容の

改善を図らなければならない。 

（団体の解散） 

第２１条  学生団体が解散したときは、団体解散届（様式第２２号）を学長に提

出しなければならない。 

（団体の活動停止） 

第２２条  学長は、学生団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該学生

団体に対し、第１７条第１項の規定に基づいて行った許可を取り消し、又は活

動の停止を命ずることができる。 

(1) 学則、大学院学則、別科学則その他本学の定めた諸規程に違反したとき 

(2) 本学の教育研究活動及び施設、設備等の維持管理活動を妨げたとき 

(3) 学生団体の設立目的を逸脱した活動を行ったとき 

(4) 本学に対する信用を著しく傷つけたとき 

(5) 学生団体の活動中に事故が発生するなど、組織運営等が不適切であるとき 

（学外団体への加入、脱退） 

第２３条  学生団体が、学外の団体に加入しようとするときは、学外団体加入等

許可願（様式第２３号）に当該学外の団体の規約及び役員名簿を添えて、あら

かじめ学長に提出し、許可を受けなければならない。 

２ 学外の団体に加入している学生団体は、毎年５月末日までに学外団体等加入

許可願（様式第２３号）を学長に提出しなければならない。 

３ 学生団体が、学外の団体から脱退したときは、学外団体等脱退届（様式第２

４号）を学長に提出しなければならない。 

第９章 集会、掲示、配布、募金活動等 

（集会等の許可） 

第２４条  学生又は学生団体が学内において集会又は行事（以下「集会等」とい

う。）を開催しようとするときは、責任者を定め、開催の７日前までに集会等

開催許可願（様式第２５号）を学長に提出し、許可を受けなければならない。 

（集会等許可の取消し等） 

第２５条  学長は、提出された集会等開催許可願に虚偽の記載があったとき又は

集会等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定に基づいて行った

許可を取り消し、又は集会等の中止を命ずることができる。 

(1) 学則、大学院学則、別科学則その他本学の定めた諸規程に違反したとき 

(2) 本学の教育研究活動及び施設、設備等の維持管理活動を妨げたとき 

(3) 集会の目的を逸脱した行為のあったとき 

（集会等の報告） 

第２６条  集会等の責任者は、集会等の状況について本学の教職員から報告を求

められたときは、直ちに報告しなければならない。 

（拡声器の使用） 

第２７条  学生又は学生団体は、学内において拡声器を使用しようとするときは、

拡声器使用許可願（様式第２６号）を学長に提出し、許可を受けなければなら

ない。 

（拡声器の使用許可の取消し等） 

第２８条  学長は、提出された拡声器使用許可願に虚偽の記載があったとき又は

拡声器の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定に基づいて
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行った許可を取り消し、または拡声器の使用の中止を命ずることができる。 

(1) 学則、大学院学則、別科学則その他本学の定めた諸規程に違反したとき 

(2) 本学の教育研究活動及び施設、設備等の維持管理活動を妨げたとき 

(3) 発言の内容が事実と異なるものであるとき 

（掲示） 

第２９条  学生又は学生団体は、学長から自由な使用を認められた掲示板等以外

の学内の施設に、文書、ポスターその他これに類するもの（以下「文書等」と

いう。）を掲示しようとするときは、文書等掲示許可願（様式第２７号）に当

該文書等を添えて、あらかじめ学長に提出し、許可を受けなければならない。 

２ 学長は、文書等が次の各号のいずれかに該当する場合には掲示を許可しない。 

(1) 文書等の内容が学則、大学院学則、別科学則その他本学の定めた諸規程に

違反するとき 

(2) 文書等の内容が事実と異なるものであるとき 

(3) 文書等の形状、大きさ又は掲示の方法が通行を阻害する等、本学の教育研

究活動又は施設、設備等の維持管理活動を妨げるおそれのあるとき 

３ 学長は、第１項の規定に基づいて許可した文書等に掲示許可期間を明示した

検印を押印し、掲示場所及び方法を指示するものとする。 

４ 学生又は学生団体は、第１項の規定に基づいて許可を受けた文書等を学長が

指定した場所に掲示し、掲示許可期間経過後は直ちに撤去しなければならない。 

（掲示許可の取消し等） 

第３０条  学長は、提出された文書等掲示許可願に虚偽の記載があったとき又は

文書等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の規定に基づいて

行った許可を取り消し、又は掲示された文書等の撤去を命じ、若しくは自ら撤

去することができる。 

(1) 掲示された文書等に前条第３項に基づく検印の押印がないとき 

(2) 掲示許可期間を経過して文書等が掲示されているとき 

(3) 指定した場所及び方法と異なる場所又は方法により文書等が掲示されてい

るとき 

(4) 前条第２項の各号のいずれかに該当するとき 

（配布） 

第３１条  学生又は学生団体は、学内において印刷物その他の物品（以下「印刷

物等」という。）の配布を行おうとするときは、印刷物等配布許可願（様式第

２８号）に当該印刷物等を添えて、あらかじめ学長に提出し、許可を受けなけ

ればならない。 

（配布許可の取消し等） 

第３２条  学長は、提出された印刷物等配布許可願に虚偽の記載があったとき又

は印刷物等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定に基づいて行

った許可を取り消し、又は印刷物等の配布の中止を命ずることができる。 

(1) 学則、大学院学則、別科学則その他本学の定めた諸規程に違反したとき 

(2) 本学の教育研究活動及び施設、設備等の維持管理活動を妨げたとき 

(3) 印刷物等の内容が事実と異なるものであるとき 

（募金活動等） 

第３３条  学生又は学生団体は、学内において募金、物品販売、署名、世論調査

その他これに類する活動（以下「募金活動等」という。）をしようとするとき

は、募金活動等許可願（様式第２９号）をあらかじめ学長に提出し、許可を受

けなければならない。 

（募金活動等許可の取消等） 

第３４条  学長は、提出された募金活動等許可願に虚偽の記載があったとき又は

募金活動等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定に基づいて行

った許可を取り消し、又は募金活動等の中止を命ずることができる。 

(1) 学則、大学院学則、別科学則その他本学の定めた諸規程に違反したとき 

(2) 本学の教育研究活動及び施設、設備等の維持管理活動を妨げたとき 
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行った許可を取り消し、または拡声器の使用の中止を命ずることができる。 

(1) 学則、大学院学則、別科学則その他本学の定めた諸規程に違反したとき 

(2) 本学の教育研究活動及び施設、設備等の維持管理活動を妨げたとき 

(3) 発言の内容が事実と異なるものであるとき 

（掲示） 

第２９条  学生又は学生団体は、学長から自由な使用を認められた掲示板等以外

の学内の施設に、文書、ポスターその他これに類するもの（以下「文書等」と

いう。）を掲示しようとするときは、文書等掲示許可願（様式第２７号）に当

該文書等を添えて、あらかじめ学長に提出し、許可を受けなければならない。 

２ 学長は、文書等が次の各号のいずれかに該当する場合には掲示を許可しない。 

(1) 文書等の内容が学則、大学院学則、別科学則その他本学の定めた諸規程に

違反するとき 

(2) 文書等の内容が事実と異なるものであるとき 

(3) 文書等の形状、大きさ又は掲示の方法が通行を阻害する等、本学の教育研

究活動又は施設、設備等の維持管理活動を妨げるおそれのあるとき 

３ 学長は、第１項の規定に基づいて許可した文書等に掲示許可期間を明示した

検印を押印し、掲示場所及び方法を指示するものとする。 

４ 学生又は学生団体は、第１項の規定に基づいて許可を受けた文書等を学長が

指定した場所に掲示し、掲示許可期間経過後は直ちに撤去しなければならない。 

（掲示許可の取消し等） 

第３０条  学長は、提出された文書等掲示許可願に虚偽の記載があったとき又は

文書等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の規定に基づいて

行った許可を取り消し、又は掲示された文書等の撤去を命じ、若しくは自ら撤

去することができる。 

(1) 掲示された文書等に前条第３項に基づく検印の押印がないとき 

(2) 掲示許可期間を経過して文書等が掲示されているとき 

(3) 指定した場所及び方法と異なる場所又は方法により文書等が掲示されてい

るとき 

(4) 前条第２項の各号のいずれかに該当するとき 

（配布） 

第３１条  学生又は学生団体は、学内において印刷物その他の物品（以下「印刷

物等」という。）の配布を行おうとするときは、印刷物等配布許可願（様式第

２８号）に当該印刷物等を添えて、あらかじめ学長に提出し、許可を受けなけ

ればならない。 

（配布許可の取消し等） 

第３２条  学長は、提出された印刷物等配布許可願に虚偽の記載があったとき又

は印刷物等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定に基づいて行

った許可を取り消し、又は印刷物等の配布の中止を命ずることができる。 

(1) 学則、大学院学則、別科学則その他本学の定めた諸規程に違反したとき 

(2) 本学の教育研究活動及び施設、設備等の維持管理活動を妨げたとき 

(3) 印刷物等の内容が事実と異なるものであるとき 

（募金活動等） 

第３３条  学生又は学生団体は、学内において募金、物品販売、署名、世論調査

その他これに類する活動（以下「募金活動等」という。）をしようとするとき

は、募金活動等許可願（様式第２９号）をあらかじめ学長に提出し、許可を受

けなければならない。 

（募金活動等許可の取消等） 

第３４条  学長は、提出された募金活動等許可願に虚偽の記載があったとき又は

募金活動等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定に基づいて行

った許可を取り消し、又は募金活動等の中止を命ずることができる。 

(1) 学則、大学院学則、別科学則その他本学の定めた諸規程に違反したとき 

(2) 本学の教育研究活動及び施設、設備等の維持管理活動を妨げたとき 

(3) 人を欺き、騙し、又は自由な意思決定を妨げる行為があったとき 

第１０章 通学  

（自動車等通学） 

第３５条 学生は、自動車又は原動機付き自転車（以下「自動車等」という。）

による通学をしようとするときは、自動車等通学許可願（様式第３０号）をあ

らかじめ学長に提出し、許可を受けなければならない。また、通学方法を変更

した場合も同じとする。 

２ 第１項の許可を受けて自動車等により通学する学生又は学生寮に居住する学

生で、学内（学生寮敷地を含む。以下、この章において同じ。）に駐車又は駐

輪（以下「駐車等」という。）をするものは、駐車場等使用許可願（様式第３

０号）をあらかじめ学長に提出し、許可を受けなければならない。 

３ 前２項の許可の有効期間は、願を提出した日の属する学年の末日までとする。 

４ 第２項の許可を受けて学内に駐車等をする場合は、学長が指定した駐車場又

は駐輪場に駐車等をし、学長が交付した駐車場等使用許可証を四輪車にあって

は車両前面の外部から確認できるところに掲示し、二輪車にあっては確認しや

すいところに貼付するものとする。 

５ 第１項又は第２項の許可に係る自動車等に変更があった場合には、改めて第

１項又は第２項の許可を受けなければならない。 

（自動車等通学許可証及び駐車場等使用許可の取消等） 

第３６条  学長は、提出された自動車等通学許可願若しくは駐車場等使用許可願

に虚偽の記載があったとき又は自動車等の使用が次の各号のいずれかに該当す

るときは、警告処置をとり、前条第１項又は第２項の規定に基づいて行った許

可を取り消し、又は学生に対して自動車等の撤去若しくは許可証の返納を命じ

ることができる。 

(1) 許可証のない自動車等が学内に駐車等されているとき 

(2) 許可の有効期間を経過した自動車等が学内に駐車等されているとき 

(3) 指定した駐車場又は駐輪場以外の学内の場所に駐車等されているとき 

(4) 他の迷惑となる行為のあったとき 

第１１章  施設等の使用  

（施設等の使用） 

第３７条  学生又は学生団体は、本学の施設、設備及びこれらに備え付けた物品

（以下「施設等」という。）を授業以外の目的で使用しようとするときは、施

設等使用許可願（様式第３１号）をあらかじめ学長に提出し、許可を受けなけ

ればならない。ただし、この規程及びその他の本学の規程に別段の定めがある

場合は、この限りではない。 

（施設等の使用許可の取消し等） 

第３８条  学長は、提出された施設等使用許可願に虚偽の記載があったとき又は

施設等の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定に基づいて

行った許可を取り消し、又は施設等の使用の中止を命ずることができる。 

(1) 学則、大学院学則、別科学則その他本学の定めた諸規程に違反したとき 

(2) 本学の教育研究活動及び施設、設備等の維持管理活動を妨げたとき 

(3) 許可に付された条件、指示等に反したとき 

（施設等の使用の終了） 

第３９条  学生又は学生団体は、施設等の使用が終了したとき、又は使用許可を

取り消されたときは、速やかに施設等を原状に回復したうえで本学の教職員に

よる点検を受けなければならない。 

（き損、滅失） 

第４０条  学生又は学生団体は、施設等をき損し、又は滅失したときは、直ちに

その旨を学長に届け出なければならない。 

２ 学長は、施設等のき損又は滅失が学生又は学生団体の故意又は過失によるも
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のであるときは、当該学生又は学生団体に対し、原状回復を命じ、又は修理若

しくは補充に要する費用を負担させることができる。 

第１２章  表彰  

（表彰） 

第４１条  学長は、次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体を、学則第

４８条の規定又は大学院学則第２２条若しくは別科学則第１５条の準用規定に

基づき表彰することができる。   

(1) 研究等の成果が特に優れていると認められるもの 

(2) 課外活動の成果が特に顕著であり、かつ、その振興に功績があると認めら

れるもの 

(3) 社会活動において優れた評価を受け、かつ、本学の名誉を著しく高めたと

認められるもの 

(4) その他特に表彰に価する善行又は功績があると認められるもの 

２ 前項の表彰の時期は、学長が定める。 

第１３章  その他  

（禁煙） 

第４２条  学生は、学内において喫煙してはならない。 

（遺失物） 

第４３条  学生は、学内において所持品を紛失したときは、所持品紛失届（様式

第３２号）を学長に提出しなければならない。 

２ 学生は、学内において遺失物を拾得したときは、速やかに当該遺失物を持参

し、学長に届け出なければならない。 

（事故等の報告） 

第４４条  学生又は保証人は、学生が交通事故その他の事故又は事件等の当事者

となったときは、事故等報告書（様式第３３号）を学長に提出しなければなら

ない。 

（委任） 

第４５条  この規程の施行に関し必要な事項は、学長が定める。 

 

附 則 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成27年９月３日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 
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のであるときは、当該学生又は学生団体に対し、原状回復を命じ、又は修理若

しくは補充に要する費用を負担させることができる。 

第１２章 表彰

（表彰） 

第４１条  学長は、次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体を、学則第

４８条の規定又は大学院学則第２２条若しくは別科学則第１５条の準用規定に

基づき表彰することができる。   

(1) 研究等の成果が特に優れていると認められるもの 

(2) 課外活動の成果が特に顕著であり、かつ、その振興に功績があると認めら

れるもの 

(3) 社会活動において優れた評価を受け、かつ、本学の名誉を著しく高めたと

認められるもの 

(4) その他特に表彰に価する善行又は功績があると認められるもの 

２ 前項の表彰の時期は、学長が定める。 

第１３章 その他

（禁煙） 

第４２条  学生は、学内において喫煙してはならない。 

（遺失物） 

第４３条  学生は、学内において所持品を紛失したときは、所持品紛失届（様式

第３２号）を学長に提出しなければならない。 

２ 学生は、学内において遺失物を拾得したときは、速やかに当該遺失物を持参

し、学長に届け出なければならない。 

（事故等の報告） 

第４４条  学生又は保証人は、学生が交通事故その他の事故又は事件等の当事者

となったときは、事故等報告書（様式第３３号）を学長に提出しなければなら

ない。 

（委任） 

第４５条  この規程の施行に関し必要な事項は、学長が定める。 

附 則 

この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成27年９月３日から施行する。 

 附 則 

 この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

 附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

別表第１（第７条関係） 

証明書等の種類 交 付 申 請 書 の 種 類 

在学証明書 在学証明書等交付申請書（様式第９号） 

成績証明書 

単位修得（見込）証明書 

卒業・修了（見込）証明書  

健康診断証明書 

資格取得（見込）証明書 

推薦書 

通学証明書 通学証明書交付申請書（様式第１０号） 

学生旅客運賃割引証 学割証交付申請書（様式第１１号） 

 

 

別表第２（第１５条関係） 

死亡した者 限度日数  備      考 

 父母     ７日  遠隔地に赴く必要のある場合には、実

際に要した往復の日数を限度日数に

加算することができる。 

 祖父母、兄弟姉妹     ３日  

曾祖父母、伯叔父母、甥姪      １日  

 配偶者    １０日  

 子     ５日  
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島根県立大学出雲キャンパス学生団体の設立及び活動に関する細則 
 

平成２６年１月１７日制定 
          

（目的） 
第１条 この細則は、島根県立大学出雲キャンパス（以下「本学」という。）学生通則第８

章学生団体に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（設立の許可条件） 
第２条 学長は、学生団体の設立の許可に際して、次の条件を付すことができる。 
（１）収入がある場合は、会計責任者を置くこと 
（２）本学の学生であるという自覚を持つこと 
（３）本学学生としてふさわしくない活動及び公序良俗に反する活動等を行わないこと 
（４）活動中の事故防止に必要な措置をとること 

 
（指導） 
第３条 学長は、学生が設立しようとする団体の活動が、学生教育研究災害傷害保険普通

保険約款第４条各号に該当する場合、当該学生団体に対して、十分な技術や経験を有す

る者の指導・助言を受けるよう指導するものとする。 
２ 学長は、前項に該当する学生団体に対して、傷害保険（遭難捜査費付きを含む）への

加入を指導するものとする。 
 
（顧問の任務） 
第４条 顧問は、学生団体との連絡を密にし、活動内容の掌握に努めなければならない。 
２ 顧問は、学生団体の活動に関し、次に掲げる事項を遵守するよう指導・助言に努めな

ければならない。 
（１） 設立の許可条件に反しないこと 
（２） 学則その他本学の諸規程に違反しないこと 
（３） 本学の教育研究活動及び施設、設備等の維持管理活動を妨げないこと 
（４） 団体の設立目的を逸脱したり、違法な活動を行わないこと 
（５） 潜在危険を予見し、その除去に努めること 
（６） 構成員の身体的・精神的状態、能力・技術等に配慮すること 

 
（活動計画の作成） 
第５条 学生団体は、活動計画表や必要に応じて危機管理マニュアルを作成し、それらに

基づいた活動をするよう努めるものとする。 
２ 前項の活動計画表は、事前に顧問に提出し、指導・助言を受けるものとする。 
３ 活動計画表の作成にあたっては、計画が正課の授業や大学行事に支障をきたさないよ

うに留意するとともに、構成員の過度の負担にならないよう配慮すること。 
 
（役員） 
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島根県立大学出雲キャンパス学生団体の設立及び活動に関する細則 
 

平成２６年１月１７日制定 
 

（目的） 
第１条 この細則は、島根県立大学出雲キャンパス（以下「本学」という。）学生通則第８

章学生団体に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（設立の許可条件） 
第２条 学長は、学生団体の設立の許可に際して、次の条件を付すことができる。 

（１）収入がある場合は、会計責任者を置くこと 
（２）本学の学生であるという自覚を持つこと 
（３）本学学生としてふさわしくない活動及び公序良俗に反する活動等を行わないこと 
（４）活動中の事故防止に必要な措置をとること 

 
（指導） 
第３条 学長は、学生が設立しようとする団体の活動が、学生教育研究災害傷害保険普通

保険約款第４条各号に該当する場合、当該学生団体に対して、十分な技術や経験を有す

る者の指導・助言を受けるよう指導するものとする。 
２ 学長は、前項に該当する学生団体に対して、傷害保険（遭難捜査費付きを含む）への

加入を指導するものとする。 
 
（顧問の任務） 
第４条 顧問は、学生団体との連絡を密にし、活動内容の掌握に努めなければならない。 
２ 顧問は、学生団体の活動に関し、次に掲げる事項を遵守するよう指導・助言に努めな

ければならない。 
（１） 設立の許可条件に反しないこと 
（２） 学則その他本学の諸規程に違反しないこと 
（３） 本学の教育研究活動及び施設、設備等の維持管理活動を妨げないこと 
（４） 団体の設立目的を逸脱したり、違法な活動を行わないこと 
（５） 潜在危険を予見し、その除去に努めること 
（６） 構成員の身体的・精神的状態、能力・技術等に配慮すること 

 
（活動計画の作成） 
第５条 学生団体は、活動計画表や必要に応じて危機管理マニュアルを作成し、それらに

基づいた活動をするよう努めるものとする。 
２ 前項の活動計画表は、事前に顧問に提出し、指導・助言を受けるものとする。 
３ 活動計画表の作成にあたっては、計画が正課の授業や大学行事に支障をきたさないよ

うに留意するとともに、構成員の過度の負担にならないよう配慮すること。 
 
（役員） 

第６条 学生団体はサークル長及び副サークル長をおくものとする。 
２ サークル長及び副サークルは、活動の統括者となり、活動に伴う危険防止に努めると

ともに、不測の事態が発生した場合は、第８条に規定する措置を講じるほか、考えられ

る最善の措置をとるよう努めるものとする。 
 
（潜在危険の除去） 
第７条 課外活動を行う場合は、常に潜在危険の除去に努めるものとし、特に、活動に適

した着衣を使用し、スポーツにおけるルール無視、実力過信による無謀プレー等は厳に

慎み、実験・工作等における作業規則違反による危険を防止するとともに、構成員の心

身状態にも注意して活動するものとする。 
 
（学外における課外活動） 
第８条 学生団体が学外で活動を行う場合は、あらかじめ学外における課外活動届（様式

第１号）を事務室教務学生課に提出しなければならない。 
２ 学外における課外活動届の提出期限は、次のとおりとする。 
（１） 海外において行う場合           30 日前  
（２） 学外施設を使用して合宿を行う場合      5 日前 
（３） その他の場合                2 日前 
３ 学生団体が学外で活動を行う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 
（１） 学外での活動計画について顧問に事前に相談し、指導・助言を受けること 
（２） 交通手段は、できるだけ公共の交通機関を利用すること 
（３） 学生教育研究災害傷害保険普通保険約款第４条各号に該当する活動を行う場合には、

十分な技術や経験を有する者の同行があること 
（４） 前号に該当する活動及びこれらに類する危険な活動を行う場合には、傷害保険（遭

難捜査費付きを含む）に加入すること 
（５） 活動中に不測の事態が発生した場合は、直ちに顧問の指示を仰ぎ中止等の措置を講

じること 
（６） 本学の学生であるという自覚を持ち、本学に対する信用を傷つけないこと 
（７） 活動終了後は顧問に活動結果を報告すること 
（８） 活動終了後は参加者による反省会を開催するよう努めること 
 
（事故の連絡） 
第９条 課外活動中に学生が事故に遭遇したときは、当該活動の実施責任者又は現場に居合

わせた者は速やかに適切な応急措置を施すとともに緊急連絡系統図（別紙１）により本学

の指示に従わなければならない 
２ 救急の場合は、指定の救急連絡先に連絡するものとする 
３ 事故現場に居合わせないで最初に情報を入手したものは、速やかに第１項の連絡を行

うものとする 
 

附 則 
 この細則は、平成２６年１月１７日から施行する 
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附 則 
 この細則は、平成３１年４月１日から施行する 
 
＜参考＞ 

学生教育研究災害傷害保険普通保険約款第４条（保険金を支払わない場合） 
  

①山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する

もの）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（グライダー及び飛行船

は除く）操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（モ

ーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等）搭乗、ジ

ャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 
②乗用具を用いて競技等をしている間。 
※乗用具…自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興

業（いずれも練習を含む）又は試運転（性能試験を目的とする運転又は操縦を

いう） 
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附 則 
 この細則は、平成３１年４月１日から施行する 
 
＜参考＞ 

学生教育研究災害傷害保険普通保険約款第４条（保険金を支払わない場合） 
  

①山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用する

もの）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（グライダー及び飛行船

は除く）操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（モ

ーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等）搭乗、ジ

ャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 
②乗用具を用いて競技等をしている間。 
※乗用具…自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興

業（いずれも練習を含む）又は試運転（性能試験を目的とする運転又は操縦を

いう） 

別紙１ 
 
 
 
 
 

      緊急連絡系統図（出雲キャンパス） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

学長 

副学長 

学生生活部長 

事務部長 
学務課長 

チューター 

保護者 

管理課長 

サークル顧問 

学生 

学部長 
別科長 

報道機関 

警察・県等 
関係機関 

警察・消防・

病院等 
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様式第１号（「島根県立大学出雲キャンパス学生団体の設立及び活動に関する細則」第８条） 

決
裁
欄 

学務課長 課員  

  

 

学外における課外活動届 

 

 

                                                            年 月 日 

 

島 根 県 立 大 学 長  様 

 

 

 

             学生団体名 

                                        代 表 者（学籍番号） 

                                                    （氏  名） 

                                        顧 問 教 員                                           印 
 

 

 下記のとおり学外における課外活動を行いますので、届け出ます。 

 

記 

 

活動内容 

※１～３のいずれかに○印を付け、右欄に目的等を記入して下さい。 

１．学外での課外活動（合宿以外）：                       

２．学外での課外活動（合宿）：                         

３．海外での課外活動：                             

活動予定 〔期間〕  年  月  日 ～  年  月  日（       ） 

活動場所 

所在地  

施設名  

連絡先   電話（    ）    － 

移動手段  

動予定 
（移動経路

含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面へ続く） 
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様式第１号（「島根県立大学出雲キャンパス学生団体の設立及び活動に関する細則」第８条） 

決
裁
欄

学務課長 課員

学外における課外活動届

                                                     年 月 日

島 根 県 立 大 学 長  様

学生団体名

                                        代 表 者（学籍番号）

                                                    （氏 名）

                                        顧 問 教 員                                      印 

下記のとおり学外における課外活動を行いますので、届け出ます。

記

活動内容

※１～３のいずれかに○印を付け、右欄に目的等を記入して下さい。

１．学外での課外活動（合宿以外）：                      

２．学外での課外活動（合宿）：                        

３．海外での課外活動：                            

活動予定 〔期間〕 年 月 日 ～ 年 月 日（       ）

活動場所

所在地

施設名

連絡先   電話（ ） －

移動手段 

動予定 
（移動経路

含む）

（裏面へ続く）

参加者氏名 
   携帯電話番号 

携帯メールアドレス 

 緊急連絡先 

 （保護者等） 

氏 名 

電話番号 

（サークル長） 

 

 （    ）   －  

  （   ）  － 

（副サークル長） 

 

 （    ）   －  

  （   ）  － 

 

 

 （    ）   －  

 （   ）  － 

 

 

 （    ）   －  

 （   ）  － 

 

 

 （    ）   －  

 （   ）  － 

 

 

 （    ）   －  

 （   ）  － 

 

 

 （    ）   －  

 （   ）  － 

 

 

 （    ）   －  

 （   ）  － 

 

 

 （    ）   －  

 （   ）  － 

 

 

 （    ）   －  

 （   ）  － 

   

【注意事項】 □学外における課外活動届の提出期限は以下のとおりとする。 

        （１） 海外において行う場合       ３０日前 

        （２） 学外施設を使用し合宿して行う場合    ５日前 

        （３） その他の場合                       ２日前 

     □顧問教員に課外活動内容について説明するとともに、「顧問教員」欄に記名押印を         

してもらうこと。 
        □要項やパンフレットなど参加する活動の内容が把握できる資料を添付すること。 

     □学研災保険請求時に必要なため、「参加者氏名」欄には必ず参加者全員の氏名ほか

を記入すること。記入箇所が不足するときは、別途名簿を作成して添付すること。 

     □課外活動中に事故が発生したときは、大学（０８５３－２０－０２００：緊急連

絡用携帯電話０８０－１６３３－２６７０）又は顧問教員に速やかに連絡すること。 
        □課外活動中の事故について、学研災保険では、入院又は治療日数 14 日以上の大ケ

ガの場合しか保険が適用されないため、必要に応じて別途傷害保険に加入すること。 
        □自家用自動車で移動する際は、運転に十分注意するとともに、自身が加入している

自動車保険の内容を把握しておくこと。 
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届出承認決裁印 承認終了：令和　　　年　　　月　　　日

申請年月日

　　　　　　　島根県立大学学長　様
申請者 島根県立大学出雲キャンパス

所属：

職名：

氏名： ㊞

次の活動に本学から学生が参加します。
ついては、この活動を「学校行事」として学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険の適用対象と
するよう届出ます。

活動区分： □インターンシップ　　　　□ボランティア活動　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

内容：

目的：

参加学生氏名： 学籍番号 氏名

学籍番号 氏名

学籍番号 氏名

事務部長 管理課長 学務課長

学生活動の「学校行事」届

副学長 研究科長 課員

注３）学校行事として承認された場合でも、学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険に加入していない学生は
保険対象とならない。

活動日時：

場所：

年　　　　月　　　　日

注２）正課授業および課外活動（クラブ活動）の場合は、この申請は必要ない。

注１）この申請書に学生名簿を添付すること。
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届出承認決裁印 承認終了：令和　　　年　　　月　　　日

申請年月日

　　　　　　　島根県立大学学長　様
申請者 島根県立大学出雲キャンパス

所属：

職名：

氏名： ㊞

次の活動に本学から学生が参加します。
ついては、この活動を「学校行事」として学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険の適用対象と
するよう届出ます。

活動区分： □インターンシップ　　　　□ボランティア活動　　　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

内容：

目的：

参加学生氏名： 学籍番号 氏名

学籍番号 氏名

学籍番号 氏名

事務部長 管理課長 学務課長

学生活動の「学校行事」届

副学長 研究科長 課員

注３）学校行事として承認された場合でも、学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険に加入していない学生は
保険対象とならない。

活動日時：

場所：

年　　　　月　　　　日

注２）正課授業および課外活動（クラブ活動）の場合は、この申請は必要ない。

注１）この申請書に学生名簿を添付すること。

 

島根県立大学大学院履修規程 

 

平成 19 年４月１日 

島根県立大学規程第 34 号 

 

（目的） 

第１条  この規程は、島根県立大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第 12 条第２項

の規定に基づき、授業科目の履修方法等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（履修登録） 

第２条 学生は、毎学期大学が指定する期間内に、その年度に履修しようとする授業科目の登

録（以下「履修登録」という。）を行わなければならない。 

２ 履修登録は、大学が指定する方法により行うものとする。 

３  履修登録をした後の履修科目の変更又は取消しは、原則認めないものとする。ただし、や

むを得ない事由があると認められる場合には、研究科長の承認を得てこれを変更し、又は取

り消すことができる。 

  （履修の制限） 

第３条 次に掲げる授業科目及び演習科目（以下「授業科目等」という。）は、履修すること

ができない。 

(1) 履修登録をしていない授業科目等 

(2) 既に単位を修得した授業科目等 

(3) 授業時間が重複する授業科目等 

２  研究科長は、次に掲げる場合には、履修登録に制限を設けることができる。 

(1) 本学の教育目的及び教育課程編成の趣旨を実現するため、履修科目を指定することが必

要と認められるとき 

（試験の時期等） 

第４条 大学院学則第 13 条に規定する試験（以下「試験」という。）の時期は、大学院学則別

表第１に掲げる専門導入科目を除き、授業科目等の開講学期の学期末とする。ただし、授業

科目等の担当教員が必要と認めたときは、この限りでない。 

２  試験は、筆記試験、レポートその他の方法により行うものとする。 

  （試験の受験資格） 

第５条 第３条の規定による履修登録を行っていない学生及び授業科目等の出席時間数が全時

間数の３分の２に満たない学生は、試験を受けることができない。 

２ 授業科目等を欠席する場合は、大学が指定する事前届出書を提出するか、授業担当教員へ

連絡しなければならない。 

（成績の評価） 

第６条 大学院学則第 22 条において準用する島根県立大学学則（以下「学則」という。）第 31

条に規定する秀、優、良、可及び不可の判定基準は次のとおりとする。 

(1)秀 90 点以上 

(2)優 80 点以上 90 点未満 

(3)良 70 点以上 80 点未満 

(4)可 60 点以上 70 点未満 

(5)不可 60 点未満 
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（追試験） 

第７条  疾病その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかった者は、学長の承

認を得て追試験を受けることができる。 

２  前項の規定により追試験を受けようとする者は、当該科目の試験終了後１週間以内に医師

の診断書等を添付した上で、追試験願（様式第１号）を学長に提出しなければならない。 

（再試験） 

第８条  試験の結果、不可の評価を得た者に対する再試験は行わない。ただし、やむを得ない

事情により再試験の必要が認められる場合は、学長の承認を得て再試験を受けることができ

る。 

２  前項ただし書の規定により再試験を受けようとする者は、指定された期日までに再試験願

（様式第２号）を学長に提出しなければならない。 

（不正行為） 

第９条  試験（第７条に規定する追試験及び前条に規定する再試験を含む。）において不正行

為を行った者は、当該の授業科目の履修が無効となるほか、大学院学則第 22 条において準用

する学則第 49 条の規定及び島根県立大学における学生の懲戒に関する規程に基づき懲戒さ

れる。 

２ 修士・博士論文の作成において不正行為を行った者については、前項の規程を準用する。 

３ 試験監督の指示に違反した場合は、不正行為があったものとみなす。 

 

 

附 則 

この規程は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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（追試験） 

第７条  疾病その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかった者は、学長の承

認を得て追試験を受けることができる。 

２  前項の規定により追試験を受けようとする者は、当該科目の試験終了後１週間以内に医師

の診断書等を添付した上で、追試験願（様式第１号）を学長に提出しなければならない。 

（再試験） 

第８条  試験の結果、不可の評価を得た者に対する再試験は行わない。ただし、やむを得ない

事情により再試験の必要が認められる場合は、学長の承認を得て再試験を受けることができ

る。 

２  前項ただし書の規定により再試験を受けようとする者は、指定された期日までに再試験願

（様式第２号）を学長に提出しなければならない。 

（不正行為） 

第９条  試験（第７条に規定する追試験及び前条に規定する再試験を含む。）において不正行

為を行った者は、当該の授業科目の履修が無効となるほか、大学院学則第 22 条において準用

する学則第 49 条の規定及び島根県立大学における学生の懲戒に関する規程に基づき懲戒さ

れる。 

２ 修士・博士論文の作成において不正行為を行った者については、前項の規程を準用する。 

３ 試験監督の指示に違反した場合は、不正行為があったものとみなす。 

附 則

この規程は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則

この規程は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則

この規程は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

様式第１号（第７条関係） 

 

 

追  試  験  願 

 

 

年   月   日    

 

 

 島 根 県 立 大 学 長  様 

 

 

                                                学籍番号 

 

                                                氏  名 

 

 

  下記の理由により試験を欠席したので、追試験を実施していただきますようお願いします。 

 

記 

 

 

 注１  試験を受けることができなかった理由は、具体的に記入すること。 

 注２  疾病の場合は、医師の診断書を添付すること。 

  注３  交通機関の突発事故等の場合は、事故証明書等を添付すること。 

 

授業科目名 

 

 

試験を受け

ることがで

きなかった

理由 
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様式第２号（第８条関係） 

 

 

再  試  験  願 

 

 

年   月   日    

 

 

 島 根 県 立 大 学 長  様 

 

 

                                                学籍番号 

 

                                                氏  名 

 

 

  下記授業科目について、再試験を実施していただきますようお願いします。 

 

記 

 

 

 

 

授業科目名 
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様式第２号（第８条関係） 

再  試  験  願

年   月   日    

 島 根 県 立 大 学 長  様

                                                学籍番号 

                                                氏  名 

  下記授業科目について、再試験を実施していただきますようお願いします。 

記 

授業科目名 

島根県立大学大学院看護学研究科授業運営細則 

 

平成28年４月１日 

島根県立大学規程第136号 

（目的） 

第１条 この細則は、島根県立大学大学院学則（以下「学則」という。）第12条第２項及び島根県立大学

大学院履修規程（以下「履修規程」という。）に基づき、島根県立大学大学院看護学研究科における授

業科目の授業、試験（以下「授業等」という。）及び成績評価の実施に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

（授業時間） 

第２条 授業時間は次のとおりとする。 

(1) 第１時限  8:50～10:30 

(2) 第２時限  10:40～12:20 

(3) 第３時限  13:10～14:50 

(4) 第４時限  15:00～16:40 

(5) 第５時限  16:50～18:30 

(6) 第６時限  18:40～20:20 

２ 前項に定めるところによらずに実施する授業の授業時間については、別に定める。 

（学外で授業を行う場合） 

第３条 教員は、次の各号に掲げる授業を学外で実施しようとする場合は、原則として実施する日の１週

間前までに、「学外授業実施届」（様式第１号）を、事務部学務課を経由して研究科長に提出するもの

とする。 

(1) 実施期間が移動日を含めて２日以上にわたる授業等 

(2) 大学が休業日（日、祝日、春・夏・冬季休業日）に実施する授業等 

(3) 教員が届出をする必要があると判断した授業等 

（学生が授業を欠席する場合の取扱い） 

第４条 学生が次の各号に掲げる事由により、島根県立大学出雲キャンパス学生通則第14条に定める欠席

届又は「就職活動・進学受験による欠席届」（様式第２号）を提出した場合は、当該学生が履修する授

業科目を担当する教員は、適切な措置を講ずるものとする。 

(1) 学則第22条において準用する島根県立大学学則第25条の規定に基づき留学を許可した学生が査証

手続きを行う場合 

(2) 就職活動を行なう場合 

(3) 進学のために受験する場合 

(4) 前各号に掲げるもののほか、担当教員が必要と認めた場合 

２ 前項第２号については、以下に掲げる要件を満たしていなければならない。 

(1) 学生が会社医療機関又は官庁等（以下「企業等」という。）の指定する日時に選考試験（面接を含

む。）を受ける場合 

(2) 学生が企業等の指定する日時（選択する余地があっても、その全ての日時が講義と重複する場合を

含む。）に当該企業等を訪問する場合、又は当該企業等が開催する説明会（合同説明会を含む。）に

参加する場合 

(3) 学生が内定を受けた企業等の行事などに参加する場合 

３ 前項の場合において、学生が授業と重複しない日時を選択できる余地がありながら、自己都合により

当該企業等を訪問する場合、または当該企業等が開催する説明会（合同説明会を含む）に参加する場合

は、欠席扱いとする。 

 

（教員の都合により休講する場合の取扱い） 

第５条 授業を休講しようとする教員は、「休講届」（様式第３号）を、事務部学務課を経由して研究科
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長あてに提出するものとする。 

２ 授業を休講した教員は、当該授業の補講を必ず実施するものとする。 

３ 補講は、原則として次の各号に定めるところにより設けるものとする。 

(1) 補講日の設定にあたっては、必ず事務部学務課と調整を行なうものとする。 

(2) 補講は、原則としてレポート提出や公開講座等への出席に代える措置により行なわないものとする。 

４ 補講を学期終了後に実施する場合は、当該補講は補講の対象となる授業が属する学期に実施したもの

とみなす。 

（臨時休業等） 

第６条 学長は、非常変災その他急迫の事情があるときは授業を休講又は学則第12条第３項に規定すると

ころにより臨時休業とすることができる。 

２ 学長は、法令の規定による出席停止者又は新型インフルエンザ罹患による欠席学生数が一定期間内に

一定数を超えたときは休講又は臨時休業とすることができる。 

３ 前２項の規定により休講又は臨時休業とする場合は、研究科長は授業等の取扱い方針を協議し、学長

に報告するものとする。 

４ 学長は、前項の規定に基づく報告があった場合は、授業等の取り扱いを決定し、事務部学務課を通じ

て学生及び関係者に周知するものとする。 

（追試験を受験できる事由） 

第７条 履修規程第８条に規定する追試験を受験できる事由は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 疾病 

(2) 忌引 

(3) 交通機関の突発事故 

(4) 突発的な災害等 

(5) 裁判員制度に基づき、裁判員に選任され、これを受諾したことにより、裁判に参加することが必要

となった場合 

(6) 就職活動又は進学のための受験 

(7) 学長が特に必要と認めた場合 

２ 前項第６号を事由とする者については、次の各号に定めるところにより取扱うものとする。 

(1) 学生が企業等の指定する日時に選考試験（面接を含む。）を受ける場合又は進学のために受験する

場合は、追試験の受験を認める。 

(2) 学生が企業等の指定する日時（選択する余地があっても、その全ての日時が学期末試験と重複する

場合を含む。）に当該企業等を訪問する場合、又は当該企業等が開催する説明会（合同説明会を含む）

に参加する場合は、追試験の受験を認める。 

(3) 学生が学期末試験と重複しない日時を選択できる余地がありながら、自己都合により企業等を訪問

する場合、又は説明会（合同説明会を含む）に参加する場合は、追試験の受験を認めない。 

(4) 学生が内定を受けた企業等の行事などに参加する場合は、第１号及び第２号に準じて取り扱うもの

とする。 

附 則 

この細則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和７年４月１日から施行する。 
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長あてに提出するものとする。 

２ 授業を休講した教員は、当該授業の補講を必ず実施するものとする。 

３ 補講は、原則として次の各号に定めるところにより設けるものとする。 

(1) 補講日の設定にあたっては、必ず事務部学務課と調整を行なうものとする。 

(2) 補講は、原則としてレポート提出や公開講座等への出席に代える措置により行なわないものとする。 

４ 補講を学期終了後に実施する場合は、当該補講は補講の対象となる授業が属する学期に実施したもの

とみなす。 

（臨時休業等） 

第６条 学長は、非常変災その他急迫の事情があるときは授業を休講又は学則第12条第３項に規定すると

ころにより臨時休業とすることができる。 

２ 学長は、法令の規定による出席停止者又は新型インフルエンザ罹患による欠席学生数が一定期間内に

一定数を超えたときは休講又は臨時休業とすることができる。 

３ 前２項の規定により休講又は臨時休業とする場合は、研究科長は授業等の取扱い方針を協議し、学長

に報告するものとする。 

４ 学長は、前項の規定に基づく報告があった場合は、授業等の取り扱いを決定し、事務部学務課を通じ

て学生及び関係者に周知するものとする。 

（追試験を受験できる事由） 

第７条 履修規程第８条に規定する追試験を受験できる事由は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 疾病 

(2) 忌引 

(3) 交通機関の突発事故 

(4) 突発的な災害等 

(5) 裁判員制度に基づき、裁判員に選任され、これを受諾したことにより、裁判に参加することが必要

となった場合 

(6) 就職活動又は進学のための受験 

(7) 学長が特に必要と認めた場合 

２ 前項第６号を事由とする者については、次の各号に定めるところにより取扱うものとする。 

(1) 学生が企業等の指定する日時に選考試験（面接を含む。）を受ける場合又は進学のために受験する

場合は、追試験の受験を認める。 

(2) 学生が企業等の指定する日時（選択する余地があっても、その全ての日時が学期末試験と重複する

場合を含む。）に当該企業等を訪問する場合、又は当該企業等が開催する説明会（合同説明会を含む）

に参加する場合は、追試験の受験を認める。 

(3) 学生が学期末試験と重複しない日時を選択できる余地がありながら、自己都合により企業等を訪問

する場合、又は説明会（合同説明会を含む）に参加する場合は、追試験の受験を認めない。 

(4) 学生が内定を受けた企業等の行事などに参加する場合は、第１号及び第２号に準じて取り扱うもの

とする。 

附 則 

この細則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、令和７年４月１日から施行する。 

様式第１号 

学 外 授 業 実 施 届 

 

    年    月     日 
 
島根県立大学長 様 

 
担当教員名                 

 
 
下記のとおり学外で授業を行いますので届け出ます。 
 

記 
実施する授

業名等  

目 的  

 
内 容 

 
日 程 
場 所 
交 通 
宿泊先 

 
 

 

実施中の連 
絡 先 

 
 

TEL.  

参加者 
 

学  年 
氏  名 
人  数 

  

 

 

 

 

 

                           計   名 

備 考 
 
 
 

（注）枠内の各項目は、内容のわかる書類を添付すれば記入を省略することができる（本書には「別添」と記入） 
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様式第２号 

就職活動・進学受験による欠席届 
 
 

年   月   日 
 
 （科目担当教員） 

            様 

 
                        学籍番号 

                                                氏  名 
 
 
                    し ま す 
  下記のとおり欠席       ので、届け出ます。 
                    しました 
 

記 
 

欠席日       年   月   日 

欠席理由等 

１ 進学のための試験を受けるため 
２ 選考試験（面接を含む）を受けるため 
３ 会社（官庁）訪問を実施するため 
４ 会社（官庁）説明会に出席するため 
５ 会社合同説明会に出席するため 
６ その他（                      ） 

欠席科目等 科目名「                」  講義・試験 

 注１  この届出は、欠席する授業科目の担当教員ごとに提出すること。 
 注２  原則として、欠席する１週間前までに提出すること。 
注３  欠席理由は、該当する理由に○を付すこと。「その他」の場合は、その理由を具体的、詳細に記載

すること。 
 注４ 就職活動又は進学受験の内容（日時、場所、活動内容）を明らかにする書類を必ず添付すること。 
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様式第２号 

就職活動・進学受験による欠席届 
 
 

年   月   日 
 
 （科目担当教員） 

  様 

 
                        学籍番号 

                                                氏  名 
 
 
                    し ま す 
  下記のとおり欠席       ので、届け出ます。 
                    しました 
 

記 
 

欠席日       年   月   日 

欠席理由等 

１ 進学のための試験を受けるため 
２ 選考試験（面接を含む）を受けるため 
３ 会社（官庁）訪問を実施するため 
４ 会社（官庁）説明会に出席するため 
５ 会社合同説明会に出席するため 
６ その他（                      ） 

欠席科目等 科目名「                」  講義・試験 

 注１  この届出は、欠席する授業科目の担当教員ごとに提出すること。 
 注２  原則として、欠席する１週間前までに提出すること。 
注３  欠席理由は、該当する理由に○を付すこと。「その他」の場合は、その理由を具体的、詳細に記載

すること。 
 注４ 就職活動又は進学受験の内容（日時、場所、活動内容）を明らかにする書類を必ず添付すること。 

様式第３号 

                                                      平成   年   月   日  

 

 

 島根県立大学長 様 

出雲キャンパス 

                                            担当教員名             

 

 

休     講     届 
 

 下記のとおり休講しますので届け出ます。 

記 

科   目 
 

   

休 講 日    年   月   日（  ） 

休 講 理 由        

 

補  講  日        

 

 

       年   月   日（  ） 

 

              第      時限目 

その他受講者に 

知らせること 
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島根県立大学大学院看護学研究科博士前期課程学位審査実施細則 

 

平成３１年４月１日 

島根県立大学規程第 172 号 

 

（目的） 

第１条 この細則は、島根県立大学学位規程（以下「学位規程」という。）第７条及び第８条の

規定に基づき、島根県立大学大学院看護学研究科博士前期課程の学位の授与に係る審査（以下

「学位審査」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（学位審査の方法） 

第２条 修士の学位審査については、課程における所定単位修得の審査及び、学位論文について

の研究の成果の審査及び口頭試問とする。 

２ このほか、研究科長が学位審査上必要と認める場合は、この限りではない。 

（論文題目の届出） 

第３条 学位授与の申請を行おうとする者は、所定の期日までに学位論文の題目を研究科長に届

け出るものとする。 

２ 前項の論文の題目の届出に関し必要な事項は別に定める。 

（学位審査委員会） 

第４条 修士論文審査願が受理された場合、研究科委員会は修士論文の審査及び最終試験を行う

ため、審査委員３名からなる審査委員会を設置する。 

２ 審査委員会の構成員は、主研究指導教員１名及び副研究指導教員もしくは研究科委員会から

選ばれた２名の研究科教員の計３名を充てるものとする。 

第５条 審査は、前条で研究科委員会が承認した審査委員が個別に申請された論文審査を行うも

のとする。 

２ 審査基準は別に定める。 

３ 審査に伴う各審査委員の配点は等分とする。 

（学位論文審査） 

第６条 審査委員会は、提出された修士論文の内容及び看護学に関する幅広い知識及び学力につ

いて学位論文審査を行う。 

２ 学位論文審査の後、公開論文発表会を開催し、口頭試問を実施する。 

（審査委員会の報告） 

第７条 審査委員会は、論文の審査及び最終試験の合否結果について、文書で研究科長に報告し

なければならない。 

２ 審査の合否は、委員会の３分の２以上をもって決する。 

（研究科長の報告） 

第８条研究科長はその結果をすみやかに、文書で学長に報告しなければならない。 

（その他） 

第９条 学位論文の提出時期及び審査時期その他審査に関し必要な事項は、研究科委員会の議を

経て別に定める。 
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島根県立大学大学院看護学研究科博士前期課程学位審査実施細則

平成３１年４月１日

島根県立大学規程第 号

（目的）

第１条 この細則は、島根県立大学学位規程（以下「学位規程」という。）第７条及び第８条の

規定に基づき、島根県立大学大学院看護学研究科博士前期課程の学位の授与に係る審査（以下

「学位審査」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（学位審査の方法） 

第２条 修士の学位審査については、課程における所定単位修得の審査及び、学位論文について

の研究の成果の審査及び口頭試問とする。 

２ このほか、研究科長が学位審査上必要と認める場合は、この限りではない。 

（論文題目の届出） 

第３条 学位授与の申請を行おうとする者は、所定の期日までに学位論文の題目を研究科長に届

け出るものとする。 

２ 前項の論文の題目の届出に関し必要な事項は別に定める。 

（学位審査委員会） 

第４条 修士論文審査願が受理された場合、研究科委員会は修士論文の審査及び最終試験を行う

ため、審査委員３名からなる審査委員会を設置する。 

２ 審査委員会の構成員は、主研究指導教員１名及び副研究指導教員もしくは研究科委員会から

選ばれた２名の研究科教員の計３名を充てるものとする。 

第５条 審査は、前条で研究科委員会が承認した審査委員が個別に申請された論文審査を行うも

のとする。 

２ 審査基準は別に定める。 

３ 審査に伴う各審査委員の配点は等分とする。 

（学位論文審査） 

第６条 審査委員会は、提出された修士論文の内容及び看護学に関する幅広い知識及び学力につ

いて学位論文審査を行う。 

２ 学位論文審査の後、公開論文発表会を開催し、口頭試問を実施する。 

（審査委員会の報告） 

第７条 審査委員会は、論文の審査及び最終試験の合否結果について、文書で研究科長に報告し

なければならない。 

２ 審査の合否は、委員会の３分の２以上をもって決する。 

（研究科長の報告） 

第８条研究科長はその結果をすみやかに、文書で学長に報告しなければならない。 

（その他） 

第９条 学位論文の提出時期及び審査時期その他審査に関し必要な事項は、研究科委員会の議を

経て別に定める。 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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様式第Ｍ１号 

研究指導教員希望届 
年  月  日 

 

島根県立大学大学院 

看護学研究科長様 

 

専攻名  看護学専攻  

学籍番号 

氏  名          印 

 

 

下記のとおり届け出ます。 

記 

 

(1) 希望する研究指導教員 

 

 

主研究指導教員 （              ） 

 

副研究指導教員 （              ） 

 

副研究指導教員 （              ） 

 

(2) 指導を受けたい研究内容 （テーマ） 

 

 

 

（内 容） 
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様式第Ｍ１号 

研究指導教員希望届 
年  月  日 

 

島根県立大学大学院 

看護学研究科長様 

 

専攻名  看護学専攻  

学籍番号 

氏  名          印 

 

 

下記のとおり届け出ます。 

記

希望する研究指導教員

主研究指導教員 （              ）

副研究指導教員 （              ）

副研究指導教員 （              ）

指導を受けたい研究内容 （テーマ）

（内 容）

様式第Ｍ２号 

研究テーマ届 
年  月  日 

島根県立大学大学院 

看護学研究科長様 

 

専攻名  看護学専攻 

学籍番号 

氏  名           印 

 

下記のとおり、現段階における研究テーマを届け出ます。 

 

記 

 

研究テーマ  

 

 

 

 

研究テーマの内容  

 

 

 

 

 

 

 

主研究指導教員職名・氏名 

 

職 名      氏 名              印 

 

副研究指導教員職名・氏名 

 

職 名      氏 名              印 

 

副研究指導教員職名・氏名 

 

職 名      氏 名              印 
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様式第Ｍ３号 

学位論文題目届（仮・本） 
年  月  日 

 

島根県立大学大学院 

看護学研究科長様 

専攻名  看護学専攻 

学籍番号 

氏  名            印 

 

下記のとおり論文題目を届け出ます。 

 

記 

 

以上 
 

研究題目名 

※本課題名提出時は英文課題

名も記載のこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

主研究指導教員職名・氏名 

 

職名        氏名              印 

 

副研究指導教員職名・氏名 

 

職名        氏名              印 

 

副研究指導教員職名・氏名 

 

職名        氏名              印 
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様式第Ｍ３号 

学位論文題目届（仮・本） 
年  月  日 

 

島根県立大学大学院 

看護学研究科長様 

専攻名  看護学専攻 

学籍番号 

氏  名            印 

 

下記のとおり論文題目を届け出ます。 

 

記 

以上 

研究題目名 

※本課題名提出時は英文課題

名も記載のこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

主研究指導教員職名・氏名 

 

職名        氏名              印 

 

副研究指導教員職名・氏名 

 

職名        氏名              印 

 

副研究指導教員職名・氏名 

 

職名        氏名              印 

 

 

 

 

様式第 M４号 

 

修士論文審査願（申請書） 

年  月  日 

 

島根県立大学大学院看護学研究科長 様 

 

看護学研究科              

学籍番号                

氏  名             印  

 

島根県立大学大学院学則第 18 条の規定に基づき、修士論文の審査及び最終試験を受けた

いので申請します。 

 

 

記 

 

  

修士論文        部 

 

                修士論文要旨      部 

 

 

 

 

 

主研究指導教員承認印       

氏 名            印 

 

副研究指導教員承認印       

氏 名            印 

 

副研究指導教員承認印       

氏 名            印 
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修士論文要旨 

看護学研究科 
学籍番号 

氏  名 

 

研究題目 

（英字） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 600～800 字以内、A4 判 
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修士論文要旨

看護学研究科
学籍番号

氏  名

研究題目

（英字）

 ～ 字以内、 判

 

様式第 M５号 

早期修了申請書 

年  月  日 

島根県立大学大学院看護学研究科長 様 

看護学研究科              

学籍番号                

氏  名             印  

 

島根県立大学大学院学則第 18 条の規定に基づき、下記の条件を満たしているため早期修

了の申請を行います。 

記 

 

１．学術雑誌への査読付き論文、もしくは掲載許可論文 

   

査読付き論文題目： 

 

添付資料： 

 

２．学会・研究会等での発表 

  

   発表内容： 

 

   添付資料： 

 

３． 取得単位 

 

    修得単位数       単位           

主研究指導教員承認印       

氏 名            印 

 

副研究指導教員承認印       

氏 名            印 

 

副研究指導教員承認印       

氏 名            印 
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様式第 M６号 

修士論文審査及び最終試験結果報告書 

年  月  日  

 

 島根県立大学大学院看護学研究科 

 研究科長様 

島根県立大学大学院看護学研究科    

                             修士論文審査委員長   

氏  名            印  

 

下記の修士論文について、審査基準に照らし合わせ審査した結果を次のとおり報告します。 

 

 

   審査結果：        合格         不合格 

 

 

 

看護学研究科 

学籍番号 

氏  名 

 

 

研究題目 

 

 

 

  

 

審査委員 

区 分 職 名 氏名 

委員長 
 

 

 

委 員 
 

 

 

委 員 
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様式第 ６号

修士論文審査及び最終試験結果報告書

年  月  日 

 島根県立大学大学院看護学研究科

 研究科長様

島根県立大学大学院看護学研究科   

                            修士論文審査委員長  

氏  名            印 

下記の修士論文について、審査基準に照らし合わせ審査した結果を次のとおり報告します。

   審査結果：        合格         不合格

看護学研究科 

学籍番号

氏  名

研究題目

 

審査委員

区 分 職 名 氏名

委員長

委 員

委 員

 

論文の主旨 

 

 

 

 

 

 

 

論文審査の要旨 

 

 

 

 

 

 

 

最終審査結果の要旨 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 
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様式第 M７号 

修士論文審査及び最終試験結果通知書 

 

年  月  日  

 

 看護学研究科 

 学籍番号 

 氏  名             様 

 

島根県立大学大学院看護学研究科  

研究科長             

  氏  名            印 

 

      年  月  日付けで審査願の提出のあった修士論文について、島根県立大学学位

規程第 4 条及び島根県立大学大学院看護学研究科修士論文審査に関する内規により修士論

文審査及び最終試験を行った結果は、下記の通りです。 

 

記 

 

審査結果 
 

 

研究題目名 

 

 

 

 

学  生 学籍番号         氏  名 

主研究指導教員 職  名         氏  名 

副研究指導教員 職  名         氏  名 

副研究指導教員 職  名         氏  名 

備 考  
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様式第 ７号

修士論文審査及び最終試験結果通知書

年  月  日 

 看護学研究科

 学籍番号

 氏  名             様

島根県立大学大学院看護学研究科 

研究科長            

  氏  名            印

      年  月  日付けで審査願の提出のあった修士論文について、島根県立大学学位

規程第 条及び島根県立大学大学院看護学研究科修士論文審査に関する内規により修士論

文審査及び最終試験を行った結果は、下記の通りです。

記 

審査結果

研究題目名

学  生 学籍番号         氏  名

主研究指導教員 職  名         氏  名

副研究指導教員 職  名         氏  名

副研究指導教員 職  名         氏  名

備 考

様式第 M８号 

早期修了評価結果報告書 

年  月  日  

 

 島根県立大学大学院看護学研究科 

 研究科長             様 

島根県立大学大学院看護学研究科  

                             早期修了評価委員長 

氏  名          印  

 

早期修了の申請について、評価基準に照らし合わせ審査した結果を次のとおり報告します。 

 

 

   評価結果：        可         否 

 

 

看護学研究科 

学籍番号 

氏  名 

 

 

  

 

 

 

評価委員 

区 分 職 名 氏名 

委員長 
 

 

 

委 員 
 

 

 

委 員 
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１．学術雑誌への査読付き論文、もしくは掲載許可論文の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．学会・研究会等での発表にかかる評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

取得単位の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 
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１．学術雑誌への査読付き論文、もしくは掲載許可論文の評価

２．学会・研究会等での発表にかかる評価 

取得単位の評価

備 考

様式第 M９号 

早期修了評価結果通知書 

 

年  月  日  

 

 看護学研究科 

 学籍番号 

 氏  名             様 

 

島根県立大学大学院看護学研究科  

研究科長             

氏  名          印  

 

      年  月  日付けで申請のあった早期修了について評価を行った結果は、下記の

通りです。 

 

記 

 

評価結果 
 

 

備 考  
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島根県立大学大学院看護学研究科博士後期課程学位審査実施細則 

 

平成３１年４月１日 

島根県立大学規程第 173 号 

 

（目的） 

第１条 この細則は、島根県立大学学位規程（以下「学位規程」という。）第５条の２、第７条

及び第８条の規定に基づき、島根県立大学大学院看護学研究科博士後期課程の学位の授与に係

る審査（以下「学位審査」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（審査委員会） 

第２条 博士論文研究計画審査願が受理された場合、研究科委員会は、博士論文研究計画書の審

査を行うため、審査委員４名からなる審査委員会を設置する。 

２ 博士論文予備審査願及び博士論文審査願が受理された場合、研究科委員会は、博士論文の予

備審査及び審査、また公開発表会（最終試験）を行うため、審査委員３名からなる審査委員会

を設置する。 

３ 審査委員会の構成員は、計画審査においては研究科委員会が承認した４名の研究科教員（主

研究指導教員の資格のある者）を充てるものとし、研究指導教員を含むこととする。また、博

士論文予備審査及び博士論文審査、公開発表会（最終試験）においては研究科委員会が承認し

た３名の研究科教員（主研究指導教員の資格のある者）を充てるものとし、研究指導教員は含

まないものとする。 

４ 研究科委員会が必要と認めたときは、前項の審査委員に加え、他大学の研究者１名、あるい

は専門の異なる研究者１名を加えることができる。 

（審査方法） 

第３条 審査は、前条で研究科委員会が承認した審査委員が個別に研究計画書審査、申請された

博士論文予備審査、博士論文審査、公開発表会（最終試験）を行うものとする。 

２ 審査基準は別に定める。 

３ 審査に伴う各審査委員の配点は等分とする。 

４ 論文審査は予備審査を経て行うものとする。 

（博士論文審査及び公開発表会（最終試験）） 

第４条 審査委員会は、提出された博士論文の内容及び看護学に関する幅広い知識及び学力につ

いて審査を行う。 

２ 公開論文発表会（最終試験）を開催し、口頭試問を実施する。 

（審査委員会の報告） 

第５条 審査委員会は、博士論文の審査及び最終試験の結果について、文書で研究科委員会に報

告しなければならない。 

（博士論文審査判定会議） 

第６条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、博士論文の審査と最終試験の合否につ

いて議決する。 

２ 会議は構成員の3分の2以上の出席により成立し、前項の議決をするためには、出席者の過半
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島根県立大学大学院看護学研究科博士後期課程学位審査実施細則

平成３１年４月１日

島根県立大学規程第 号

（目的）

第１条 この細則は、島根県立大学学位規程（以下「学位規程」という。）第５条の２、第７条

及び第８条の規定に基づき、島根県立大学大学院看護学研究科博士後期課程の学位の授与に係

る審査（以下「学位審査」という。）に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（審査委員会） 

第２条 博士論文研究計画審査願が受理された場合、研究科委員会は、博士論文研究計画書の審

査を行うため、審査委員４名からなる審査委員会を設置する。 

２ 博士論文予備審査願及び博士論文審査願が受理された場合、研究科委員会は、博士論文の予

備審査及び審査、また公開発表会（最終試験）を行うため、審査委員３名からなる審査委員会

を設置する。 

３ 審査委員会の構成員は、計画審査においては研究科委員会が承認した４名の研究科教員（主

研究指導教員の資格のある者）を充てるものとし、研究指導教員を含むこととする。また、博

士論文予備審査及び博士論文審査、公開発表会（最終試験）においては研究科委員会が承認し

た３名の研究科教員（主研究指導教員の資格のある者）を充てるものとし、研究指導教員は含

まないものとする。 

４ 研究科委員会が必要と認めたときは、前項の審査委員に加え、他大学の研究者１名、あるい

は専門の異なる研究者１名を加えることができる。 

（審査方法） 

第３条 審査は、前条で研究科委員会が承認した審査委員が個別に研究計画書審査、申請された

博士論文予備審査、博士論文審査、公開発表会（最終試験）を行うものとする。 

２ 審査基準は別に定める。 

３ 審査に伴う各審査委員の配点は等分とする。 

４ 論文審査は予備審査を経て行うものとする。 

（博士論文審査及び公開発表会（最終試験）） 

第４条 審査委員会は、提出された博士論文の内容及び看護学に関する幅広い知識及び学力につ

いて審査を行う。 

２ 公開論文発表会（最終試験）を開催し、口頭試問を実施する。 

（審査委員会の報告） 

第５条 審査委員会は、博士論文の審査及び最終試験の結果について、文書で研究科委員会に報

告しなければならない。 

（博士論文審査判定会議） 

第６条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて審議し、博士論文の審査と最終試験の合否につ

いて議決する。 

２ 会議は構成員の3分の2以上の出席により成立し、前項の議決をするためには、出席者の過半

 

数の同意を必要とする。 

（研究科長の報告） 

第７条 研究科委員会が前条の議決をしたときは、研究科長はその結果をすみやかに、文書で学

長に報告しなければならない。 

（その他） 

第８条 学位論文の提出時期及び審査時期その他審査に関し必要な事項は、研究科委員会の議を

経て別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 
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様式第Ｄ１号 

研究指導教員希望届 
年  月  日 

 

島根県立大学大学院 

看護学研究科長様 

 

専攻名  看護学専攻  

学籍番号 

氏  名             印 

 

 

下記のとおり届け出ます。 

記 

 

(1) 希望する研究指導教員 

 

 

主研究指導教員 （              ） 

 

副研究指導教員 （              ） 

 

副研究指導教員 （              ） 

 

(2) 指導を受けたい研究内容 （テーマ） 

 

 

 

（内 容） 
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様式第Ｄ１号 

研究指導教員希望届 
年  月  日 

 

島根県立大学大学院 

看護学研究科長様 

 

専攻名  看護学専攻  

学籍番号 

氏  名             印 

 

 

下記のとおり届け出ます。 

記

希望する研究指導教員

主研究指導教員 （              ）

副研究指導教員 （              ）

副研究指導教員 （              ）

指導を受けたい研究内容 （テーマ）

（内 容）

 

様式第Ｄ２号 

研究テーマ届 
年  月  日 

島根県立大学大学院 

看護学研究科長様 

専攻名  看護学専攻 

学籍番号 

氏  名             印 

 

下記のとおり、現段階における研究テーマを届け出ます。 

 

記 

 

研究テーマ  

 

 

 

 

研究テーマの内容  

 

 

 

 

 

 

 

主研究指導教員職名・氏名 

 

職 名      氏 名              印 

 

副研究指導教員職名・氏名 

 

職 名      氏 名              印 

 

副研究指導教員職名・氏名 

 

職 名      氏 名              印 
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様式第Ｄ３号  

学位論文題目届（仮・本） 
年  月  日 

 

島根県立大学大学院 

看護学研究科長様 

専攻名  看護学専攻 

学籍番号 

氏  名            印 

 

下記のとおり論文題目を届け出ます。 

 

記 

 

研究題目名 

※博士論文審査は英文課題名

も記載のこと 

 

 

主研究指導教員職名・氏名 

 

職名        氏名              印 

 

副研究指導教員職名・氏名 

 

職名        氏名              印 

 

副研究指導教員職名・氏名 

 

職名        氏名              印 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 ４号

研究報告書

年  月  日

島根県立大学大学院看護学研究科   

看護学専攻博士後期課程       

氏 名             印 

※研究テーマに関連する国内外の研究論文を精読し、自己の研究テーマを明確化したもの。

※ ４版、 字程度とする。

※ワープロ打ちとする。

※提出は主研究指導教員、学務課各 部とする。
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様式第Ｄ３号  

学位論文題目届（仮・本） 
年  月  日 

 

島根県立大学大学院 

看護学研究科長様 

専攻名  看護学専攻 

学籍番号 

氏  名            印 

 

下記のとおり論文題目を届け出ます。 

 

記 

研究題目名 

※博士論文審査は英文課題名

も記載のこと 

 

 

主研究指導教員職名・氏名 

 

職名        氏名              印 

 

副研究指導教員職名・氏名 

 

職名        氏名              印 

 

副研究指導教員職名・氏名 

 

職名        氏名              印 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 D４号 

研究報告書 

年  月  日 

 

 

島根県立大学大学院看護学研究科    

看護学専攻博士後期課程        

氏 名             印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※研究テーマに関連する国内外の研究論文を精読し、自己の研究テーマを明確化したもの。 

※A４版、8,000 字程度とする。 

※ワープロ打ちとする。 

※提出は主研究指導教員、学務課各 1 部とする。 
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様式第Ｄ５号 

 

博士論文研究計画審査願（申請書） 

年  月  日 

 

島根県立大学大学院看護学研究科長 様 

 

看護学研究科              

学籍番号                

氏  名             印  

 

 

島根県立大学大学院学則第 18 条の規定に基づき、博士論文研究計画の審査を受けたいの

で申請します。 

 

 

記 

 

  

博士論文計画書       部 

 

 

 

 

 

 

主研究指導教員承認印       

氏 名            印 

 

 

副研究指導教員承認印       

氏 名            印 

 

 

副研究指導教員承認印       

氏 名            印 
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様式第Ｄ５号

博士論文研究計画審査願（申請書）

年  月  日

島根県立大学大学院看護学研究科長 様

看護学研究科             

学籍番号               

氏  名             印 

島根県立大学大学院学則第 条の規定に基づき、博士論文研究計画の審査を受けたいの

で申請します。

記

 

博士論文計画書       部

主研究指導教員承認印      

氏 名            印

副研究指導教員承認印      

氏 名            印

副研究指導教員承認印      

氏 名            印

 

 

様式第Ｄ６号 

 

博士論文予備審査願（申請書） 

 

年  月  日 

 

島根県立大学大学院看護学研究科長 様 

 

看護学研究科              

学籍番号                

氏  名             印  

 

島根県立大学大学院学則第 18 条の規定に基づき、博士論文の予備審査を受けたいので 

申請します。 

 

 

記 

 

  

博士論文        部 

 

                博士論文要旨      部 

 

 

 

 

主研究指導教員承認印       

氏 名            印 

 

 

副研究指導教員承認印       

氏 名            印 

 

 

副研究指導教員承認印       

氏 名            印 
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様式第Ｄ７号 

 

博士論文審査願（申請書） 

年  月  日 

 

島根県立大学大学院看護学研究科長 様 

 

看護学研究科              

学籍番号                

氏  名             印  

 

 

島根県立大学大学院学則第 18 条の規定に基づき、博士論文の審査及び最終試験を受けた

いので申請します。 

 

 

記 

 

  

博士論文        部 

 

                博士論文要旨      部 

 

 

 

 

 

主研究指導教員承認印       

氏 名            印 

 

 

副研究指導教員承認印       

氏 名            印 

 

 

副研究指導教員承認印       

氏 名                印 
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様式第Ｄ７号

博士論文審査願（申請書）

年  月  日

島根県立大学大学院看護学研究科長 様

看護学研究科             

学籍番号               

氏  名             印 

島根県立大学大学院学則第 条の規定に基づき、博士論文の審査及び最終試験を受けた

いので申請します。

記

 

博士論文        部

                博士論文要旨      部

主研究指導教員承認印      

氏 名            印

副研究指導教員承認印      

氏 名            印

副研究指導教員承認印      

氏 名        印

 

 

様式第Ｄ８号 

 

博士論文要旨（予備審査兼用） 

看護学研究科 
学籍番号 

氏  名 

 

論文題目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A4判 
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様式第Ｄ９号 

 

データ収集許可書 

 

 

 

     年  月  日付けで島根県立大学院看護学研究科（           ）から 

 

  申請のあった博士論文研究計画に係るデータ収集について許可します。 

 

 

 

 

施設名 

 

施設長              印 
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様式第Ｄ９号

データ収集許可書

     年  月  日付けで島根県立大学院看護学研究科（           ）から

  申請のあった博士論文研究計画に係るデータ収集について許可します。

施設名

施設長              印

 

様式第Ｄ１０号 

 

早期修了申請書 

年  月  日 

 

島根県立大学大学院看護学研究科長 様 

 

看護学研究科              

学籍番号                

氏  名             印  

 

島根県立大学大学院学則第 18 条の規定に基づき、下記の条件を満たしているため早期修了の

申請を行います。 

記 

 

１．学術雑誌への査読付き論文、もしくは掲載許可論文   

査読付き論文題目： 

 

添付資料： 

 

２．学会・研究会等での発表  

   発表内容： 

 

   添付資料： 

 

３． 取得単位 

 

    修得単位数       単位           

 

主研究指導教員承認印       

氏 名            印 

 

副研究指導教員承認印       

氏 名            印 

 

副研究指導教員承認印       

氏 名            印 
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様式第Ｄ１１号 

博士論文研究計画審査結果報告書 

年  月  日 

 

島根県立大学大学院看護学研究科長 様 

 

島根県立大学大学院看護学研究科  

                            博士論文審査委員長 

    

氏  名             印  

 

   下記の博士論文研究計画について、審査結果に照らし合わせ審査した結果を次のとおり 

  報告します。 

 

   審査結果：        合格         不合格 

 

記 

 

 １．研究テーマ： 

 

 ２．学 生：学籍番号            氏 名 

 

 ３．審査委員 

区 分 職 名 氏名 

委員長 
 

 

 

委 員 
 

 

 

委 員 
 

 

 

委 員 
 

 

 

 

 ４．審査の概要 

 

 

 ５．備 考 
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様式第Ｄ１１号

博士論文研究計画審査結果報告書

年  月  日

島根県立大学大学院看護学研究科長 様

島根県立大学大学院看護学研究科 

                           博士論文審査委員長 

   

氏  名             印 

   下記の博士論文研究計画について、審査結果に照らし合わせ審査した結果を次のとおり

  報告します。

   審査結果：        合格         不合格

記

 １．研究テーマ：

 ２．学 生：学籍番号            氏 名

 ３．審査委員

区 分 職 名 氏名

委員長

委 員

委 員

委 員

 ４．審査の概要

 ５．備 考

 

様式第Ｄ１２号 

博士論文研究計画審査結果通知書 

年  月  日  

 

 看護学研究科 

 学籍番号 

 氏  名             様 

 

島根県立大学大学院看護学研究科  

研究科長             

氏  名          印  

 

      年  月  日付けで審査願のあった博士論文計画について、島根県立大学学位規

程第 5 条の 2 及び島根県立大学大学院看護学研究科博士論文審査に関する内規により博士

論文研究計画審査を行った結果は、下記の通りです。 

 

記 

審査結果 

 

 

研究テーマ 

 

 

 

 

学  生 学籍番号         氏  名 

主研究指導教員 職  名         氏  名 

副研究指導教員 職  名         氏  名 

副研究指導教員 職  名         氏  名 

審査の概要  
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様式第Ｄ１３号 

博士論文予備審査報告書 

年  月  日  

 

 島根県立大学大学院看護学研究科 

 研究科長             様 

島根県立大学大学院看護学研究科  

                               博士論文審査委

員長 

氏  名          印  

 

下記の博士論文について、審査基準に照らし合わせ審査した結果を次のとおり報告しま

す。 

 

   審査結果：        合格         不合格 

 

記 

 

 １．研究題目： 

 

 ２．学生 

学籍番号            氏 名 

 

 ３．審査委員 

区 分 職 名 氏名 

委員長 
 

 

 

委 員 
 

 

 

委 員 
 

 

 

外部委員 
 

 

 

 

 ４．予備審査の要旨 

 

 

 ５．備 考 
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様式第Ｄ１３号

博士論文予備審査報告書

年  月  日 

 島根県立大学大学院看護学研究科

 研究科長             様

島根県立大学大学院看護学研究科 

                              博士論文審査委

員長

氏  名          印 

下記の博士論文について、審査基準に照らし合わせ審査した結果を次のとおり報告しま

す。

   審査結果：        合格         不合格

記 

 １．研究題目：

 ２．学生

学籍番号            氏 名

 ３．審査委員

区 分 職 名 氏名

委員長

委 員

委 員

外部委員

 ４．予備審査の要旨

 ５．備 考

様式第Ｄ１４号 

博士論文予備審査結果通知書 

年  月  日  

 

 看護学研究科 

 学籍番号 

 氏  名             様 

 

島根県立大学大学院看護学研究科  

研究科長             

氏  名          印  

 

      年  月  日付けで審査願の提出のあった博士論文について、島根県立大学学位

規程第 5 条の 2 及び島根県立大学大学院看護学研究科博士論文審査に関する内規により博

士論文審査を行った結果は、下記の通りです。 

 

記 

 

審査結果 

 

 

研究題目 

 

 

 

 

学  生 学籍番号         氏  名 

主研究指導教員 職  名         氏  名 

副研究指導教員 職  名         氏  名 

副研究指導教員 職  名         氏  名 

備 考  
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様式第Ｄ１５号 

博士論文個別審査及び最終審査結果報告書 

年  月  日  

 

 島根県立大学大学院看護学研究科 

 研究科長             様 

島根県立大学大学院看護学研究科  

                             博士論文審査委員長 

氏  名          印  

 

下記の博士論文について、審査基準に照らし合わせ審査した結果を次のとおり報告しま

す。 

 

 

   審査結果：        合格         不合格 

 

 

看護学研究科 
学籍番号 

氏  名 

 

 

論文題目 

 

 

 

  

審査委員 

区 分 職 名 氏名 

委員長 
 

 

 

委 員 
 

 

 

委 員 
 

 

 

外部委員 
 

 

 

  

 

 

 



− 143 −

様式第Ｄ１５号

博士論文個別審査及び最終審査結果報告書

年  月  日 

 島根県立大学大学院看護学研究科

 研究科長             様

島根県立大学大学院看護学研究科 

                            博士論文審査委員長

氏  名          印 

下記の博士論文について、審査基準に照らし合わせ審査した結果を次のとおり報告しま

す。

   審査結果：        合格         不合格

看護学研究科 
学籍番号

氏  名

論文題目

 

審査委員

区 分 職 名 氏名

委員長

委 員

委 員

外部委員

 

 

論文の主旨 

 

 

 

 

 

 

 

論文審査の要旨 

 

 

 

 

 

 

 

最終審査結果の要旨 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 
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様式第Ｄ１６号 

博士論文個別審査及び最終審査結果通知書 

年  月  日  

 

 看護学研究科 

 学籍番号 

 氏  名             様 

 

島根県立大学大学院看護学研究科  

研究科長             

氏  名          印  

 

      年  月  日付けで審査願の提出のあった博士論文について、島根県立大学学位

規程第 5 条の 2 及び島根県立大学大学院看護学研究科博士論文審査に関する内規により博

士論文個別審査及び最終審査を行った結果は、下記の通りです。 

 

記 

 

審査結果 

 

 

研究題目 

 

 

 

 

学  生 学籍番号         氏  名 

主研究指導教員 職  名         氏  名 

副研究指導教員 職  名         氏  名 

副研究指導教員 職  名         氏  名 

備 考  
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様式第Ｄ１６号

博士論文個別審査及び最終審査結果通知書

年  月  日 

 看護学研究科

 学籍番号

 氏  名             様

島根県立大学大学院看護学研究科 

研究科長            

氏  名          印 

      年  月  日付けで審査願の提出のあった博士論文について、島根県立大学学位

規程第 条の 及び島根県立大学大学院看護学研究科博士論文審査に関する内規により博

士論文個別審査及び最終審査を行った結果は、下記の通りです。

記 

審査結果

研究題目

学  生 学籍番号         氏  名

主研究指導教員 職  名         氏  名

副研究指導教員 職  名         氏  名

副研究指導教員 職  名         氏  名

備 考

様式第Ｄ１７号 

早期修了評価結果報告書 

年  月  日  

 

 島根県立大学大学院看護学研究科 

 研究科長             様 

島根県立大学大学院看護学研究科  

                             早期修了評価委員長 

氏  名          印  

 

早期修了の申請について、評価基準に照らし合わせ審査した結果を次のとおり報告します。 

 

 

   評価結果：        可         否 

 

 

看護学研究科 
学籍番号 

氏  名 

 

 

  

 

 

 

評価委員 

区 分 職 名 氏名 

委員長 
 

 

 

委 員 
 

 

 

委 員 
 

 

 

外部委員 
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１．学術雑誌への査読付き論文、もしくは掲載許可論文の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．学会・研究会等での発表にかかる評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

取得単位の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考 
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１．学術雑誌への査読付き論文、もしくは掲載許可論文の評価

２．学会・研究会等での発表にかかる評価 

取得単位の評価

備 考

 

様式第Ｄ１８号 

早期修了評価結果通知書 

 

年  月  日  

 

 看護学研究科 

 学籍番号 

 氏  名             様 

 

島根県立大学大学院看護学研究科  

研究科長             

氏  名          印  

 

      年  月  日付けで申請のあった早期修了について評価を行った結果は、下記の

通りです。 

 

記 

 

評価結果 
 

 

備 考  
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島根県立大学大学院看護学研究科長期履修学生規程 

 

平成 31 年４月１日 

島根県立大学規程第 175 号 

 

（目的） 

第１条  この規程は、島根県立大学大学院学則第５条の２第２項の規定に基づき、島根県立大

学大学院看護学研究科長期履修学生に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（対象）  

第２条 長期履修（大学院学則第５条の２第１項に規定する計画的な履修をいう。）の申請を

することができる者は、博士前期課程又は博士後期課程に入学を許可された者並びに博士前

期課程又は博士後期課程に在学する者（長期履修の許可を受けずに博士前期課程２年目、博

士後期課程２年目又は同３年目に在学する者を除く。）であって、次のいずれかに該当する

ことにより大学院学則第５条各項に規定する標準修業年限で修了することが困難であると

認められる者とする。  

（１）職業を有し、就業している者 

（２）その他学長が相当と認めた者 

２ 前項の規定に関わらず、在留資格が「留学」である留学生が申請することについては、認

めないものとする。 

（履修期間）  

第３条 長期履修の期間は１年単位とし、大学院学則第６条各項に規定する在学年限を超える

ことはできないものとする。  

２ 休学の期間は、前項の期間に算入しない。  

（申請）  

第４条 長期履修を志願する者は、次に掲げる書類を、別に定める期日までに学長に提出しな

ければならない。  

（１）長期履修申請書（様式第１号）  

（２）長期履修が必要であることを証明する書類  

（３）その他学長が必要と認める書類  

（長期履修の許可）  

第５条 前条の申請に対しては、研究科委員会の議を経て、学長が許可する。  

２ 研究科においては、前項の許可に当たり、長期履修期間中の各学期の修得単位数の上限を

設けることができる。  

（長期履修期間の変更）  

第６条 前条の規定に基づき長期履修を認められた者（以下「長期履修学生」という。）が、

当該期間の変更を希望する場合は、長期履修期間変更申請書（様式第２号）及び第４条第２

号及び第３号に規定する書類を別に定める期日までに学長に提出しなければならない。  

２ 長期履修期間の変更は、在学中１回限りとする。  

３ 第１項の申請に関し、前条第１項の規定を準用する。  
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島根県立大学大学院看護学研究科長期履修学生規程

平成 31 年４月１日 

島根県立大学規程第 175 号 

（目的） 

第１条  この規程は、島根県立大学大学院学則第５条の２第２項の規定に基づき、島根県立大

学大学院看護学研究科長期履修学生に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（対象）  

第２条 長期履修（大学院学則第５条の２第１項に規定する計画的な履修をいう。）の申請を

することができる者は、博士前期課程又は博士後期課程に入学を許可された者並びに博士前

期課程又は博士後期課程に在学する者（長期履修の許可を受けずに博士前期課程２年目、博

士後期課程２年目又は同３年目に在学する者を除く。）であって、次のいずれかに該当する

ことにより大学院学則第５条各項に規定する標準修業年限で修了することが困難であると

認められる者とする。  

（１）職業を有し、就業している者 

（２）その他学長が相当と認めた者 

２ 前項の規定に関わらず、在留資格が「留学」である留学生が申請することについては、認

めないものとする。 

（履修期間）  

第３条 長期履修の期間は１年単位とし、大学院学則第６条各項に規定する在学年限を超える

ことはできないものとする。  

２ 休学の期間は、前項の期間に算入しない。  

（申請）  

第４条 長期履修を志願する者は、次に掲げる書類を、別に定める期日までに学長に提出しな

ければならない。  

（１）長期履修申請書（様式第１号）  

（２）長期履修が必要であることを証明する書類  

（３）その他学長が必要と認める書類  

（長期履修の許可）  

第５条 前条の申請に対しては、研究科委員会の議を経て、学長が許可する。  

２ 研究科においては、前項の許可に当たり、長期履修期間中の各学期の修得単位数の上限を

設けることができる。  

（長期履修期間の変更）  

第６条 前条の規定に基づき長期履修を認められた者（以下「長期履修学生」という。）が、

当該期間の変更を希望する場合は、長期履修期間変更申請書（様式第２号）及び第４条第２

号及び第３号に規定する書類を別に定める期日までに学長に提出しなければならない。  

２ 長期履修期間の変更は、在学中１回限りとする。  

３ 第１項の申請に関し、前条第１項の規定を準用する。  

 

 

（長期履修の許可の取消し）  

第７条 長期履修学生が、次の各号に掲げる行為をおこなった場合は、学長は、研究科委員会

の議を経て、長期履修の許可を取り消すことができる。 

（１）大学院学則及び諸規程に違反した場合 

（２）学生としての本分に反する行為をした場合 

（３）長期履修に関し虚偽の申請をしたことが判明した場合 

（授業料） 

第８条 長期履修学生の授業料の年額は、公立大学法人島根県立大学授業料等徴収規程の定め

るところによる。  

（補則）  

第９条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、研究科長が別に

定める。  

 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係）  

 

長 期 履 修 申 請 書  

 

 年  月  日 

 

島根県立大学長 様  

 

   看護学研究科     看護学専攻    

学籍番号                       

氏名               印   

 

下記のとおり長期にわたる教育課程の履修を申請します。  

 

記 

入学年月日  年    月    日  

長期履修  

申請期間  
年  月  日から   年  月  日まで（  年間） 

現住所  〒 

  

電話番号  

勤務先 

（第２条第１号

該当者） 

名称・ 

職種等 

 

所在地 〒  

 

電話番号  

職 歴 

（第２条第２号

該当者） 

勤務期間 勤務先名称及び職種 

 年 月～ 年 月   

長期履修を必要

とする理由 

 

 

 

 

 

※年度毎の履修計画を記した資料を添付すること（様式任意） 
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様式第２号（第６条関係）  

 

長期履修期間変更申請書  

 

年  月  日 

  

島根県立大学長 様  

 

                                                    看護学研究科   看護学専攻   

学籍番号                      

氏名               印   

 

下記のとおり長期履修期間の変更を申請します。  

 

記 

入学年月日  年 月 日  

許可済の履修期間  年  月  日から    年  月  日まで（ 年間）  

変更後の履修期間  年  月  日から    年  月  日まで（ 年間）  

変更の理由   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※変更後の年度毎の履修計画を記した資料を添付すること（様式任意） 
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島根県立大学出雲キャンパス図書館利用規程 

平成 24 年４月１日 

島根県立大学規程第 103 号 

（目的） 

第１条 この規程は、島根県立大学出雲キャンパス図書館（以下「図書館」という。）の利

用について必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程において「図書」とは、図書、逐次刊行物、視聴覚資料その他図書館で管

理する資料をいう。 

２ この規程において「研究用図書」とは、図書のうち教員が研究費で購入したものをいう。 

３ この規程において「本学」とは、島根県立大学出雲キャンパスをいう。 

（研究用図書） 

第３条 本学の教員は、所定の手続きを経て資料を借り受け、研究室等に備え付けることが

できる。 

（開館時間） 

第４条 図書館の開館時間は、月曜日から金曜日の８時 45 分から 20 時までとする。ただ

し、図書館長が必要と認めた時は、開館時間を変更することができる。 

（休館日） 

第５条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規程する休日 

(3) 年末年始（12月 28 日から翌年１月４日まで） 

２ 図書館長は、前項に定める休館日のほか、臨時に休館日を定めることができる。 

３ 図書館長は、第１項各号に定める休館日においても、開館日とすることができる。 

（利用者） 

第６条 図書館を利用できる者（以下「利用者」という。）は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

(1) 本学の学生（科目等履修生を含む。以下同じ。） 

(2) 本学の教職員（非常勤講師を含む。以下同じ。） 

(3) 本学の名誉教授 

(4) 本学の臨床教授、臨床准教授及び臨床講師（以下「臨床教授等」という。） 

(5) 本学の卒業生及び修了生 

(6) その他図書館長が認める者 

（利用カード） 

第７条 利用者は、所定の手続をした上で、利用カードの交付を受けるものとする。ただし、

本学の学生にあっては学生証を、本学の教職員にあっては教職員証を利用カードとする。 
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島根県立大学出雲キャンパス図書館利用規程 

平成 24 年４月１日 

島根県立大学規程第 103 号 

（目的） 

第１条 この規程は、島根県立大学出雲キャンパス図書館（以下「図書館」という。）の利

用について必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程において「図書」とは、図書、逐次刊行物、視聴覚資料その他図書館で管

理する資料をいう。 

２ この規程において「研究用図書」とは、図書のうち教員が研究費で購入したものをいう。 

３ この規程において「本学」とは、島根県立大学出雲キャンパスをいう。 

（研究用図書） 

第３条 本学の教員は、所定の手続きを経て資料を借り受け、研究室等に備え付けることが

できる。 

（開館時間） 

第４条 図書館の開館時間は、月曜日から金曜日の８時 45 分から 20 時までとする。ただ

し、図書館長が必要と認めた時は、開館時間を変更することができる。 

（休館日） 

第５条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律に規程する休日 

(3) 年末年始（12月 28 日から翌年１月４日まで） 

２ 図書館長は、前項に定める休館日のほか、臨時に休館日を定めることができる。 

３ 図書館長は、第１項各号に定める休館日においても、開館日とすることができる。 

（利用者） 

第６条 図書館を利用できる者（以下「利用者」という。）は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 

(1) 本学の学生（科目等履修生を含む。以下同じ。） 

(2) 本学の教職員（非常勤講師を含む。以下同じ。） 

(3) 本学の名誉教授 

(4) 本学の臨床教授、臨床准教授及び臨床講師（以下「臨床教授等」という。） 

(5) 本学の卒業生及び修了生 

(6) その他図書館長が認める者 

（利用カード） 

第７条 利用者は、所定の手続をした上で、利用カードの交付を受けるものとする。ただし、

本学の学生にあっては学生証を、本学の教職員にあっては教職員証を利用カードとする。 

 
 

 

 

２ 利用者は、利用カードを、他人に貸与してはならない。 

（利用の範囲） 

第８条 図書館利用の範囲は、次のとおりとする。 

(1) 館内閲覧 

(2) 館外貸出 

(3) 相互利用 

(4) 文献複写 

(5) レファレンス・サービス 

(6) 情報検索サービス 

（館内閲覧） 

第９条 利用者は、閲覧室及び書庫に備え付けの図書を自由に閲覧することができる。 

２ 視聴覚資料を利用しようとする者は、利用カードを係員に提出しなければならない。 

（館外貸出） 

第 10条 図書の館外貸出を希望する利用者は、利用カードを添えて係員に提出しなければ

ならない。 

（貸出冊数及び期間） 

第 11条 館外貸出を行うことができる図書の冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規程にかかわらず、図書館長が必要と認めた場合は、貸出冊数及び貸出期間を変

更することができる。 

（貸出制限） 

第 12条 視聴覚資料、辞典、目録、雑誌等図書館長が指定したものについては、館外貸出

を行わない。ただし、図書館長が、特に必要と認めた場合は、この限りでない。 

（転貸の禁止） 

第 13条 利用者は、館外貸出を受けた図書を、他人に貸与してはならない。 

（返還義務） 

利用区分 貸出冊数 貸出期間 

本学の学生（大学院に在籍する者を除く。） 10 冊以内 15 日以内 

本学の学生（大学院に在籍する者に限る。） 15 冊以内 30 日以内 

本学の教員 15 冊以内 30 日以内 

本学の職員 5 冊以内 15 日以内 

本学の名誉教授 15 冊以内 30 日以内 

本学の臨床教授等 5 冊以内 21 日以内 

本学の卒業生及び修了生 3 冊以内 15 日以内 

認定看護師教育課程履修生 10 冊以内 15 日以内 

学外利用者 2 冊以内 15 日以内 
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第 14条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、館外貸出を受けた図書を直ち

に返還しなければならない。 

(1) 本学の教職員が退職若しくは転任するとき、又は休職若しくは研修などにより長期

にわたって本学を離れるとき。 

(2) 本学の学生が、卒業、退学その他の理由により学籍を離れるとき、又は休学若しくは

停学になったとき。 

(3) 貸出を受ける資格を失ったとき。 

（相互利用） 

第 15条 研究又は教育のために、他の図書館等を利用する必要がある本学の学生及び教職

員は、図書館を通じて、その利用を申し込むことができる。 

２ 他の図書館等から、図書館の利用の申込みがあったときは、図書館長は本学の研究又は

教育上支障のない限り、これに応じることができる。 

（相互利用の申込手続） 

第 16 条 他の図書館等の利用を希望する本学の学生及び教職員は、所定の手続きにより、

係員に申し込まなければならない。 

２ 相互利用に要する費用は、依頼者の負担とする。 

（相互利用の管理責任） 

第 17条 相互利用により貸出を受ける図書館等は、当該資料の管理について一切の責任を

負うものとする。 

（文献複写） 

第 18条 文献複写を希望する利用者は、文献複写申込書に必要事項を記入の上、係員に申

し込まなければならない。 

２ 複写に係る著作権についての責任は、これを依頼した者が負うものとする。 

３ 文献複写に要する費用は、利用者の負担とする。 

（文献複写の制限） 

第 19条 次の各号のいずれかに該当する場合には、文献複写を許可しない。 

(1) 著作権法の規程に触れるとき。 

(2) 複写により図書の原形を損傷するおそれのあるとき。 

(3) その他特別の理由があると図書館長が認めるとき。 

（レファレンス・サービス） 

第 20条 図書館は、利用者の研究及び教育に資するため、次のレファレンス・サービスを

行う。 

(1) 書誌的事項の調査 

(2) 参考文献の紹介 

(3) 参考文献の所在及び利用手段の提示 

(4) 専門的調査機関等についての情報の提供 
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第 14条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、館外貸出を受けた図書を直ち

に返還しなければならない。 

(1) 本学の教職員が退職若しくは転任するとき、又は休職若しくは研修などにより長期

にわたって本学を離れるとき。 

(2) 本学の学生が、卒業、退学その他の理由により学籍を離れるとき、又は休学若しくは

停学になったとき。 

(3) 貸出を受ける資格を失ったとき。 

（相互利用） 

第 15条 研究又は教育のために、他の図書館等を利用する必要がある本学の学生及び教職

員は、図書館を通じて、その利用を申し込むことができる。 

２ 他の図書館等から、図書館の利用の申込みがあったときは、図書館長は本学の研究又は

教育上支障のない限り、これに応じることができる。 

（相互利用の申込手続） 

第 16 条 他の図書館等の利用を希望する本学の学生及び教職員は、所定の手続きにより、

係員に申し込まなければならない。 

２ 相互利用に要する費用は、依頼者の負担とする。 

（相互利用の管理責任） 

第 17条 相互利用により貸出を受ける図書館等は、当該資料の管理について一切の責任を

負うものとする。 

（文献複写） 

第 18条 文献複写を希望する利用者は、文献複写申込書に必要事項を記入の上、係員に申

し込まなければならない。 

２ 複写に係る著作権についての責任は、これを依頼した者が負うものとする。 

３ 文献複写に要する費用は、利用者の負担とする。 

（文献複写の制限） 

第 19条 次の各号のいずれかに該当する場合には、文献複写を許可しない。 

(1) 著作権法の規程に触れるとき。 

(2) 複写により図書の原形を損傷するおそれのあるとき。 

(3) その他特別の理由があると図書館長が認めるとき。 

（レファレンス・サービス） 

第 20条 図書館は、利用者の研究及び教育に資するため、次のレファレンス・サービスを

行う。 

(1) 書誌的事項の調査 

(2) 参考文献の紹介 

(3) 参考文献の所在及び利用手段の提示 

(4) 専門的調査機関等についての情報の提供 

 
 

 

 

（レファレンス・サービスの申込手続） 

第 21条 レファレンス・サービスを希望する利用者は、所定の手続きにより、係員に申し

込まなければならない。 

（情報検索サービス） 

第 22 条 図書館は、利用者の研究及び教育に資するため、外部データベースと直結して、

オンライン情報検索サービスを行う。 

（利用停止） 

第 23条 図書館長は、この規程に違反した者又は図書館の利用について著しく不都合な行

為を行った者について、図書館の利用を停止又は禁止することができる。 

（損害の賠償） 

第 24条 図書館を利用する者は、図書、設備、ソフトウェア等を亡失し、滅失し、破損し、

又は汚損した場合は、すみやかに「資料亡失等届」（別紙様式）を図書館長に提出すると 

ともに、それによって生じた損害を賠償しなければならない。 

（その他） 

第 25条 この規程に定めのない事項については、図書館長がこれを定める。 

附 則 

１ この規程は、平成 24年４月１日から施行する。 

２ 島根県立大学短期大学部出雲キャンパス図書館利用規程（平成 19年島根県立短期大学

部規程第 17 号）は、これを廃止する。 

附 則 

この規程は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 31 年４月１日から施行する。 
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島根県立大学出雲キャンパス図書館長　様

　　　次の資料（設備）を亡失（滅失・汚損・破損）しましたので届出します。

下記の資料を確かに受け取りました。

※後日、資料がでてきた場合も、図書館に収めた弁償資料はお渡しできません。ご了承ください。

様

切 り 取 り 線

受受領領書書

書名
島根県立大学

　出雲キャンパス図書館長

年　　　　　月　　　　日

備考欄図書館長 担当 弁償資料受取日 弁償資料登録日

資資料料亡亡失失等等届届  書書

年　　　　　月　　　　日

（住所）

（氏名）

届出人

（利用者ID）

価格名称
著者名

1

2

3

所蔵ＩＤ

出版社 請求記号
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島根県立大学出雲キャンパス図書館長　様

　　　次の資料（設備）を亡失（滅失・汚損・破損）しましたので届出します。

下記の資料を確かに受け取りました。

※後日、資料がでてきた場合も、図書館に収めた弁償資料はお渡しできません。ご了承ください。

様

切 り 取 り 線

受受領領書書

書名
島根県立大学

　出雲キャンパス図書館長

年　　　　　月　　　　日

備考欄図書館長 担当 弁償資料受取日 弁償資料登録日

資資料料亡亡失失等等届届  書書

年　　　　　月　　　　日

（住所）

（氏名）

届出人

（利用者ID）

価格名称
著者名 所蔵ＩＤ

出版社 請求記号

 

島根県立大学出雲キャンパス体育施設使用規程 

平成 24 年４月１日 

島根県立大学規程第 104 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、島根県立大学出雲キャンパス（以下「本学」という。）の体育施設の

使用に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、「体育施設」とは、体育館、運動場、テニスコート、アスレチ

ックルーム及びサークル室をいう。 

（使用の範囲） 

第３条 体育施設は、本学の体育の授業に使用するほか、次に掲げる場合に使用することが

できる。 

(1) 本学の学生の課外活動 

(2) 本学が主催する体育行事 

(3) 本学の学生又は教職員のレクリエーション及び体育行事 

(4) 別に定めるところにより実施する地域開放事業 

(5) その他学長が適当と認めるもの 

（使用手続） 

第４条 体育施設を使用しようとする者は、使用しようとする７日前までに、体育施設使用

許可願を学長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 本学の学生団体が年間を通じて計画的に体育施設を使用しようとする場合は、前項の体

育施設使用許可願に、年間の使用計画を添えて学長の承認を受けなければならない。 

３ 本学の学生又は教職員が個人又は複数で任意に使用しようとする場合は、第１項の規定

にかかわらず、本学事務部に備え付けの使用許可簿に必要事項を記入することにより、本

学の体育の授業及び前条各号に掲げる使用を妨げない範囲で使用を承認する。 

（使用日及び使用時間） 

第５条 体育施設を使用できる日は、12月28日から１月４日までの期間を除いた日とする。 

２ 体育施設を使用することのできる時間は、午前９時から午後９時までとする。 

３ 学長は、次の各号に該当するときは、前２項の使用日又は使用時間を変更することがで

きる。 

(1) 体育施設の管理上必要があると認めるとき。 

(2) 体育施設使用時間変更願（様式第２号）を承認したとき。 

（使用上の遵守事項） 

第６条 施設の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 許可された目的以外に使用しないこと。 

(2) 許可されない場所や用具を使用しないこと。 

(3) 靴、用具等は、指定されたものを使用すること。 

(4) 使用終了後は必ず清掃を行い、施設及び用具を整備し、原状に復すること。 

(5) 施設等の損傷その他の事故があったときは、直ちに届け出ること。 
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（許可の取消等） 

第７条 学長は、次の各号の一に該当するときは、第４条第１項の規定による許可を取消

し、又は行為の中止若しくは体育施設から退去を命ずることができる。 

(1) この規程又は本学の諸規程に違反したとき。 

(2) 許可の条件に違反したとき。 

(3) 本学の授業又は行事等に支障があると認めるとき。 

(4) 体育施設の管理上必要があると認めるとき。 

（賠償責任） 

第８条 故意又は過失により施設等に損害を与えた者は、これによって生じた損害を賠償し

なければならない。 

（庶務） 

第９条 体育施設の使用に関する事務は、事務部管理課において処理する。 

（補則） 

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。 

 

附 則 

１ この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

２ 島根県立大学短期大学部出雲キャンパス体育施設使用規程（平成19年島根県立短期大学

部規程第18号）は、これを廃止する。 

 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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（許可の取消等） 

第７条 学長は、次の各号の一に該当するときは、第４条第１項の規定による許可を取消

し、又は行為の中止若しくは体育施設から退去を命ずることができる。 

(1) この規程又は本学の諸規程に違反したとき。 

(2) 許可の条件に違反したとき。 

(3) 本学の授業又は行事等に支障があると認めるとき。 

(4) 体育施設の管理上必要があると認めるとき。 

（賠償責任） 

第８条 故意又は過失により施設等に損害を与えた者は、これによって生じた損害を賠償し

なければならない。 

（庶務） 

第９条 体育施設の使用に関する事務は、事務部管理課において処理する。 

（補則） 

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が別に定める。 

附 則 

１ この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

２ 島根県立大学短期大学部出雲キャンパス体育施設使用規程（平成19年島根県立短期大学

部規程第18号）は、これを廃止する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

様式第１号（第４条関係） 

 

体体育育施施設設使使用用許許可可願願 

 

                                令和   年   月   日 

 

  島根県立大学長 様 
 

                  責 任 者 

                   学籍番号                         

                    氏  名                      印 

 

  下記のとおり体育施設を使用したいので、許可くださるようお願いします。 

 

記 

 

使用体育施設  

使 用 目 的        

使用予定人員                人 
 学内者           人 

 学外者            人 

使 用 日 時       
   年    月   日     時 から 
    年    月    日    時 まで 

使 用 設 備        

責任者連絡先        

顧        問 

（注３の場合に記入押印する） 
                                         印 

注１：学外者と共同して使用する場合は、学外者の名簿を添付すること。 

注２：年間を通じて使用する場合は、年間の使用計画を添付すること。 

注３：火気類を使う場合は、予め顧問の承認を受けること。 

注４：指定場所以外での火気の取扱いは厳禁。使用後は原状に回復すること。 
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様式第２号（第５条関係） 

 

体体育育施施設設使使用用時時間間変変更更願願 

 

                                令和   年   月   日 

 

  島根県立大学長 様 
 

                  責 任 者 

                   学籍番号                         

                    氏  名                      印 

 

  下記のとおり体育施設の使用日又は使用時間を変更したいので、承認くださるようお願いし

ます。 

 

記 

 

使用体育施設  

使

用

日

時 

変更前 
   年    月   日     時 から 
    年    月    日    時 まで 

変更後 
   年    月   日     時 から 
    年    月    日    時 まで 

変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

顧        問 

（注３の場合に記入押印する） 
                                         印 

注１：学外者と共同して使用する場合は、学外者の名簿を添付すること。 

注２：年間を通じて使用する場合は、年間の使用計画を添付すること。 

注３：火気類を使う場合は、予め顧問の承認を受けること。 

注４：指定場所以外での火気の取扱いは厳禁。使用後は原状に回復すること。 
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様式第２号（第５条関係）

体体育育施施設設使使用用時時間間変変更更願願

        令和   年   月   日

  島根県立大学長 様

                  責 任 者

                   学籍番号         

     氏  名             印

  下記のとおり体育施設の使用日又は使用時間を変更したいので、承認くださるようお願いし

ます。

記

使用体育施設  

使

用

日

時

変更前 
   年    月   日     時 から 
    年    月    日    時 まで 

変更後 
   年    月   日     時 から 
    年    月    日    時 まで 

変更理由 

顧        問 

（注３の場合に記入押印する）
                                         印

注１：学外者と共同して使用する場合は、学外者の名簿を添付すること。

注２：年間を通じて使用する場合は、年間の使用計画を添付すること。 

注３：火気類を使う場合は、予め顧問の承認を受けること。

注４：指定場所以外での火気の取扱いは厳禁。使用後は原状に回復すること。 

 

 

島根県立大学出雲キャンパス駐車場利用規程 

平成 24 年４月１日 

島根県立大学規程第 105 号 

 

（目的） 

第１条 島根県立大学出雲キャンパス及び学生寮の駐車場（以下「構内駐車場」とい

う。）の秩序を保ちキャンパスの円滑な管理運営に資することを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この規程の適用対象者は教職員（非常勤講師を含む。）、学生、寮指導員及び外

部委託業者とする。 

（利用許可） 

第３条 構内駐車場を利用しようとする者は、駐車許可証交付申請書（様式１）を学長に

提出し、許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定は、申請の内容に変更が生じたときに準用する。 

３ 前２項の規定は、島根県立大学出雲キャンパス学生通則第35条第２項の許可を受けた

学生には適用しない。 

（許可） 

第４条 学長は、利用目的が妥当と判断したときは、構内駐車場の利用を許可し、申請者

に対して、駐車許可証（様式２）を交付するものとする。 

２ 前項の駐車場の利用の許可を受けた者は、キャンパス内に駐車するときは、駐車許可

証を車両前面運転席側の外部から確認できるところへ掲示するものとする。 

３ 学長は、構内駐車場で駐車許可証が掲示されていない自動車を発見したときは、警告

処置をとるものとする。 

（駐車期間） 

第５条 前条第１項の駐車場の利用の許可を受けた者が構内駐車場を利用できる期間は、

次のとおりとする。 

利用者 利用の始期 利用の終期 

教職員 許可証交付年月日 異動、退職等により教職員でなくなった日 

学生 許可証交付年月日 卒業、修了、退学等により学籍を失った日 

寮指導員 許可証交付年月日 寮指導員でなくなった日 

外部委託業者 許可証交付年月日 学長が別に定める日 

（駐車場所） 

第６条 第４条第１項の駐車場の利用の許可を受けた者が駐車できる構内駐車場は、次の

表に定めるところによる。  

利用者 駐 車 場 所 

教職員 職員駐車場、第一駐車場 

学生 第二駐車場、寮南側駐車場 

寮指導員 寮通用口前 

外部委託業者 第二駐車場 
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（事故） 

第７条 第４条第１項の駐車場の利用の許可を受けた者は、構内駐車場において事故（接

触、施設破損等）が発生したときは、速やかに事務部管理課に連絡するものとする。 

（取り消し） 

第８条 駐車場の利用に関し不正行為等があった場合、駐車許可を取り消すものとする。 

 

附 則 

１ この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

２ 島根県立大学短期大学部出雲キャンパス学生寮規程（平成19年島根県立短期大学部規

程第21号）は、これを廃止する。 

 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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（事故） 

第７条 第４条第１項の駐車場の利用の許可を受けた者は、構内駐車場において事故（接

触、施設破損等）が発生したときは、速やかに事務部管理課に連絡するものとする。 

（取り消し） 

第８条 駐車場の利用に関し不正行為等があった場合、駐車許可を取り消すものとする。 

附 則 

１ この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

２ 島根県立大学短期大学部出雲キャンパス学生寮規程（平成19年島根県立短期大学部規

程第21号）は、これを廃止する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

様式１（第３条関係） 

 

駐車許可証交付申請書 

 
  年  月  日 

 

島根県立大学長 様 

 

職 員 番 号 

学 籍 番 号 

会社､団体名  

氏 名               印 

 

下記のとおり構内駐車場に駐車したいので、駐車許可証の交付をお願いします。 

 

記 

 

車両番号 
 

車  種 
 

 

注） 車両番号はナンバープレート内容を全て記入してください。 

   車種はメーカー名、車名を記入してください。 

 

＊ 寮生の場合、寮室番号を記入してください。            号室 

  

不備がある場合は受け付けません。内容を確認して事務部管理課へ提出してください。 

 

 

 

 

事務部使用欄 

駐車許可位置：□ 第一駐車場 □ 第二駐車場 □ 寮南側駐車場 □ 職員駐車場 

駐車許可番号： 
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様式２（第４条関係） 

 

駐車許可証 
 

許可番号 

  年  月  日 

 

車両番号            

 

島根県立大学長  印 
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様式２（第４条関係） 

駐車許可証 

許可番号 

  年  月  日 

車両番号            

島根県立大学長 印

海海外外渡渡航航時時のの届届出出ににつついいてて  

  

出雲キャンパス国際交流委員会 

 
 海外渡航先で災害・事件・事故等があった場合の学生の安否確認を行う目的で下記の要件

に該当する場合は、海外渡航の２週間前までに別紙様式の「海外渡航届」を学務課に提出し

てください。 

 なお、帰国した場合は、１週間以内に学務課へ帰国と体調についての報告をしてください。 

 
１ 届出要件 

海外に渡航する場合（私的な旅行を含むあらゆる海外渡航。但し、本学が行う異文化研

修等は除く。） 

２ 届出方法 

  学務課へ提出してください（データ提出可）。「海外渡航届」は、学務課前にあります。

データ提出の場合は、以下メールアドレスへ様式取り寄せの申請をして下さい。 

（メールアドレス：i-kyoumu@u-shimane.ac.jp ） 
３ 留意事項 

（１）事前に外務省海外安全ホームページ等により渡航先の危険情報を確認しておくなど

十分に情報収集をし、自ら危険な場所に入り込まないよう注意してください。 

  （外務省海外安全ホームページ） http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html 

（２）旅行日程・滞在先・連絡先などを事前に登録すると、滞在先の最新の渡航情報や緊急

事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡などが受け取れるサービス

（渡航登録サービス）を外務省が実施していますので、当該サービスに登録するように

してください。 

  （たびレジ） https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 

（３）必ず、海外旅行保険に加入しましょう。海外での事故・病気には多額の費用がかかり

ます。次の点に気を付けて加入してください。 

・クレジットカードの付帯保険は、補償額が十分でない場合があります。 
・語学留学など、受入先が指定する保険への加入指示があった場合は、その保険の補償

範囲と補償額を十分に確認してください。 

４ その他 

海外渡航時に限らず、滞在先及び周辺地域で大規模災害、事故等が発生した場合は、

速やかに大学及び保護者（海外の場合は在外公館館にも）に安否の報告をしてください。 
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つわぶき後援会会則 

                                                                    

      第１章 総則 

第１条 本会は、つわぶき後援会と称する。 

第２条 本会は、島根県立大学出雲キャンパスに在学する学生の福利厚生の充実及び教育振興 

 に寄与することを目的とする。 

 

    第２章 事業 

第３条 本会は、第２条の目的を達成するため次の事業を行う。 

  (1) 学生の福利厚生に関する事業の支援 

  (2) 教育設備等の充実を図るための支援 

  (3) その他本会の目的を達成するための必要な事業 

 

    第３章 会員 

第４条 本会を組織する会員は、島根県立大学出雲キャンパスに在学する学生の保護者または 

 保証人とする。 

 

    第４章 役員 

第５条 本会に次の役員を置く。 

  (1) 会 長  １名 

  (2) 副会長  ２名 

  (3) 理 事  若干名（うち１名を常任理事とする。） 

  (4) 監 事  ２名 

第６条 役員の任務は、次のとおりとする。 

  (1) 会長は、会務を掌理し、必要あるときは役員会を招集する。 

  (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代理する。 

  (3) 理事は、重要事項を審議し、本会の事業を企画執行する。 

  (4) 監事は、年１回以上会計監査を行い、これを総会に報告しなければならない。 

第７条 役員の選出方法は、次のとおりとする。 

  (1) 理事及び監事は、会員の中から互選する。 

      ただし、常任理事は島根県立大学出雲キャンパス事務室長をもって充てる。 

  (2) 会長及び副会長は、理事の中から互選する。 

第８条 役員の任期は、次のとおりとする。 

  (1) 看護栄養学部に係る役員については４年 

  (2) 別科助産学専攻に係る役員については１年 

第９条 欠員補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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２  役員は、任期満了後でも後任者の決定するまでは、前条の規定にかかわらずその業務を執

行するものとする。 

第10条 役員会は、定例役員会と臨時役員会とする。 

 (1) 定例役員会は、毎年１回３月に開催する。 

 (2) 臨時役員会は、緊急に重要事項を審議する必要が生じた場合に開催する。 

２ 役員会は、下記の事項について審議する。 

 (1) 総会に付議する事項 

 (2) その他重要な事項 

３ 本来総会で決定すべき事項で、緊急を要するものについては、役員会が総会の権限を代行

し、次の総会に報告するものとする。 

４ 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。 

５ 役員会の議長は、会長がこれを務める。 

６ 役員会の議決は、出席役員の過半数の同意をもってこれを決する。 

 

   第５章 総会 

第11条 総会は会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した者は出席者

とみなす。 

２ 総会は、下記の事項について審議する。 

  (1) 歳入・歳出予算の議決及び決算の承認 

  (2) 役員の改選 

  (3) 会則の変更 

  (4) その他重要な事項 

第12条 総会は、定例総会と臨時総会とする。 

２  定例総会は、毎年１回４月に開催する。 

３  臨時総会は、役員会で必要と認めたときに開催する。 

第13条 総会の議長は、会長がこれを務める。 

第14条 会議の議決は、出席会員の過半数の同意をもってこれを決する。 

 

    第６章 会計 

第15条 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

２  会員の会費は、看護栄養学部及び別科助産学専攻の学生については入会金３０，０００円、

年会費２０，０００円、大学院の学生については入会金７，５００円、年会費５，０００円

とし、毎年度４月末日までに納付するものとする。 

３  一旦納付した会費は、返戻しない。 

第16条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる。 
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２  役員は、任期満了後でも後任者の決定するまでは、前条の規定にかかわらずその業務を執

行するものとする。 

第10条 役員会は、定例役員会と臨時役員会とする。 

 (1) 定例役員会は、毎年１回３月に開催する。 

 (2) 臨時役員会は、緊急に重要事項を審議する必要が生じた場合に開催する。 

２ 役員会は、下記の事項について審議する。 

 (1) 総会に付議する事項 

 (2) その他重要な事項 

３ 本来総会で決定すべき事項で、緊急を要するものについては、役員会が総会の権限を代行

し、次の総会に報告するものとする。 

４ 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。 

５ 役員会の議長は、会長がこれを務める。 

６ 役員会の議決は、出席役員の過半数の同意をもってこれを決する。 

 

   第５章 総会 

第11条 総会は会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委任状を提出した者は出席者

とみなす。 

２ 総会は、下記の事項について審議する。 

  (1) 歳入・歳出予算の議決及び決算の承認 

  (2) 役員の改選 

  (3) 会則の変更 

  (4) その他重要な事項 

第12条 総会は、定例総会と臨時総会とする。 

２  定例総会は、毎年１回４月に開催する。 

３  臨時総会は、役員会で必要と認めたときに開催する。 

第13条 総会の議長は、会長がこれを務める。 

第14条 会議の議決は、出席会員の過半数の同意をもってこれを決する。 

 

    第６章 会計 

第15条 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。 

２  会員の会費は、看護栄養学部及び別科助産学専攻の学生については入会金３０，０００円、

年会費２０，０００円、大学院の学生については入会金７，５００円、年会費５，０００円

とし、毎年度４月末日までに納付するものとする。 

３  一旦納付した会費は、返戻しない。 

第16条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終わる。 

 

      第７章  事務局 

第17条 本会の事務を掌理するため事務局を置く。 

２  事務局は、島根県立大学出雲キャンパス内に置く。 

３  事務局に、事務長１名、書記若干名を置く。 

４  事務長、書記は、本会の会長が委嘱する。 

 

     附  則 

１ この会則は、平成７年４月17日から施行する。 

２ 平成７年度における役員選出については、第５条の規定にかかわらず、会長１名、副会長

１名、理事３名、監事１名とし、第７条第２号の規定にかかわらず、総会において選出する

ものとする。 

３  平成７年度における会計年度については、第16条の規定にかかわらず、平成７年４月17日

から始まるものとする。 

     附  則 

  この会則は、平成10年４月８日から施行する。 

     附  則 

  この会則は、平成19年４月４日から施行する。 

    附  則 

  この会則は、平成21年４月４日から施行する。 

   附  則 

 この会則は、平成22年４月４日から施行する。 

      附  則 

 この会則は、平成24年４月４日から施行する。 

      附  則 

 この会則は、平成26年４月４日から施行する。 

附  則 

 この会則は、平成27年４月４日から施行する。 

附  則 

 この会則は、平成28年４月４日から施行する。 

附  則 

 この会則は、平成30年４月４日から施行する。 

附  則 

 この会則は、令和３年４月４日から施行する。 
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学学位位論論文文執執筆筆要要領領  

2024年 4月 

Ⅰ．原稿の概要 

  

１. 原稿の書式等 

1) 本文はMicrosoft社の Wordを使用し、図表はWord・Excel・Power Point、表はWord・Excelで

作成する。 

2) 原則として、標準的なフォント（ＭＳ明朝、ＭＳゴシック、Times New Roman、Centuryなど）

を用い、白黒で作成する。 

3) A4版用紙を用い、書式は左右余白25mm、上下余白30mmとし、文字数は40字×30行と設定する。 

4) 本文は横書きとし、フォントサイズは10.5 （英文の場合は12）ポイントとし、句読点は「，」

と「。」を用いる。 

5) 本文には必ずページ数を中央下に挿入する。 

 抄録から付録までの各頁の下部•中央に頁番号をつける（表紙にはつけない）。 

 本文から付録までの頁番号にはアラビア数字を用いる。 

 抄録から目次までの頁番号には小文字のローマ数字を用いる。 

 

２．構成 

1) 論文の構成は、つぎのとおりとする。 

・修士論文・課題研究：表紙、目次、要旨、本文、謝辞、文献、付録 

・博士論文：表紙、抄録（和文と英文）、目次、本文、謝辞、文献、付録 

2) 付録の構成は、本文に掲載しない表•図、および資料とする。 

 

３．枚数 

原則として枚数の目安は、修士論文（課題研究を含む）は 50頁、博士論文（課程博士） は 100頁

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （※）博士論文の要旨は論文には含まない。HP掲載用として博士論文審査終了時に別途提出。 

 修士論文・課題研究 博士論文 

表紙 〇 〇 

要旨 1頁（600～800程度） ─（※） 

和文抄録 ─ 4頁（4,800字程度） 

英文抄録 ─ 1頁（500語程度） 

目次 必要時 〇 

本文 〇 〇 

謝辞 必要時 必要時 

文献 〇 〇 

付録 必要時 必要時 

目安の頁数 50頁 100頁 
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学学位位論論文文執執筆筆要要領領

2024年 4月 

Ⅰ．原稿の概要 

１. 原稿の書式等 

 本文はMicrosoft社の Wordを使用し、図表はWord・Excel・Power Point、表はWord・Excelで

作成する。 

 原則として、標準的なフォント（ＭＳ明朝、ＭＳゴシック、Times New Roman、Centuryなど）

を用い、白黒で作成する。 

 A4版用紙を用い、書式は左右余白25mm、上下余白30mmとし、文字数は40字×30行と設定する。 

 本文は横書きとし、フォントサイズは10.5 （英文の場合は12）ポイントとし、句読点は「，」

と「。」を用いる。 

5) 本文には必ずページ数を中央下に挿入する。 

 抄録から付録までの各頁の下部•中央に頁番号をつける（表紙にはつけない）。 

 本文から付録までの頁番号にはアラビア数字を用いる。 

 抄録から目次までの頁番号には小文字のローマ数字を用いる。 

２．構成 

1) 論文の構成は、つぎのとおりとする。 

・修士論文・課題研究：表紙、目次、要旨、本文、謝辞、文献、付録 

・博士論文：表紙、抄録（和文と英文）、目次、本文、謝辞、文献、付録 

2) 付録の構成は、本文に掲載しない表•図、および資料とする。 

３．枚数 

原則として枚数の目安は、修士論文（課題研究を含む）は 50頁、博士論文（課程博士） は 100頁

とする。 

  （※）博士論文の要旨は論文には含まない。HP掲載用として博士論文審査終了時に別途提出。 

 修士論文・課題研究 博士論文 

表紙 〇 〇 

要旨 1頁（600～800程度） ─（※） 

和文抄録 ─ 4頁（4,800字程度） 

英文抄録 ─ 1頁（500語程度） 

目次 必要時 〇 

本文 〇 〇 

謝辞 必要時 必要時 

文献 〇 〇 

付録 必要時 必要時 

目安の頁数 50頁 100頁 

 

４．公表 

博士論文は、原則としてインターネット公表する。 

 

 

Ⅱ．表紙 

 

1) 学位論文はカバーを付け、冊子製本で作成する（【別紙１】参照）。 

2) 原稿には所定の様式で表紙を付す（【別紙２】参照）。 

3) 表紙には、論文題目（和文および英文）、学籍番号、氏名、提出年月日、指導教員名（主・副）を

記す。 

4) 論文題目（和文及び英文） 

(1) 内容を端的に表すもので、大きめのフォントで行中央に記す。 

(2) 副題をつける場合は、コロン（：）を使用する。 

・日本語タイトルは全角コロンを使用する。 

・英文タイトルの場合は、半角コロンを使用するが、半角:の後に半角スペースを入れる。 

5) 英文タイトルの表記では、メインタイトル、サブタイトル共に、下記の「キャピタライゼーショ

ンルール（capitalization rules）」に従って記載する。 

(1) 以下に示す語の語頭を大文字にする 

 ・最初の語、Theなどの主要語でない場合も含む 

 ・主要語、ハイフンでつながれた主要語の2番目の部分を含む（例：Self-Report） 

 ・4文字以上の語：With，Between，From など 

(2)  3文字以下の語は小文字にする 

•冠詞:a, an, the 

•3文字以下の接続詞:and，but, or, for, norなど 

•3文字以下の前置詞:on, at, to, byなど 

6) タイトルの下に著者名を日本語及びローマ字表記の両方で記入する。その際、どちらも姓を先に 

記し、ローマ字の場合の姓は大文字、名は頭のみ大文字とする。 

＜記載例＞  出雲花子  IZUMO Hanako 

 

 

Ⅲ．抄録（博士論文） 

 

1) 表紙の後に、抄録を添付する。 

2) 抄録の最後に、キーワードを記載する（5語以内、日本語および英語）。 

3) 抄録は、引用表記や略語の記載法を含めて、本文と同じ書式とし、本文の内容をもれなく簡潔明

瞭に記述すること。 

4) 抄録には、論文題目も学籍番号や氏名も記す必要はない。 

5) 長さは、4ページ（4,800字）程度とする。 

6) 500語（1ページ）程度の英文抄録をつけること。 
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Ⅳ．目次 

 

1) 目次は、本文から付録までの目次のほか、必要に応じて表目次、図目次、付録目次をつける。 

2) 表、図、付録がある場合、本文の目次の後に、表目次、図目次、付録目次の順につける。 

3) 表目次には、表番号．標題、表が掲載されている頁番号を記す。 

4) 図目次には、図番号．標題、図が掲載されている頁番号を記す。 

5) 付録目次には、各付録の標題および掲載されている頁番号を記す。 

 

 

Ⅴ．本文（和文）の記載方法 

 

1) 原則として新かなづかいを用い、特別な術語以外はなるべく常用漢字を用いること。 

2) 字体は、見出しおよび強調部分など特別な場合を除き、明朝体を用いる。英語表記はTimes New 

Romanを用いる。（原則、全角は明朝体、半角はTimes New Romanを用いる。） 

3) 改行した段落の行頭は1字下げる。また、句読点およびカッコは全角とする。 

 

＜記載例＞ また、守田（2012）によると… 

    ↑ 

全角（ ）の前後にスペースは入れない 

 

4) 外来語はカタカナとし、外国人名および日本語として未定着の語は原語（アルファベットなど）

のまま記す。その際、単語は2行にまたがらないよう、ハイフンを使用せず、後送りもしくは均

等処理をして改行する。 

5) 動植物名、バクテリア名、学名などは斜字体（イタリック）を用いる。 

6) 度量衡の単位表示は、各専門領域の慣例に従う。 

7) 数字は特別の場合以外は算用数字を用い、1マス 2字（半角）で処理する。また、数字は 2行に

またがらないようにする。漢数字の代替として使用する1桁の数字の場合は、全角で使用しても

よい。 

8) 略語については、初出時に正式用語を示し、略語をカッコに入れて付記すること。ただし、度量

衡などの単位についてはその必要はない。略語を多数用いる場合には、最初もしくは付録に略語

一覧を掲載すること。 

 

＜記載例＞ Quality of Life [QOL] あるいは 生活の質（Quality of Life;以下QOL ） 

Ⅵ．表、図及び写真について 

 

1) 表と図（写真は図として扱う）は、それぞれ種類ごとに通し番号と表題を付し、それを説明した

本文近くの適当な場所に挿入し表示する。（ただし、表•図のみを掲載する頁になった場合も、本

文の頁番号を付ける。） 

2) 論文の内容を補足するが本文中に記載するのが適切でない表•図は、本文のあとに付録としてつ
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Ⅳ．目次 

 目次は、本文から付録までの目次のほか、必要に応じて表目次、図目次、付録目次をつける。 

 表、図、付録がある場合、本文の目次の後に、表目次、図目次、付録目次の順につける。 

 表目次には、表番号．標題、表が掲載されている頁番号を記す。 

 図目次には、図番号．標題、図が掲載されている頁番号を記す。 

 付録目次には、各付録の標題および掲載されている頁番号を記す。 

Ⅴ．本文（和文）の記載方法

 原則として新かなづかいを用い、特別な術語以外はなるべく常用漢字を用いること。 

 字体は、見出しおよび強調部分など特別な場合を除き、明朝体を用いる。英語表記はTimes New 

Romanを用いる。（原則、全角は明朝体、半角はTimes New Romanを用いる。） 

 改行した段落の行頭は1字下げる。また、句読点およびカッコは全角とする。 

＜記載例＞ また、守田（2012）によると… 

    ↑ 

全角（ ）の前後にスペースは入れない 

 外来語はカタカナとし、外国人名および日本語として未定着の語は原語（アルファベットなど）

のまま記す。その際、単語は2行にまたがらないよう、ハイフンを使用せず、後送りもしくは均

等処理をして改行する。 

 動植物名、バクテリア名、学名などは斜字体（イタリック）を用いる。 

 度量衡の単位表示は、各専門領域の慣例に従う。 

 数字は特別の場合以外は算用数字を用い、1マス 2字（半角）で処理する。また、数字は 2行に

またがらないようにする。漢数字の代替として使用する1桁の数字の場合は、全角で使用しても

よい。 

 略語については、初出時に正式用語を示し、略語をカッコに入れて付記すること。ただし、度量

衡などの単位についてはその必要はない。略語を多数用いる場合には、最初もしくは付録に略語

一覧を掲載すること。 

＜記載例＞ Quality of Life [QOL] あるいは 生活の質（Quality of Life;以下QOL ） 

Ⅵ．表、図及び写真について 

 表と図（写真は図として扱う）は、それぞれ種類ごとに通し番号と表題を付し、それを説明した

本文近くの適当な場所に挿入し表示する。（ただし、表•図のみを掲載する頁になった場合も、本

文の頁番号を付ける。） 

 論文の内容を補足するが本文中に記載するのが適切でない表•図は、本文のあとに付録としてつ

 

ける（ただし表、図の順に付ける）。その際、目次にその付録の内容一覽を示すこと。 

3) 図と表によって、表題の位置が異なる（図は下、表は上）ので注意すること。 

 

 

Ⅶ．見出しの記載方法 

 

1) 見出しはすべてゴシック体とする。 

2) 見出しには第1レベルから第7レベルまである。本文のレベル数に応じて、第1レベルから順

番 に適用すること。 

3) 論文中で使用する見出しの階層が3階層までの場合は数字記号、すなわち第2階層と第4階層

と第6階層を使用する。4階層以上になる場合は上位から順に使用する。 

4) 見出しおよび見出し数字の種類と位置は、レベルによって異なる。                                    

第 1レベルは論文の表題（タイトル）にあたるレベルであり、見出し数字は付けない。                      

したがって本文で使用される見出しは、レベル2以下ということになる。見出しの数字とアルフ

ァベットは全角とする。 

 

以下参照のこと: 

（第1レベル：（タイトル）  …；中央に） 

第2レベル：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.   …；中央に 

第3レベル：Ａ.Ｂ.Ｃ.   …；中央に 

第4レベル：１.２.３.   …；左に寄せる 

第5レベル：ａ ｂ ｃ   …；左端より１字下げる 

第６レベル：(１)(２)(３)  …；上位の見出しより１字下げる 

第７レベル：(ａ)(ｂ)(ｃ) …；上位の見出しより１字下げる 

 

5) 「はじめに」と「おわりに」を用いる場合には、見出し数字はつけず、左端より記す。 

 

＜記載例＞ 

〇見出しに4つのレベルがある時 

はじめに                            …左に寄せる 

          Ⅰ.ケアリングの概念(第2レベル)       …中央に 

Ａ.ケアリングの概念の背景(第3レベル)     …中央に 

 １．看護におけるケアリングの概念(第 4レベル)          …左に寄せる 

※ 〇付き数字（①②③・・・）とカタカナは通常、列挙用に用いる。 

6) 本文の書き出しは、全てのレベルで左端から一字下げて始める。 
＊本様式のもとになった現行の APA スタイルでは、現在、見出し数字は用いられていないが、本

学の学位論文については、見出し数字を用いることにする。 
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＜記載例＞ 

〇第3、4レベルの場合 

ＡＡ..ケアリングの概念の背景（第33レベル） 

本節では、ケアリングの概念の背景について概観する。まず、ケアリング・・・・ 

１．看護におけるケアリングの概念（第44レベル） 

前節では、ケアリングの概念の背景について概観し、ケアリングの概念は・・・・ 

 

 

Ⅷ．知的所有権について 

 

1) 他の文献から図や表を引用する場合、あるいは他の文献にあるデータをもとに図や表を作成する 

場合、著者の掲載許可が必要であり、図の表題もしくは表の後に、その出典の著者名と発行年を

注記として明示し、著者の許可を得た旨を記すこと。 

2) 文献リストにも記載すること。著者に無断で複写使用することは禁止されている。また、既存の

尺度を使用する際は、開発者（知的所有権保有者）の使用許可を得たことを示す文書を添付する

こと。 

 

 

Ⅸ．文献の引用について 

 

1) 引用と出典については、以下の参考文献に従って記載すること。なお、年次はすべて西暦とす

る。 

 

 参考文献 

American Psychological Association (2019). Publication Manual of the American 

Psychological Association Seventh edition／前田樹海・江藤裕之訳（2023）．APA論文作成マ

ニュアル第3版．（pp.263－390）． 東京：医学書院. 

 

2) 引用した文献の書誌情報は、文献として、著者名のアルファベット順の一覧として表示する。 

 

  3) 注意事項 

(1) 文献とは、実際に本文中に何らかの形で引用して使用、もしくは言及した文献すべてをいう。

論文執筆に当たって参考までに読んだだけの、いわゆる参考文献は文献には含めない。 

(2) 使用した文献は、知的所有権尊重の立場から、すべて本文中に下記の文献表示方法に則って

明記しなければならない。 

(3) 文献の引用は、自分の考えや主張をそれによって補強したり、証明したり、意味付けたりす

るために行う。したがって、誰でも知っているような言葉やテキストの内容、辞書・事典な
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＜記載例＞ 

〇第3、4レベルの場合 

ＡＡ ケアリングの概念の背景（第33レベル） 

本節では、ケアリングの概念の背景について概観する。まず、ケアリング・・・・ 

１．看護におけるケアリングの概念（第44レベル） 

前節では、ケアリングの概念の背景について概観し、ケアリングの概念は・・・・ 

 

 

Ⅷ．知的所有権について 

 

 他の文献から図や表を引用する場合、あるいは他の文献にあるデータをもとに図や表を作成する 

場合、著者の掲載許可が必要であり、図の表題もしくは表の後に、その出典の著者名と発行年を

注記として明示し、著者の許可を得た旨を記すこと。 

 文献リストにも記載すること。著者に無断で複写使用することは禁止されている。また、既存の

尺度を使用する際は、開発者（知的所有権保有者）の使用許可を得たことを示す文書を添付する

こと。 

 

 

Ⅸ．文献の引用について 

 

1) 引用と出典については、以下の参考文献に従って記載すること。なお、年次はすべて西暦とす

る。 

 

 参考文献 

American Psychological Association (2019). Publication Manual of the American 

Psychological Association Seventh edition／前田樹海・江藤裕之訳（2023）．APA論文作成マ

ニュアル第3版．（pp.263－390）． 東京：医学書院. 

 

2) 引用した文献の書誌情報は、文献として、著者名のアルファベット順の一覧として表示する。 

 

  3) 注意事項 

(1) 文献とは、実際に本文中に何らかの形で引用して使用、もしくは言及した文献すべてをいう。

論文執筆に当たって参考までに読んだだけの、いわゆる参考文献は文献には含めない。 

(2) 使用した文献は、知的所有権尊重の立場から、すべて本文中に下記の文献表示方法に則って

明記しなければならない。 

(3) 文献の引用は、自分の考えや主張をそれによって補強したり、証明したり、意味付けたりす

るために行う。したがって、誰でも知っているような言葉やテキストの内容、辞書・事典な

 

どの類は、文献としない。 

(4) 引用は必要最小限であること。文献検討に取り上げる文献も、みずからの研究テーマに則し

て、それを明確化するために必要不可欠のものに絞ること。領域全体を網羅するような文献

検討は意味がない。 

(5) 文献は、最後に一括して文献リストを作成する。本文中に用いた文献は、必ず文献リストに

入っていなければならず、文献リストにある文献は、本文中のどこかで使われていなければ

ならない。すなわち、本文中に引用表示のある文献と文献リストとは、完全に一致している

こと。 

(6) いわゆる孫引きの引用は避け、できる限り原典に当たること。原典が手に入らなかった場合

は、孫引きであることが分かるように、実際に使用した文献を表示する。 

 

 

Ⅹ．その他 

 

１．本文中の注 

1) 本文に注をつけるのは、以下の場合である。 

(1) 本文中に論じられたテーマを補強したり、別の見方や情報、説明などを示したいが、本文に

書き込むと論旨が混乱したり、ぼやけてしまったりする可能性がある場合。 

(2) 引用の典拠や引用についての許諾などについてその場で示したい場合。 

あまり多く用いると、かえって煩雑になり、本文の論旨をかえってそらすことにもなりかね

ないので、注意すること。少ない場合は脚注とし、多い場合には、通し番号をつけ、本文の

後にまとめて示す。 

2) 脚注 

文章の脇に＊印もしくは肩数宇を付け、そのページの下部、欄外にその内容を記す。同じページ

に複数の脚注がある場合には、順に＊、＊＊、＊＊＊もしくは肩数字で順番を示す。 

3) 図表の引用注 

図や表に示されたデータに関する注は†やなど＊の記号を用い、図表のすぐ下に記載すること。

引用の場合、図表のすぐ下に出典を示し、文献リストにも含める。 

 

２．謝辞について 

1) 謝辞は本文の最後に記す。助成金を受けた場合には、その事実について助成金名を含めて正確

に記すこと。 

2) 調査の実施や論文執筆にあたって、とくにお世話になった人物や機関については、その名称と、

どのような助力があったか、できるだけ具体的かつ簡潔に述べること。 

3) 人物については、とくに伏せる必要がある場合以外は、姓名（フルネー厶）、所属機関、職位な

どを正確に記す。 

4) 大げさな賛辞や感謝の言葉は必要ない。 

 

３．付録について 

1) 付録は、論文の内容を補足するが本文中に記載するのが適切でないもの（例えば、本文に挿入
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しない図・表、および資料など）で、文献の次に掲載する。 

2) 付録には、表、図、資料の順に掲載する。 

3) 付録の頁番号は、本文から通しで付ける。 

 

４．研究倫理について 

研究活動の全てにおいて、捏造、改ざん、盗用、研究費不正、オーサーシップ等はなく、研究倫

理が満たされていること。 

 

５．研究対象者等への倫理的配慮について 

1) 博士学位論文は、機関リポジトリを通じて全文公表を行うことが原則となっている。 

2) 研究計画の段階から、対象者等の匿名性を確保し、プライバシーを保護するための配慮を行った

上で、インターネット全文公開を行うことについて、対象者への十分な説明と同意を得ることが

必要である。 

3) 対象者の匿名性の確保など、研究対象者への十分な倫理的配慮がなされていることを確認したう

えで、学位論文の執筆・公表を行う必要がある。 

 

６．利益相反について 

1) 当該研究を遂行する上で受けたすべての支援、特に資金的支援を論文に明記すること。 

2) 本研究が資金提供機関を含む関係者との間に利益相反が生じる可能性のある場合には、それを

論文に明記すること。 
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しない図・表、および資料など）で、文献の次に掲載する。 

 付録には、表、図、資料の順に掲載する。 

 付録の頁番号は、本文から通しで付ける。 

 

４．研究倫理について 

研究活動の全てにおいて、捏造、改ざん、盗用、研究費不正、オーサーシップ等はなく、研究倫

理が満たされていること。 

 

５．研究対象者等への倫理的配慮について 

1) 博士学位論文は、機関リポジトリを通じて全文公表を行うことが原則となっている。 

2) 研究計画の段階から、対象者等の匿名性を確保し、プライバシーを保護するための配慮を行った

上で、インターネット全文公開を行うことについて、対象者への十分な説明と同意を得ることが

必要である。 

3) 対象者の匿名性の確保など、研究対象者への十分な倫理的配慮がなされていることを確認したう

えで、学位論文の執筆・公表を行う必要がある。 

 

６．利益相反について 

1) 当該研究を遂行する上で受けたすべての支援、特に資金的支援を論文に明記すること。 

2) 本研究が資金提供機関を含む関係者との間に利益相反が生じる可能性のある場合には、それを

論文に明記すること。 

 

学学位位論論文文のの公公表表とと著著作作権権等等  

2025年 4月 

Ⅰ．公表の必要性 

  

  研究は公表が前提です。どのような方法で公表するのか、その際に著者（論文執筆者）の著作権

がどのように関係するのかなど、十分に注意を払う必要があります。 

 

 日本の博士論文は、学位規則（昭和28年文部省令第9号）の一部改正により、インターネットの

利用により公表することが明示されています。 

 

（1）論文要旨の公表 

 大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下「大学等」という。）は，博士の学位を授与

したときは，当該博士の学位を授与した日から 3 月以内に，当該博士の学位の授与に係る論文

（以下「博士論文」という。）の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用に

より公表するものとすること。（第 8 条関係） 

（2）博士論文の公表 

1 博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から 1 年以内に，当該博士

論文の全文を公表するものとすること。ただし，当該博士の学位を授与される前に既に公表した

ときは，この限りでないこと。（第 9 条第 1 項関係） 

2 博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由がある場合には，当該博士の学位を授与し

た大学等の承認を受けて，当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表するこ

とができるものとすること。この場合において，当該大学等は，その論文の全文を求めに応じて

閲覧に供するものとすること。（第 9 条第 2 項関係） 

3 博士の学位を授与された者が行うこれらの公表は，当該博士の学位を授与した大学等の協力

を得て，インターネットの利用により行うものとすること。（第 9 条第 3 項関係） 

 すでに学術雑誌に投稿済み、掲載済みであったり、図書として出版済みであるものを、博士論文 

とする場合、博士論文をインターネットで公表できるかどうかは、出版者との契約次第となります。

雑誌や出版者ごとに、著作権の扱い方は異なりますので、投稿規程・著作権規程や、著作権に関する

許諾契約書、License Agreement の内容をよく確認し、理解しておく必要があります。 

 

■ 確認のポイント 

1. 著作権は出版者に譲渡するのか、しないのか（また、どの範囲の権利を譲渡するのか） 

2. 学術雑誌に掲載された／出版された自分の論文を、博士論文として使用してよいかどうか 

3. さらに、その博士論文をインターネットで公表（機関リポジトリで公表）してもよいかどう

か 
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Ⅱ．学位論文の管理 

 

１．学位論文の提出について 

 1) 学位論文執筆要領に基づいて作成・製本された１冊とその電子媒体を学務課に提出してくださ

い。その際に、学位論文（博士）の公表許諾書（【別紙３】参照）を併せて提出してください。 

 2) 製本された１冊は図書館で管理し、図書館内での閲覧とします。閲覧が可能な者は、本学看護学

研究科を担当する教職員とし、研究科の学生など研究科長の了解を得た場合はこの限りではありま

せん。また、閲覧時には、記名を求めます。 

 3) 電子媒体はインターネットの利用による公表に備えたもので、学務課の金庫で管理します。提出

はUSBとし、全ての原稿を１つのファイルにまとめたPDF原稿として保存してください（付録等

公表に必要のない資料は省略可）。 

4) 著作権の関係でインターネット公表は不可とされた場合、論文の該当箇所のみを隠し（マスキン

グ）た電子媒体も併せてUSBに保存し、提出してください。 

 

 

Ⅲ．公表の時期 

 

 本学の機関リポジトリで電子版を公表します。公表の時期は、「要旨」は学位授与後3か月以内、

「全文」は1年以内です。全文を公表できないやむを得ない事由がある場合は、公表許諾書に記載し

てください（【別紙３】参照）。 

また、公表許諾書は、予め主指導教員の承認を得て記入してください。 

 

 

Ⅳ．著作権 

 

博士論文の著作権は、著者にあります。ただ、学術雑誌論文や図書を博士論文として提出した場合

は、契約によって、出版社や学協会等（以下、出版者という）に著作権が譲渡されている場合も多い

ので注意が必要です。 

機関リポジトリでの電子版を公表することに許諾するということは、著作権のうち公衆送信権と複

製権を大学が行使することを許諾するという意味になります。機関リポジトリで公表することで、著

作権が大学に譲渡されることはありません。 

 大学は、著作権者の許諾なしに、機関リポジトリで博士論文を公表することができません。博士論

文を提出する際には、指導教員とよく相談の上、公表許諾書（【別紙３】参照）にて、インターネッ

ト公表の可否を明示してください。 

 

 他人が著作権を持つ著作物（文章、図表、写真、絵画、音楽等）を論文等で使用する場合には、引

用と転載の２種類のケースがあります。適正な引用の場合は著作権者から許諾を得ずに使用できます

が、転載の場合には著作権者の許諾を得る必要があります。なお、引用の場合でも、分野の慣行によ

っては、インターネット公表時には念のため著作権者に確認をするというケースもあります。著作権

法に基づけば、適正な引用の場合は著作権侵害にはあたりません。しかし、著作権者からの申し立て



− 179 −

Ⅱ．学位論文の管理 

 

１．学位論文の提出について 

 1) 学位論文執筆要領に基づいて作成・製本された１冊とその電子媒体を学務課に提出してくださ

い。その際に、学位論文（博士）の公表許諾書（【別紙３】参照）を併せて提出してください。 

 2) 製本された１冊は図書館で管理し、図書館内での閲覧とします。閲覧が可能な者は、本学看護学

研究科を担当する教職員とし、研究科の学生など研究科長の了解を得た場合はこの限りではありま

せん。また、閲覧時には、記名を求めます。 

 3) 電子媒体はインターネットの利用による公表に備えたもので、学務課の金庫で管理します。提出

はUSBとし、全ての原稿を１つのファイルにまとめたPDF原稿として保存してください（付録等

公表に必要のない資料は省略可）。 

4) 著作権の関係でインターネット公表は不可とされた場合、論文の該当箇所のみを隠し（マスキン

グ）た電子媒体も併せてUSBに保存し、提出してください。 

 

 

Ⅲ．公表の時期 

 

 本学の機関リポジトリで電子版を公表します。公表の時期は、「要旨」は学位授与後3か月以内、

「全文」は1年以内です。全文を公表できないやむを得ない事由がある場合は、公表許諾書に記載し

てください（【別紙３】参照）。 

また、公表許諾書は、予め主指導教員の承認を得て記入してください。 

 

 

Ⅳ．著作権 

 

博士論文の著作権は、著者にあります。ただ、学術雑誌論文や図書を博士論文として提出した場合

は、契約によって、出版社や学協会等（以下、出版者という）に著作権が譲渡されている場合も多い

ので注意が必要です。 

機関リポジトリでの電子版を公表することに許諾するということは、著作権のうち公衆送信権と複

製権を大学が行使することを許諾するという意味になります。機関リポジトリで公表することで、著

作権が大学に譲渡されることはありません。 

 大学は、著作権者の許諾なしに、機関リポジトリで博士論文を公表することができません。博士論

文を提出する際には、指導教員とよく相談の上、公表許諾書（【別紙３】参照）にて、インターネッ

ト公表の可否を明示してください。 

 

 他人が著作権を持つ著作物（文章、図表、写真、絵画、音楽等）を論文等で使用する場合には、引

用と転載の２種類のケースがあります。適正な引用の場合は著作権者から許諾を得ずに使用できます

が、転載の場合には著作権者の許諾を得る必要があります。なお、引用の場合でも、分野の慣行によ

っては、インターネット公表時には念のため著作権者に確認をするというケースもあります。著作権

法に基づけば、適正な引用の場合は著作権侵害にはあたりません。しかし、著作権者からの申し立て

等トラブルを防ぐために「念のため」確認することもあります。 

引用の要件が満たされない際に、他人の著作物を論文内で使用したい場合は、著作権者から許諾を

得る必要があります。許諾のための定まった様式などはありませんが、口頭ではなく文面（メール含

む）で許諾を得るとよいでしょう。出版者が著作権者である場合は、出版者ウェ ブサイトなどから

問い合わせが可能なケースが多いです。なお、転載使用のために使用料が課される場合もあります。

自らの責任において判断してください。また、「転載は許可するが、インターネット上での公表はし

てほしくない」というケースもあり得ますので、インターネット公表ができるかどうか、最初の段階

で確認をしておくとよいでしょう。なお、インターネット公表は不可とされた場合、論文の該当箇所

のみを隠し（マスキング）、機関リポジトリで公表することもできます。 

 

 

Ⅴ．利益相反 

 

企業との共同研究のもとで当該企業の社員が博士後期課程の学生として博士の学位を取得する場合

においては、学位審査における利益相反や特許等の知財関係の出願に関する内容等の秘匿性のある研

究内容を用いて学位論文とする際の公表に関する懸案などが考えられます。 

企業との共同研究の成果により当該企業の社員に対して博士後期課程の学生として学位審査を実施

する場合においても、通常の博士後期課程学生と区別せず同一の審査基準で実施します。 
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【別紙１】 
 

カバー 
 

 学位論文のカバーは、冊子製本で印刷業者に依頼する。 
 本文は片面印刷し、必要部数を印刷業者に支給する。 

 
 博士論文：上製本（クロス：紺色、文字：金刷り）、１冊 13,000 円程度 

 修士論文：無線綴じ製本（表紙：レザック）、1冊 4,700 円程度 

 
 

 

西
暦
年
度 

（
論
文
題
目
・
副
題
な
し
） 

（ 

氏
名 

） 

西暦年度〇〇論文 
 

論文題目・和文 
論文題目・英文 

 
 

（学籍番号） 
（ 氏名 ） 

 
島根県立大学大学院 

看護学研究科 
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【別紙１】 
 

カバー 
 

 学位論文のカバーは、冊子製本で印刷業者に依頼する。 
 本文は片面印刷し、必要部数を印刷業者に支給する。 

 
 博士論文：上製本（クロス：紺色、文字：金刷り）、１冊 13,000 円程度 

 修士論文：無線綴じ製本（表紙：レザック）、1冊 4,700 円程度 

 
 

 

西
暦
年
度

（
論
文
題
目
・
副
題
な
し
）

（

氏
名

） 

西暦年度〇〇論文 
 

論文題目・和文 
論文題目・英文 

 
 

（学籍番号） 
（ 氏名 ） 

 
島根県立大学大学院 

看護学研究科 
 

【別紙２】 
 

表紙 
 
 
 
 
 

論文題目（和文） 
 

論文題目（英文） 
 
 
 
 
 
 
 
 

島根県立大学大学院看護学研究科 
 

学籍番号 
氏名（ 漢字 ） 
氏名（ローマ字） 

 
 
 

主指導教員：氏名 
副指導教員：氏名 

 
 

提出年月日：20XX 年 X 月 XX 日 
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【別紙３】 

学位論文（博士）の公表許諾書 
年  月  日 

島根県立大学学長 〇〇〇〇殿 
 
 私は、執筆した学位論文（博士）につき、島根県立大学出雲キャンパスのリポジトリを

利用してインターネットにより無償で学内外へ公表することを許諾いたします。 
 

島根県立大学看護学研究科 

学籍番号：          

氏  名：        ㊞ 

論文題目  

連

絡

先 

住所 〒 

TEL  

E-mail  

公表形態および 

公表時期の指定 

（該当する項目

にチェック☑） 

□学位授与日以降、学位論文全文公表 

□学位授与日以降「要旨」を公表し、下記の保留事由が解消した時点 

（   年  月  日以降／未定）で学位論文全文公表 

事由：□特許等の出願のため 
□投稿中のため 
□出版済みの論文で、出版社等の許諾が得られていないため 
□著作権や個人情報に関わる制約があるため 
□その他（具体的に：                   ） 

□マスキング：有／無 

インターネット公表について、上記のとおり認めます。（署名押印は修了年度の提出時のみ） 

            主指導教員 氏名         ㊞ 

            研究科長  氏名         ㊞ 
 
学務課記入欄 
受付日： 

       年  月  日 

担当者 

㊞ 

□学位論文冊子 

□PDF 原稿（USB） 

□マスキングした PDF 原稿 

要旨の公表日： 
           年  月  日 

担当者 

㊞ 
 

全文公開日： 
           年  月  日 

担当者 

㊞ 
 

※毎年メール等で公開可否について確認いたします。 






